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研究の窓

イギリスの経験から日本の社会的包摂政策を考える

2011年1月。菅首相（当時）の直属の会議として，内閣官房に「一人ひとりを包摂する社会」特命

チームが設置された。福山哲郎内閣官房副長官（当時）を座長，湯浅誠氏（内閣府参与，自立生活サ

ポートセンター・もやい事務局長・反貧困ネットワーク事務局長），清水康之氏（同，NPOライフリ

ンク代表）を座長代理に備え，内閣府を始め，総務省，文部科学省，厚生労働省のハイレベル官僚を

構成員とする特命チームは8月までに計7回の会合を重ね，5月末には「社会的包摂政策を進めるため

の基本的考え方」，8月には「緊急政策提言」を発表している。同年4月には，社会的包摂推進室（以

下，包摂室）が設置され，実働部隊としての部署が発動し，社会的包摂ワンストップ相談事業や，社

会的排除リスクの要因調査などの事業を展開している。湯浅・清水両氏という活動団体の二人が小さ

いながらも一つの行政機関のトップとなって主導した稀有な例である。

しかし，これらは殆どと言ってよいほど，メディアからも研究者からも注目されていない。特命チー

ムが設置されて2か月もたたないうちに東日本大震災という未曾有の災害に襲われ，貧困や孤立といっ

た「従来の社会問題」への注目が薄らいだことも関係しているであろう。包摂室の室長に任命された

湯浅氏が，室の発足当初から震災ボランティア連携室の室長との併任となったこともある。実は筆者

も包摂室との併任となっており，室の一員としてこれは非常に残念なことであった。

特命チームと包摂室の設置は，金銭的な貧困のみならず，人々の無縁化，孤立化を問題視し，社会

から切り離された人々をいかに社会に取り込むかという「社会的包摂」概念を，政策に盛り込むとい

う社会政策の新しい方向性を打ち出すものであった。既に多くの文献によって紹介されている通り，

「社会的排除―包摂」の概念は，フランスの「反排除法」，イギリスの「社会的排除問題対策本部

（SocialExclusionUnit:SEU）」，EUの社会的包摂ナショナル・アクション・プランなど，世界の

社会政策の実践の場においても取り入れられている（福原2007，岩田2008等）。しかしながら，日

本においては，人と人との関係性や個人の孤立までもを視野にいれる「社会的排除－包摂」概念は，

そもそも政策マターであるのか，という点からも疑問視されていたのである。社会的包摂を明示的に

政策に取り入れたという点において，特命チームや包摂室の設置は画期的な展開であったといっても

過言ではない。

しかしながら，日本の社会的包摂政策の先行きは，発足後1年足らずで既に不穏な雲行きである。

政権が代わり，包摂室は縮小され，特命チームは休止状態である。室長の湯浅氏も2012年3月に諸事

情により辞任している。包摂室のモデルであったイギリスのSEUが，イギリス新政権の下，他機関

に吸収されたことも逆風となっている。

社会的包摂政策とは，所詮，政治のレトリックに過ぎなかったのであろうか。政権交代によって，

簡単に忘れられてしまうほど，社会的意義が薄いものなのであろうか。

本特集は，このような問題意識をもって実施された公開シンポジウム「社会的包摂：政策の成功と

失敗～イギリスの経験，日本の希望～」（2012年1月，慶応義塾大学）における議論を集約したもの
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である。イギリスの社会的包摂政策のブレーンであり，「貧困と社会的排除調査（Povertyand

SocialExclusionSurvey）」のヘッドであったデービッド・ゴードン氏（ブリストル大学），湯浅

誠包摂室長（当時）と日英の包摂政策の中心人物による論考，日英を牽引する社会政策学者の岩田正

美氏（日本女子大学），駒村康平氏（慶応義塾大学），橘木俊詔氏（同志社大学），ジョナサン・ブラッ

ドショー氏（ヨーク大学），クリスティーナ・パンタジス氏（ブリストル大学）のパネル・ディスカッ

ションを収録する。加えて，イギリスの社会的包摂政策がそこに収斂されていった子どもの貧困対策

の日英比較を所道彦氏（大阪市立大学）とブラッドショー氏の共著論文，また，日英比較の土台とし

て，日本の子どもの貧困の状況について松本伊智朗氏（北海道大学），所得分布の日英比較に関する

中谷友樹氏（立命館大学）とダニー・ドーリング氏（シェフィールド大学）らの共著を収録する。

日本の包摂政策が立ち上がり，立ち止まっている今こそ，10年に渡るイギリスSEUの活動がイギ

リスの社会政策に何をもたらしたのか，また，何を達成し，達成しなかったのか，イギリスの経験か

ら日本の包摂政策が学ぶべきものは何か，日本の包摂政策の未来はあるか，考えて行きたい。

(*)本シンポジウムは，平成23年度独立行政法人日本学術振興会とイギリスEconomic& SocialResearch

Councilとの二国間交流事業（セミナー）の助成を受けて開催された。
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皆さま，こんにちは。

本日はせっかくの土曜日

にもかかわらず，本会場

にお越しくださってあり

がとうございます。この

ように素晴らしい聴衆の

前で話す機会を与えてい

ただき光栄に思います。イ

ギリスEconomic&SocialResearchCouncil，

および日本学術振興会に資金を提供していただき，

このような国際共同プログラムの会議を可能とし

てくださったことに感謝したいと思います。また，

阿部先生，そのほかの日本の研究者仲間の皆さま

に御礼を申し上げたいと思います。このように素

晴らしい会議をオーガナイズしてくださって非常

にうれしく思っており，今後さらに一層，日英の

協力を深めていきたいと思います。

本日，私は，イギリスにおける社会排除，そし

て貧困対応政策について，どのようなものが成功

して，どのようなものが不発であったかというこ

とについてご報告を申し上げたいと思います。ま

た，なぜこれらの政策が日本にとって参考になる

かということについて，イギリスの視点からご説

明させていただきます。

数年前，国際連合と国際社会学学会の依頼によ

り，貧困の考え方についての比較研究を行いまし

た。その結果，貧困というのは普遍的な概念であ

るということが我々の結論でした。あらゆる文化

圏，社会において貧困の概念が存在します。その

一例を挙げますけれども，最初に，日本では「富

める者は友多し，貧しき者は親族からも縁を切ら

れる」と言うそうです。これは素晴らしい日本の

格言でありまして，貧困と社会的排除について物

語っていると思います。つまり貧しき者は親族も

いなくなってしまう。親族からも縁を切られてし

まうということであります。貧困者は結局，社会

から孤立し絶縁されてしまって，家族からも縁を

切られてしまうということをうまく表現している

言葉だと考えています。

近代におきまして社会的包摂と貧困に対して対

策が取られた一例としましては，1999年，当時

イギリスの首相であったトニー・ブレアによる公

約に集約されております。ブレアは「子どもの貧

困を未来永劫，社会からなくす。そして，それを

2020年までに一世代かけて実行する」という公

約をいたしました。それまでのイギリスで樹立さ

れた政権の中で，「未来永劫，子どもの貧困を撲

滅させる」という公約を掲げた政権はありません

でした。その後さまざまな措置が発表されまして，

子どもの貧困をどのようにして撲滅するか，どの

ように包摂を高めて排除をなくすかという政策が

発表されています。その結果，立法化のさまざま

な措置が行われ，子どもの貧困法が2010年に制

定され，2020年までに撲滅するということが法

文化されました。ですので，これを試みないこと

は政府にとって違法になるということであります。

また，この法制定におきまして，すべての政党が

この法案を支持したということが非常に重要な点

であります。あらゆる政党が支持しました。
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子どもの貧困防止法は明確に目標を設定してお

ります。また貧困ということ，貧困撲滅について

4つの統計的な測定法を使うことによって明確に

定義しております。そして担当大臣は子どもの貧

困戦略を設立することを義務づけられており，そ

れを3年ごとに更新しなくてはならないこと，そ

してそれに対して第三者による評価が行われなく

てはならないと定められております。

貧困を撲滅できるという考え方は比較的最近生

まれたものです。イギリスにおいて法律化された

のは最近ですけれども，400年前には異なる考え

方が主流でした。過去におきましては，貧困は，

神の意志ということで避けられない必要悪だと思

われていたのですが，フランス革命のときに初め

て貧困は撲滅可能であるという考え方が台頭して

きました。つまり貧困は解決できるのではないか。

むしろ神の意志ではなく，人為的な行動による帰

結ではないかということでありまして，社会科学

の不完全さが原因ではないか。普遍的に，年金，

若者への手当，疾病手当，また国費による教育な

どを提供することによって貧困を撲滅できるので

はないか。そういう，いわゆる福祉国家概念が生

まれたのです。

フランス革命でフランスにおいて設立されただ

けではなく，トマス・ペイン（ThomasPaine）

もアメリカの革命に影響力を行使した学者ですけ

れども，彼自身もその考え方を樹立しました。た

だ，当時は狂っているアイデアではないかと一般

大衆は思ったのです。そんなこと実現できるわけ

はないと。ところが，この人たちは先見の明があっ

たということを我々現代では分かるわけでありま

して，多くの国家がこういった福祉国家の解決法

を踏襲して実施しております。そうすることによっ

て貧困を削減し，そして最終的には撲滅させたい

と考えております。

では，貧困とは何を意味するかということです。

社会的排除，そして貧困に関しては，イギリスで

適応されているのみならず，確立した定義が定め

られております。現在では，欧州連合の27加盟

国，5億人を網羅する加盟国全部で1つの定義が

使われております。1974年に最初の定義ができ

ましたが，以下が最新の改正後の定義であります。

「物質的，文化的，社会的資源があまりに限ら

れているがために，居住する加盟国において受け

入れられる最低限の生活からも排除されてしまう

ような個人・家族集団」

この概念は貧困の相対的概念としてとらえられ

ております。市民の権利が侵されていることを貧

困と定義しておりまして，通常の活動に参加でき

るだけの資金を確保できるかという概念からの定

義であります。必需品，普通誰でも持っているは

ずのものを購入できるお金を持っていない。そし

て最低限の生活を送るだけの資金力がないという

ことであります。つまり市民として通常の社会に

参加できるだけの資金力を持てないことが貧困で

あるという考え方であります。

私の同僚であるピーター・タウンゼンド教授，

最近亡くなられて大変残念ですが，このタウンゼ

ンド教授がもともと「相対的な貧困」という概念

をつくり出しました。これは社会科学からの発案

でありまして，どのような社会でも適応できる概

念であります。資源，そして資金の欠如が貧困で

あります。そして，その結果として最低限の生活

から除外されてしまうということです。異なる定

義をする人もいますけれども，今のところはタウ

ンゼンド概念を踏襲したいと思います。

では，貧困をどのように欧州連合では測定して

いるかですが，低所得という概念で測定しており

ます。どの世帯が貧困のリスクにさらされている

か。相対的に世帯所得がほかの世帯に比べると，

低いという概念であります。図1には，低所得世

帯数がどのように推移してきたかということを，

60年代から最新のデータまで示しております。

60年代・70年代当時，低所得世帯の割合は，11，

12，13％でしかありませんでした。70年代の石

油危機時に上昇し，その後，労働党政権が樹立し

まして，貧困層にやさしい政策を取ったことで

8％ぐらいに落ちました。
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1979年にマーガレット・サッチャーが首相に

なりまして，保守党政権が樹立され，このサッチャー

政権は全く異なる社会政策を取りました。そのこ

とによりまして低所得世帯が急増しました。かつ

て8％であったものが，25％まで上昇しました。

当時は経済情勢が拡大期でありまして，経済成長

率は高レベルでした。国民1人あたりの平均所得

は上昇していたんです。ただ，過半数の人たちは

富を構築していながら，最下層部分の人たちは絶

対的にも相対的にも両方の面で貧困になりました。

ほとんどの人たちはお金を儲けていたんですけれ

ども，最下層の人はどんどんお金を失っていった

状況でありました。

その状況が長く続きまして，99年，ブレア首

相が先述の公約をしました。それによって貧困削

減のさまざまな政策，特に子どものいる世帯を対

象とした政策が実施されまして，ある程度の効果

がもたらされました。それは少しリバウンドして

しまったのですけれども，まだ低所得世帯の割合

は60年代・70年代の頃まで落ちておりません。

ですので，イギリスにおきましても，そして日

本におきましてもOECDの取っている統計により

ますと，所得格差は高止まりしているということ

でありますし，またさらにこの格差が拡大してい

ます。世界の先進国の平均値でありますOECDに

よりますと，所得格差がイギリスでは高く上昇し

ています。似たような状況が日本にも見られます。

格差が既に高く，さらに上昇しているということ

です。

では，その原因は何か。1つの原因はイギリス

における，日本にも言えることだと思いますけれ

ども，税制です。税制の累進制が十分ではないと

いうことであります。つまり，どの程度の税を払っ

ているかということを富裕層と低所得層の所得割

合で見ると，最高所得のトップ10％の人々は，

直接税・間接税で総所得の3分の1ぐらいを税金

として払っています。政府に対して直接払う直接

税と，所得税のような間接説，また資産税などで
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図1 低所得（貧困リスク）世帯数1961-2010

出典：GoodmanandWebb(1994)andHBAI



あります。ところが，最下位10％の人々は総所

得のうち半分ぐらいが税に費やされてしまいます。

もし，より累進制が高ければ，所得の低い人たち

は，もっとたくさんの所得を自分たちの手元に取っ

ておくことができているはずであります。

格差が拡大している理由の1つは，過去20年の

間で，特に最も富裕層トップ1％の高所得者への

富の配分が多かったということが言えます。イギ

リスにおきましては，トップ1％の高所得者が，

税前国民総所得に占める割合が90年代におきま

しては10％であったのですけれども，現在では

それが14％まで拡大しております。日本の上昇

率はそれほどでもなく，8～ 9％程度に上昇した

程度です。アメリカが最悪でありまして，トップ

1％の高所得者が総所得の19％も占めています。

日本でもそういう状況が以前は存在しておりま

した。1920年代，30年代におきましては，日本

でも貴族的な高所得層が国民総所得の約20％を

占めていた時代がありましたが，劇的に60年代

に変化が起きました。トップ1％の富の割合は，

そこから8％に下がりまして，大体そのぐらいで

推移しております。この格差の縮小が，50年代，

60年代における日本の経済成長の1つの大きなカ

ギとなりまして，高度成長を遂げることができた

んです。

中でもトップ0.1％の所得者が占める割合です

けれども，彼らの富に占める割合が最も急落しま

した。これは日本だけではなく，そのほかの国々

でそうだったのです。ところが，特にアメリカに

おきまして，また最近，30年代水準にまで逆戻

りしてしまっております。トップ0.1％の所得者

の国民総所得に占める割合がアメリカでは再び上

昇してしまいました。それが現在の国際的な情勢

であります。

それでは簡単に歴史を振り返ってみたいと思い

ます。つまりイギリスにおける貧困政策の400年

の歴史を振り返ってみて，現在の政策がどういう

脈絡の中に存在するかということを説明したいと

思います。17世紀，および18世紀におきまして，

貧困政策の目的は貧困撲滅ではありませんでした。

400年も貧困政策をうってきたのに，いまだに，

それが撲滅できなかったということの背景には，

その間に設定された政策の目的が貧困撲滅ではな

かったということがあるのです。

すなわち，17世紀，18世紀におきましては，

貧困撲滅ではなくて飢餓からの救済が目的として

掲げられていたんです。「下層階級は貧困のまま

でいない限り，生産的に労働しないだろうという

ことは，愚か者以外の誰もが分かっている」とい

うふうに常識的に思われていたんです。彼らが貧

困から脱却したならば怠惰になってしまうと。で

すので，貧困を防止するなんていうことを政策目

的にしてしまったらひどい社会になってしまうと

いうことで，防止すべきは貧困ではなく飢餓であ

ると思われていました。

そして貧困層は都市に行って，よりよいお金を

稼ぎ，職を探すという行為をしなくてはならなかっ

た。それがうまくいかなかったとしても，社会保

障システムがあるから少なくとも飢えはしないと

いうことだったんです。ケンブリッジ大学などの

学会におきましても，だからこそ産業革命はこの

正しい政策があったからイギリスで勃発したのだ

と考えていました。イギリスは世界最大の経済で

もないし，最も優秀な国民でもない。フランス，

あるいはオランダの経済規模のほうが，イギリス

よりも当時はずっと大きかったんです。でも，社

会保障制度がそれらの国々になかった。都市部の

労働力が存在しなかった。そこでイギリスにおき

ましては新しい技術が生まれ，工場での雇用が増

えたということです。それは社会保障制度がイギ

リスにあったからと理解されていました。当時の

結論は，経済成長を達成したいのであれば，イギ

リスの歴史を振り返ってみると分かるとおり健常

な教育を受けた人口が必要であって，社会保障制

度を整備することによって飢餓をなくすことが必

要だということが信じられたわけです。そして，

そのために，約2％分のGDPの費用が社会保障費

として発生していました。

19世紀になると，「貧困層のために何で金持ち
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が税金を負担しなくてはならないのか」，そして

「貧困というのは貧困者のせいで，自分たちの自

業自得なんだ」という概念が蔓延るようになりま

した。「彼らは怠惰であって，働かないからいけ

ないのだ。だから，貧困者には人権など持たせる

べきではない」と。施設で働かせ，きつい労働を

させる。そうすることによって，自分たちの行為

が悪いからそういう状況になってしまったという

教訓を学ばせ，分からせなくてはならない。100

年続いたけれども，その政策はうまくいきません

でした。

そこで20世紀中旬になりますと，貧困の原因

は必ずしも貧困者の行動パターンではないという

考え方が台頭してきたのです。構造的な原因もあ

るのではないか。人が働かない理由は職がないか

らではないか。病に陥るのは疾病が発生するから

ではないか。ということで福祉国家という概念が

台頭してきました。社会セーフティネットを整備

するべきではないか，もし失職したならば，ある

いは病にかかったら十分な期間の間保護し，再就

職できるまでは保護を提供するべきではないかと

いう考え方です。ただ，「未来永劫，貧困を撲滅

する」という目的が正式に掲げられたのは比較的

最近のことでしかありません。つまり何人も基本

的人権として社会に参加する権利があるという考

え方は，最近になって生まれた考え方です。

最近，報道でよくイギリスの若者による暴動の

シーンをごらんになっていると思います。イギリ

ス中で社会不安が発生しております。私の娘の学

校の400メートルぐらいの至近距離でも，暴動が

発生いたしました。ロンドンでさまざまな地域に

おきまして，去年の夏，こういったような暴動が

発生していました。イギリスに限ったことではな

く，中東地域，および欧州各地におきまして大衆に

よるデモが起きております。

1つの根本的な原因は，数年前に金融危機が勃

発して，その結果どうなったかということであり

ます。2009年におきましては，金融システムの

崩壊ゆえに，ほとんどの世界の先進国では国家の

富の水準が急落いたしました。日本では，5％下

落，イギリスも大体5％ぐらい富の水準が下落い

たしました。何が起きたのか。銀行の資産価値は，

かつては非常に巨大だったのが，ほんのわずかに

まで縮小してしまったんです。金融市場において

賭けをしてしまって大きく損をしてしまったので

す。GDP対比の銀行部門の資産価値がイギリス

では，大きく変わってしまいました。日本ほど経

済規模はありませんけれども，イギリスはそれで

も第4位，第5位の世界経済規模を誇っているわ

けです。つまり1年分のGDP全部が資産価値とし

てなくなってしまったわけです。1年分の経済成

長率が，銀行部門だけで，EU，およびアメリカ

を合わせてなくなってしまいました。

そのことによりまして各国政府は多額の公的資

金を銀行部門に注入せざるを得なかったのです。

そうでない限り金融システム全体が崩壊していた

でありましょう。ATMにカードを入れたとして

も，口座から資金を引き出せないというような状

況になってしまったわけです。銀行部門の救済で

はイギリスにおきまして2兆米ドル使わなくては

なりませんでした。これは1年分のGDPに匹敵す

るだけの公的資金です。アメリカでも同様であり

まして，8.5兆ドルの銀行部門救済策を取りまし

た。これも大体アメリカの1年分のGDPに匹敵す

る規模です。民間部門から公的部門に債務のつけ

替えをしました。そのことによって財政緊縮策が

取られまして，特に失業，若者の孤立が発生して

しまったのです。大衆が孤立してしまうと，ちょっ

とした火種であったとしても暴動に派生してしま

います。それによりまして，あのような現象が起

きました。

それでは，今までのイギリスの貧困対策，およ

び社会包摂政策から学べる教訓は何かということ

をお話ししましょう。私の同僚のジョナサン・ブ

ラッドショー先生が行った研究の一部ですけれど

も，子どもの時期に貧困世帯で育つとどうなるか
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を科学的に検証すると，さまざまな負の結果，死

亡率が高い，また罹患率も高い。あるいはホーム

レスになる確率も高い。また学校の成績が悪い蓋

然性も高いし，成人してもいい職に就けない確率

が高い。未成年の10代で妊娠してしまう確率が

高い。また自殺率も高くなるということがわかり

ます。一連の負の結果が存在しております。これ

が深刻なる影響を及ぼしかねません。例えイギリ

スのような豊かな社会であって，国民1人あたり

のGDPが日本より高い国であってもです。

グラスゴー（Glasgow）はイギリスにおきま

して第3位の都市です。グラスゴーにグラスゴー・

カルトンという地区がありまして，ここは貧困街

であります。この地区だけを捉えると男性は54

歳が平均寿命です。何で平均寿命がこんなに短い

か。インド，あるいはフィリピンの一般的な男性

平均寿命よりも，さらに短い。カルトンから3キ

ロ，4キロぐらい南東に行きますと，グラスゴー・

レンジーという地区がありまして，ここは大学の

教授，あるいは富裕層が住んでいて，緑地もたく

さんある地区であります。たったそのぐらいしか

離れていないところであっても，男性の平均寿命

はなんと82歳です。それは，日本，あるいはア

イスランドという，世界でも平均寿命が高い国の

男性平均寿命さえも上回っているんです。ですの

で，82歳の平均寿命のお金持ちの町から数歩あ

るくと54歳で死んでしまう地区があるというこ

とです。

その理由は，人の行動パターンではありません。

貧困の結果であり，また排除の結果であります。

実証的証拠もありまして，貧困の人々は，心疾患

にかかりやすい。あるいは胃がん・胃腸系のがん，

脳卒中や脳溢血にかかりやすい。脳出血にかかり

やすい。ということで，詳細を割愛いたしますけ

れども，大きな健康格差があるのです。WHOも

そういう結論を出しております。だから男性平均

寿命がそれだけ短いということです。

特に子どもの貧困は，財政的にも高くつくとい

うことが言われております。その理由ですけれど

も，貧困世帯で育つ子どもは成績が悪い。体の健

康もよくない。成人すると，それが長期的な影響

を及ぼす。医療費もかさんでしまうし，それだけ

問題に費やさなくてはならない費用もかさんでし

まう。そして，いい職に就けないから税金もたく

さん払えない。計量経済学モデルによりますと，

子どもの貧困は政府にとって大きな財政負担にな

るということであります。歳入の損失，そして歳

出の増加ということで，政府にとってGDPの2％

ぐらい，年間25億ポンドの負担になっています。

貧困撲滅コストは大体そのぐらいのコストと試算

されております。相殺するということであります。

つまり長期的には同じだけのコストで撲滅できる

のだから，経済的な成果だけではなく，特に健康

の状態も教育水準も，また経済の生産性もそれだ

けよくなるということでありまして，投資利益と

しては高いのです。

では，なぜ政府がそれをやらないのかというと，

今お金を投資したとしてもその成果は，今子ども

である子たちが成人するまで，出ないからなので

す。でも，子どもの貧困に対する政策は，素晴ら

しい投資でありまして，カナダ，アメリカでもこ

のような試算をした結果，大体同じような結論が

出てきております。つまり児童の貧困をキープす

るための費用負担と，撲滅する費用負担が大体相

殺される，匹敵するということです。

1997年に，労働党政権が，貧困を削減，撲滅

するという公約を掲げました。首相は，「新しい

青年期において排除に対する闘いを展開しなくて

はならない。何人にも機会を提供しなくてはなら

ない。もし，次期労働党政権がその政権終焉時に

おいて貧困層の生活水準を向上することに成功し

ていなかったならば，政権の失敗であろう」とい

うことを明言しました。

7月に着任いたしまして，8月にはもう既に

「社会的排除対策室（SEU）」ができました。マ

ンデルソン卿（PeterBenjaminMandelson）

が始め，社会的排除という苦しみと無駄が我々の

時代の最大の社会危機であると主張しました。こ

のSEUは，政府の省庁を横断的に調整し，また
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地方自治体とボランタリーセクターと協力するこ

とを目的として掲げました。多分野において政策

を展開するということでありました。たとえば教

育における不平等の問題に取り組んでおり，特に

最底辺にいる人たちの教育条件を改善するという

ことに取り組みました。それ以外にも，高齢者，

年金生活者，社会的弱者，そしてマイノリティ・

グループにおける貧困問題が取り組まれました。

しかしながら，SEUが，この中で特に強調し

たのは，子どもたちの貧困，とりわけ最も貧困な

子どもたちを対象にしたということであります。

子どもの貧困問題に取り組むことによって長期的

な問題を解決し，社会の機会を改善するというこ

とにつながっていくわけです。子どもの貧困に取

り組むことについて，有償労働を増やし，生活で

きるような労働をつくり出していくということを

行ったわけです。労働市場に対する積極的な介入

を行い，そしてまた親，母親たちが労働市場に参

入できるように取り組んでまいりました。さまざ

まな政策が用意され，これに基づいて子どもを持

つ家庭の所得を上げ，さらに親たちが労働に就く

ことができるようにするということを行いました。

労働することによって十分な資金を確保し，そし

て社会に参加できるようになるわけです。

これら政策は，たとえば最低賃金であるとか，

またひとり親に対する支援，税金，税控除，親が

子どもたちの育成に対して資金を提供するという

こと，また母親手当，そして児童手当の提供，政

府によって毎週このような手当が提供されるとい

うことになります，さらには，母親手当の金額を

上げ，そして期間を長期のものにするということ，

そして就学前教育支援手当，さらには，さまざま

な所得支援，児童向け所得支援手当の提供，そし

て3歳・4歳児向けの保育所に対する補助を行う

ということが含まれていました。

そしてシュア・スタートと呼ばれる就学前児童

向けの子どもたちに対する支援が行われました。

これはもともと最も貧困地域の20％を対象とさ

れたものでありました。そしてさらには子育て戦

略の提案，確立があります。子育てを行っていく

ためには，良質の育児政策を展開して，サービス

を提供していかなければならないからです。

シュア・スタートは，おそらく最も人気のある，

最も成功した政策の1つであろうかと思います。

なぜそうなったか。その一つの理由は，就学前児

童に対して焦点を当てたという点です。財務省に

よりますと，これは政策の狭間分野だったのです。

既得権益が政策省庁間ではありませんでした。し

たがって，その既得権益がないので，守るべきも

のもないということがあったわけです。実際に既

得権益もなく，そして政策の狭間分野ということ

になりますと政策を実現しやすいということがあ

ります。保健省・財務省・司法省といったそれぞ

れの省庁が，既得権益を持って対立するというこ

とも避けることができたということになります。

その成果でありますが，重要であったのは（子と

親の）2つの世代をまたぐものであったというこ

と，そして烙印付を行わないということがありま

す。問題家族だというふうな烙印付を行わなかっ

たということであります。さらに，多面的な政策

を展開し，ただ単に教育の問題，育児の問題だけ

ではなく，さまざまな側面に目を向けるというこ

とです。さらには，持続性を確保するということ，

また地元主導でそれぞれの地域の文化的配慮を行

うという側面がありました。

もともとの考え方では，シュア・スタートは母

親の子育てを支援するというものでした。しかし

ながら，そのプログラムを経るにしたがって，育

児，教育，そして有償労働のほうに目が向けられ

るようになりました。非常に人気のある政策であ

りまして，予算につきましてはゼロから数年間で

5億ドルにまで増やされました。公務員として政

府として予算が十分ないということがプログラム

の実施の問題として常にありますけれども，しか

しながらこのプログラムは違いました。もともと

財務省主導のものでありまして，そして労働党政

権の下におきまして，中央労働，財務省としてさ

まざまな専門家を中央銀行から招きまして，社会

政策に関与させるということを行いました。そし
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て，このような中にあって，若い就学前児童に対

する支援を行うということに目を向けたわけであ

ります。したがって，非常に人気を呼んだわけで

あります。財務省の仕事というのは通常，ほかの

省庁がお金を使う，予算を使うということについ

て反対をする立場にあるわけでありますけれども，

この問題についてはそうではありませんでした。

もともとは児童センターがなかったわけであり

ますけれども，しかしながら全国レベルで展開さ

れていたわけではありませんでした。しかし，全

国レベルに普及したことにより，幾つかほかの地

域のサンプルと比較をすることによって評価が行

われるようになりました。

実は，シュア・スタートの児童に対する影響に

ついてはそれほど大きなものではありません。肥

満児が減ったという効果がありましたが，それ以

外ではそれほど大きな効果はありませんでした。

一方，親に対する効果は非常に大きなものがあり

ました。生活の満足度が高まった。育児が改善さ

れた。そして子どもたちに対する厳しすぎるしつ

けなどの不適切な扱いがなくなった。また生活環

境の改善が見られたということがあります。しか

し，一方で母親については，うつ病のリスクが高

まった，また学校の取り組みについての参加への

影響もそれほどなかったということがあります。

うつのリスクについての結果についてはもともと

の意図とは反するように見えますが，ここには医

療サービスのアクセスの問題があります。シュア・

スタートを介して，母親が医療サービスを受ける

ようになり，こういった症例が報告されるように

なったということです。

いずれにいたしましても，シュア・スタートは，

母親にとりましては非常に人気のある政策でした。

一方で，教育，そして認知能力への効果にとりま

しては，それほど大きな成果は認められていない

ということであります。しかしながら，就学前児

童に対して福祉的サービスを提供するということ，

そして，それが政府によって支援されることにつ

いて，国民からの反対の意見は最早イギリスには

ありません。そして早期教育や育児サービスを公

共のサービスで行うということ，またこのシュア・

スタートのチャイルドセンターは，非常にいい

「ブランド」になっているということが挙げられ

ます。

こういった取り組みの最近の成果として申し上

げなければならないことがあります。非常に包括

的な戦略が児童の貧困の根絶のために行われてい

る地域の1つにウエールズ（Wales）があります。

ウエールズにおいて近年，子どもの貧困を根絶す

るための戦略が提起され，実行されております。

子どもを持つ貧困家庭の所得を改善する。そして

物理的に物質的に困窮をしている人たちに対する

サポートを行う。新しい仕事を提供する。また教

育・雇用機会を青少年に対して提供する。育児を

サポートする。児童，および青少年に対する教育

をサポートする。また教育やトレーニングを青少

年に対して提供する。健康状況，健康による不平

等を改善する。さらには，青少年が余暇活動に参

加し，コミュニティーの中で統合されるようにサ

ポートをする。住宅条件を改善する。またコミュ

ニティーにおける絆を強化する。安全性を改善す

る。そういうことが目標となっております。した

がって，こういった戦略を通じて，とりわけ子ど

もの貧困を改善していくために，ここで提供され

たような課題を実行していく必要があるわけです。

さて，そこで社会的排除，そして貧困の問題に

取り組むということは，日本にとって重要である

かということについて申し上げたいと思います。

この点につきましては，もうよく知られたことで，

日本の人たちもいろいろ取り組んでいるわけであ

りますが，私自身，自分のイギリスの経験に基づ

いて申し上げたいと思います。

日本は，今，大きな人口問題を抱えております。

ある推計によると，今後100年を見通した場合に

日本の人口は大幅に低下することになります。

2004年～2006年の段階での人口が，過去最高で

あったということになる可能性があります。こう

いった人口低下の結果，2005年の段階におきま

して日本は世界の歴史の中で最も高齢者の多い国
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であります。日本の平均寿命は，これまでの人類

の歴史の中で最も高いものであります。これは非

常に素晴らしい成果であります。

しかしながら，それは社会的な影響を及ぼさず

にはおれません。たとえば今後50年，100年を見

てみますと，この地球上で最も高齢者の多い国と

いうことになります。その結果どのようなことが

起きるかということでありますが，独居高齢者が

増えます。特に女性です。95年段階におきまし

て200万人程度でありましたが，今500万人です。

2025年には，おそらく700万人に達するだろう

ということであります。彼らは，社会的に孤立し

ている可能性があります。したがって，高齢者の

社会的排除の問題として取り組んでいかなければ

ならない課題があるということになります。

日本の人口の年齢構造でありますが，1950年

では，人口ピラミッドにおきまして若い人たちが

多く，年を取った人たちが少ない。しかしながら，

2050年になりますと若い人たちが少なく，一方

で高齢者が増えるということになります。こういっ

た傾向について，一度振り返って1900年～2100

年ということを見れば，たとえば資産，土地の価

格は非常に高いものがあり，そして50年，75年

といった形で住宅ローンを組みます。

しかしながら，たとえば75年先を見てみます

と，人口が減少し，住宅はそれほど必要なくなり，

土地価格は下がります。

まとめて申し上げますと，2004年におきまし

て日本では100万人の人たちが90歳，もしくはそ

れ以上だということであります。そして2005年

には人間の歴史におきまして最も高齢者の多い社

会ということになりました。そして2100年まで

には日本の人口は4,000～4,500万人になります。

これは1900年における日本の人口と同じです。

さて，それでは，日本にとって，こういった結

果をもたらさないための政策的なオプションとし

てはどういうものが考えられるのでしょうか。私

の考え方でありますけれども，社会包摂政策がキー

になると思います。最悪の結果をもたらさない，

これを防止するためには社会包摂政策が必要とな

ります。

何もしないというのが1つの政策オプションで

す。もちろんその結果，貧困が増え，そして最終

的に日本という国が消滅してしまうということが，

今の状況のままであれば起こります。資産価格も

減っていく。そして，それによって日本経済も縮

小していくことになります。

もう1つのオプションは，女性の参加を促し，

そして社会的な姿勢を変更させることによって仕

事の労働時間を減らし，家事・子育ての時間を増

やしていくということであります。すなわち，子

育て型の政策を追求するということであります。

子どもを育てるコストをできるだけ下げていかな

ければなりません。幾つかの国においても同じよ

うな取り組みが行われておりますけれども，たと

えば移民を増やすということでありますが，この

点につきましては，政治家，そして国民の中で支

持を確保するのは難しいかもしれません。したがっ

て，残された選択肢としては3つということにな

ります。

女性に対する社会的な姿勢，そして男女関係と

いうことについては家のシステムに基づいている

と聞きました。いわば夫を支えるということであ

りまして，明治時代におきまして民法はこの家の

システムをベースにされたものでありました。ま

た江戸時代の儒教の影響もあります。男性は外，

そして女性は家庭の中にいるということ。こういっ

た考え方は明治時代において変化をもたらしまし

た。「良妻賢母」という考え方が発展し，これが

女性の役割だと考えられたわけです。ある意味に

おいて，これがあったからこそ，こういったイデ

オロギーに基づいて大きな国としての成功があっ

たということがあると思います。

日本はいろいろな変化をもたらしておりますが，

しかしながら女性をネガティブな否定的な形で評

価する考え方があります。「男勝り」という言葉

がありますが，必ずしもこれはいい表現と言える

ものではありません。また，ほかの用語もいろい

ろとあります。「おてんば」というような表現も

あります。21世紀におきましても日本の女性は

必ずしも男性と平等であると見なされていません。

ということで，国連の尺度によりますと，公的分
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野，そして賃金において女性の進出度は，第38

位ということになっています。

スウェーデンにおきまして男性が育児休暇を取

る率は非常に高いものがありますが，1998年に

おいて日本では0.16％の男性しか取っておりま

せん。そして95年において家事に費やした男性

の時間は26分。一方，女性は3時間ということに

なっています。非常に大きな格差が家事労働にお

いて存在するということがあります。もちろん大

きな変化，急速に変化が起きているわけでありま

すが，シンクタンク等の調査を見る限りにおきま

して，夫の50％か60％が子育てに十分参加をし

ていないという実態があります。したがって，出

生率を見ますと，子育てにお金がかかり，そして

日本の女性は家事に夫が協力をしてくれないとい

う結果，子どもの数が減っているということにな

ります。

1つの課題はどうやって子育てのコストを下げ

ていくかということであります。日本におきまし

て子育ての費用は非常に高いものがあります。女

性の賃金についてはパートタイムの場合におきま

して比較的低い状況にあります。ある調査により

ますと，子どもを持たない世帯というのは，同時

に最も貧しい世帯が多いということが分かってい

ます。たとえば400万の年収以下の場合におきま

して，5世帯に1世帯が子どもを生んでいません。

子育てのニーズが大きいということは最大の理由

となっています。女性たちが子どもを生まない最

大の理由になっているわけです。

さて，効率的な反貧困対策，そして社会包摂政

策をつくらない限り，21世紀の日本の未来は非

常に暗いものとなっております。金融危機，特に

住宅市場における危機というものが発生する可能

性があります。国民，そして政治家が新しい貧困

対策，社会的包摂政策をつくり出していかなけれ

ばなりません。そうすることによって日本の社会

に建設的な影響を果たすことになるわけです。こ

の政策のほうが，何もしない政策よりも大きな意

味合いを持つものとなるわけであります。お時間

をいただき，ご清聴ありがとうございました。

（DavidGordon ブリストル大学

タウンゼンド国際貧困研究所長）
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湯浅といいます。よろ

しくお願いします。いつ

も貧困対策とか社会的包

摂とか，何もしないと日

本社会はとんでもないこ

とになるぞと脅している

んですが，先にゴードン

さんが脅してくれたので，

だいぶ気が楽になっています。そういう観点から

私の話もすることになります。ただ，まだ社会的

包摂というのは，日本の社会の中ではほとんど定

着していない考え方でもありますし，いろいろな

ところで講演するときに，「社会的包摂という言

葉を知っていますか」と聞いても，初めて聞いた

という人が大体9割ぐらいになる感じです。今日

の会場はそうではないと思いますけれども，一般

的にはそうですね。ですので，まずその考え方の

基本的なところを共有して，それで後は日本にお

けるその背景，社会的な構造ということで少し私

の考えを述べて，その上で今どういうことが行わ

れて，どういうことが行われようとしていて，あ

るいはどういうことが必要なのかというようなこ

とを話します。大体そんな3本構成で話ができれ

ばと思います。

まず社会的包摂ということについての考え方で

すが，社会的包摂というのは，基本的には社会に

対する参加の保障ということで私は理解していま

す。社会に対する参加のハードル，あるいはそれ

に対するバリアがあるそうした人たちに対して，

その仕組みを，バリアを下げる，あるいはなくす。

そういうふうに社会の組み替えを行っていくこと

だというのが，社会的包摂というものの考え方だ

ろうと思います。

では，そのときに社会に参加するというのはど

ういうことをいうのかというと，1つはまず就労

があると思います。ヨーロッパの文脈で一番強調

されたのはここだろうと思いますが，労働市場か

らの排除ということに対して労働市場を開いてい

く，労働市場への参加を確保していくということ

が1つです。またそれだけではなくて，たとえば

孤立している人が社交の場に参加するというよう

なこと。今，被災地では，しきりに仮設団地の中

でお茶飲み会やレクリエーションの会が行われて

いますが，そういうことです。人々が参加できる

場を確保していく。あるいは，将来にわたって社

会への参加を確保していく，最初にその機会が閉

ざされないようにするということで，いわゆる子

どもの貧困対策も，参加の確保という意味で重要

になってくるだろうと思います。そうしたことが，

社会的に包摂していく，社会への参加を確保して

いくことの代表的な問題，テーマだと思います。

それを分けていくと，労働市場への参加という

ことについても幾つかの問題があるということが

分かります。1つには，まず就労していればいい

のかという問題です。そもそもなぜ就労すること

が，社会的包摂の重要なキーワードの1つ，キー

概念の1つになっているかというと，その就労と

いうことを社会との交わり，あるいは生活の質の

向上（QOL），生活の質の向上という観点から見
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て，非常に重要なものだと考えるからです。働い

て所得を得ることによって，生活を回せるように

なる。あるいは，その場に同僚がいたり，その働

くことを通じてやりがいなり生きがいなり，ある

いは人の役に立っているという感覚なり，そうい

うものを得ていく。そうしたことが，人が生き生

きと生活していく上で重要だ，生活の質を向上す

るものであるという文脈の中で，就労，労働市場

への参加を確保することが重要だという話になる

わけです。

ところが，現実には労働市場への参加が必ずし

も生活の質を上げないという場合があります。そ

うしたときに「社会的包摂というのは一体何なん

だ」ということを考え出すと，いろいろ難しいこ

とになってしまいますが，日本で社会的包摂を考

えるときに，まず1つ重要なのはこの点だろうと

思っています。というのは，やっぱり日本は，今

は随分高くなりましたが，それでも基本的にはも

ともと低失業でやってきた国で，労働市場への包

摂という意味では先ほど話があった子育て期の女

性を除けば，かなり包摂していたはずなんです。

これらのデータについてちょっと触れておきた

いと思いますが，図1に「子育て世帯の相対的貧

困率と失業率」というものがあります。これはユ

ネスコのデータです。日本の子育て世帯の相対的

貧困率，この時点では14.2％でした。これは

2006年段階でのいわゆる子どもの貧困率ですが，

このときの子育て世帯の失業率は0.4％です。つ

まり相対的貧困率が14.2％ありますが，そこの

ほとんどの人たちは働いていたということを意味

しています。失業率は0.4％ですからね。これは

子育て世帯に限ったことではないです貧困層の中

で世帯主が現役世帯にある人たちの中で，働いて

いる人のいる世帯の割合がどれぐらいになるかと

いう国際比較のデータを見ると（図2），日本は8

割以上の人たちが働いています。一般的に貧困層

というと，ちゃんと働いてない人たちだというイ

メージ，偏見がありますが，ここに少なくとも並

んでいるアメリカ・フランス・スウェーデン・イ

ギリス・イタリア・ドイツという諸国の中で，少

なくとも最もそのイメージが当てはまらないのは

日本だということですね。日本の貧困層は働いて

いるということです。

しかも，一番左の部分で，これは世帯の中で2

人以上働いている，だけど貧困だという世帯の割

合ですが，これが39％に達しています。家族の

中で2人も働いていたら，貧困から抜けられるだ

ろうと一般的には思います。なぜなら貧困層とい

うのは，真面目に働いてない世帯だからだと思わ

れているからです。ですが，2人以上働いていま

すが，依然として貧困な人たちが，現役世代の貧

困層の4割近くを占めるというのが日本の際立っ

た特徴です。次に高いアメリカでも2割ですので，

割合からするとアメリカの倍ぐらいいるというこ

とになります。

前から言われているように，日本の母子世帯の

就労率というのは大体85％ぐらいです。日本の

母子世帯のお母さんたちは世界一働いている人た

ちですが，ずっと，高度経済成長期から貧困でし

た。つまり母子世帯のお母さんたちを取っても，

現役世帯・一般世帯の貧困層を取っても，あるい

は子育て世帯の貧困層を取っても，どこで切って

も日本の貧困層の働いている率は極めて高いとい

うことを意味しています。ということは，この人

たちは社会的に包摂されているのだろうかという

ことになるわけです。社会の参加に対して引け目

を感じず，自分がその中で堂々と生活をしていけ

るということが，包摂ということの，社会参加と

いうことの本来的な意味であるとするなら，それ

は働いているけれども，包摂されているわけでも

ないねということです。

そのようなことは，この間，特に90年代後半

以降，日本の非正規問題として語られてきました。

より正確に言うと男性の非正規問題ですね。男性

たちが非正規化することで，確かに働いてはいる

が結婚もできないし，子どももつくれないし，年

金保険料も払えないし，将来的には生活保護にな

るしかないというようなことが言われる状態が広

がってくる。その中で，この人たちの社会参加，

あるいは社会的な包摂というのをどう考えるかと

いうことが問題になってくるわけです。その意味

では，社会的包摂の重要なメルクマールの1つは
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労働市場への参加ですが，その参加の質というこ

とも同時に問われなければいけない。それでディー

セント・ワーク（Decentwork）というような

ことが言われているわけです。その労働市場の中

のあり方というのがまず1つだということですね。

それから働けないと思われていたが，実はやりよ

うによっては働くことができますというのが，今

度は労働市場の中に入っている人たちの，その次

の段階の問題として出てきます。それは最も典型

的にはたとえば障害を持った人たちです。今まで

は障害を持った人というのは家族が元気なうちは

家族に面倒を見てもらって，家族が面倒を見られ

Vol.48 No.116

図1 子育て世帯の相対的貧困率と失業率（％）

出所：UNICEF,Anoverviewofchildwell-beinginrichcountries（2007）



なくなったら施設に入って，後は一生そこで過ご

すんですよということに一般的なイメージとして

はなっていました。その人たちも，実は会社がい

ろいろな工夫をするとか，あるいは本人に対する

指示の仕方を工夫すると労働市場で働けるという

ようなことが，いろいろな場面で分かってきまし

た。あるいは，私がもともとかかわっていたホー

ムレス分野では，基本的な衣食住，寝場所や日々

の食事や若干の就労活動費とか，そういうものを

確保すると働くことができる。働くための必要な

条件整備をやると働くことができるというような

ことが分かって，それに対する条件整備が行われ

てきています。そうしたことを通じて，今まで労

働市場の中に入り得なかった多くの場合は「この

人たちは入りたくないんだ」あるいは「入るのは

そもそも無理なんだ」と言われていましたが，実

は条件を整えれば入りたいという気持ちも生まれる

し，実際に入ることもできるとわかってきたのです。

そして，もう1つは先ほど言ったように就労以

外での社会参加ですね。これは去年話題になった

無縁社会という言葉とか，それから孤立，孤独死。

先ほどのゴードンさんの話にも若干出ましたが，

そういう問題への対処法として必ずしも就労その

ものではないけども，他人と交わる，あるいは社

会的に自分の存在意義を感じる，いわゆる居場所

的なそうした場づくりをやっていくということが，

社会的包摂のもう1つの重要なキーだということ

になるわけです。そして子どもの貧困対策ですね。

そうしたことをトータルに進めることで社会に

参加する人たちのウエイトが増えて，それが社会

全体を活気づけて，結果として成長ももたらすと

いうのが社会的包摂の考え方ということになるわ

けです。ですが，なかなか日本の社会ではそうし
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たことが根づいてこなかったという経緯がありま

す。また，そのときになかなかその課題が課題と

して認識されてこなかったというようなこともあ

ります。そのことを少し振り返って次に考えてみ

たいと思います。

今，社会的包摂の対象というふうに考えられて

いる人たちは誰なのかということを考えると，た

とえばホームレスの人，あるいはDV（ドメスティッ

ク・バイオレンス）の被害者の人，あるいは女性，

障害者，セクシャルマイノリティー，外国人の方，

さまざまな方を挙げることができるわけです。結

局この人たちは誰かというと，ざっくりと言って，

基本的に「日本型福祉社会」と言われたものから，

取りこぼされた人たちだと言えると思います。

日本型の福祉社会というのは1970年代の後半

に定式化された仕組みだと思います。政府，当時

の自民党が日本型福祉社会ということをうたった

のが1979年でしたが，それに至るまでの間，オ

イルショックから79年までの間に定式化された

ものだと思います。ざっくり言うと，現役世代は

企業と家族が支える，そして社会保障は高齢世帯

に対応するという考え方ですね。これは結果とし

て何をもたらすかというと，まず1つには現役世

帯の社会保障が存在しないということを意味しま

す。現役世帯は企業と家族でやっていくものです

ので，そこには社会保障は必要ないということで

す。

たとえば典型的な男性の生き方というのは，学

校を出るまでは父親に養ってもらって，学校を出

たら会社に入って，会社にずっと定年退職まで養っ

てもらう。なので，社会保障が必要となるのは定

年退職したその後だということになります。年金

という形での社会保障です。女性は，結婚するま

で父親に養ってもらって，結婚したら夫に養って

もらう。家族から別の家族に受け渡されるような

形で生活を回していく。だから，その女性も社会

保障に本格的には出会うのは，夫が定年退職した

後だというような考え方です。

こういう考え方の中で，夫は企業で働くことで

稼いだお金で家族全員分の生活費を賄う。その生

活費の中には，子どもの子育て費用，教育費用，

住宅費用，これらが全部入っているということに

なっていたわけです。ですので，先ほどゴードン

さんの話の中で，「男勝り」という女性蔑視の言

葉ということでありましたけど，それにちょうど

対応する言葉が「甲斐性なし」ということでした

ね。稼いだ金で一家全員の生活費で養えない男は

甲斐性なしだと。これは一人前の男として失格で

あるというふうに見られたし，今でも結構言われ

ているわけです。ですので，ゴードンさんには

「甲斐性なし」という言葉を覚えて帰ってもらい

たいと思いますが，そういうイメージというのが

社会的に定着してきました。

その結果として，たとえば子育て費用にしても，

基本的に稼いだ金で支払うものとされていました。

ですので，たくさん稼ぐことが前提になっていた。

そういう意味では，言ってみれば日本の家計構造

というのは，高収入，高支出ということになるわ

けです。実際のところ，たとえば今，日本の大学

費用は世界一高い。韓国と並んでいるぐらいです。

世界一高いと言われてますが，実は大学の学費が

上がり始めたのは70年代半ばでした。それから

三十数年の間に30倍以上に大学の学費は上がっ

たわけです。それは，今，話した日本型の福祉社

会という中で，教育費用というのは稼いだ金で支

払ってもらう，そこに公費を投入するのは最低限

にしておこうという風潮になったからですよね。

ですので，物価の上昇に応じて，学費，要するに

私費負担割合がどんどん高くなっていったわけで

す。

となると当然ですが，高い収入を稼げない，特

に一家の大黒柱たる男性が高い収入を稼げない家

庭は，子どもに十分な教育を与えられないという

ことになります。ですので，この10年間よく言

われているように，親の経済格差が子どもの教育

格差に直結します。この仕組みは当たり前ではあ

りませんね。それは日本型福祉社会の中で，教育

における公的負担割合も広い意味では現役世代に

対する社会保障の一環ですが，こうしたものをぐっ

と低く抑える。要するに低負担・低福祉という結

果として，家計構造は高収入・高支出になったと

いうことになるわけです。そこは見合いというわ
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けですね。そういう状態ですから，その構造の中

でやれない人たちは，結果的に社会的に事実上排

除されていくということになります。

その日本型の福祉社会が，現役世代は企業と家

族，社会保障は高齢世帯で，その区分の中で間に

落ち込むようにして増えてきたのが，現役世代で，

かつ企業と家族に支えられない人です。また，高

齢世帯で低年金等により，社会参加を得られない

人たちです。そして，その領域が延々と広がって

いったというのが，この20年間の現象だと思っ

ています。

そのことを私はよく3つの傘というふうに話し

ています。国の傘，企業の傘，正社員の傘という

のが3つ重なるようにしてあります。国はさまざ

まな形で，補助金や税制優遇とか，あるいは公共

事業とかを通じて企業を守ってきた。企業が今度

は2つ目の傘をつくって，下請けや孫請け，ある

いはそこで働く正社員の人たちの人の生活を守っ

てきた。そして，その正社員が，多くの場合これ

は男性でしたが，男性正社員が今度は家族の3番

目の傘をつくっていて，それで妻子を養っていく。

学者は，これを日本型三重構造というそうですが，

その構造をつくってきていた。

その傘が，この20年間，言ってみれば3つとも

急速にしぼんできた。それが日本型福祉社会の制

度疲労問題と言っていることです。そうしますと

傘がしぼんでいきますので，雨に濡れる人が増え

ていきます。かつて，夫が正社員，その妻がパー

ト労働をやっているときには，そのパート労働の

低賃金とか，あるいはいつ首を切られても文句を

言えない状態とかそういう低賃金，不安定な無権

利状態というのは，大きくは社会問題にはならな

かったわけですが，傘がしぼんでいくとその低賃

金，不安定雇用で生活していかないといけない。

そういう人たちが増えていきます。その最も昔か

らのパターンが母子家庭であったり，日雇い労働

者の人たちであったりしたわけです。そういう状

況に男性も，あるいは単身の若者の男性も家族の

ある人も，もちろん女性たちも追いやられていっ

たわけです。その傘の外にある多様な領域，多様

な人たちが，私たちが考える社会的包摂の対象だ

ということになるんだろうと思います。

傘の中で働いている人たちは賃金も相対的に高

いですし，将来の見通しも相対的に立ちやすい。

しかし，傘の外で働いている人たちは賃金も相対

的に安いですし，将来の見通しも立ちづらい状態

です。それだけではありません。会社の福利厚生

も違います。日本は企業福祉が非常に手厚かった

国で，これも日本型福祉社会の構造の中で企業の

住宅手当等を充実したり，非課税優遇したりして，

それを促していった。あるいはオイルショック以

降の減量経営の中で，労働者が賃金の賃上げを低

く抑える代わりに，会社の福利厚生を充実させる

ように要求していった。その結果としてそういう

ふうになったわけです。その福利厚生も傘の中の

人たちは受けられますが，傘の外の人たちは受け

られません。ひどい場合には，会社の社員食堂が

使えないみたいな話まであります。

これが広い意味での労働条件ですが，それだけ

ではなくて何か社会的にトラブルが起こったとき，

大きな変化が起こったとき，それはたとえば，リー

マンショックであったり，今回の東日本大震災だっ

たりしますが，そういうときにも傘の中の人たち

は雇用を維持される。それは雇用調整助成金とい

うのを使うということになっています。ちなみに，

2009年，雇用調整助成金は6,000億円を使って，

その正社員の人たちが仕事はなくなったわけです

が，それによって解雇されることを防いだのです。

ところが，傘の外の人たちは，雇用調整助成金

というのは法律的には非正規の人にも使えるよう

になっていますが，現実には使われていませんの

で，そのまま出されるということになっています。

社会的なトラブルが起こったときに自分の身を守っ

てくれるか，くれないかというところでも正規と

非正規で多く明暗が分かれます。

そうなると今度はセーフティネットの領域に入っ

ていきますが，傘の中の人たちは解雇される率も

低いけど，万が一，解雇されたときには雇用保険

が受けられる。そういう雇用保険をかけてもらっ

ている人たちです。だけど，傘の外の人たちは，

解雇される，明日から来なくていいよと言われる

確率は相対的に高いですが，相対的に高い人たち
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ほど雇用保険も利いてないということになります。

実際には，失業する人たちの多くは雇用保険では

受け止められないという現象が起きます。日本の

雇用保険のカバー率は2割ですね。失業者全体の

2割しかカバーしていません。そうなりますと最

後には生活保護まで行くしかないのですが，生活

保護も，つい最近までは稼働層を排除していたの

はご存じのとおりです。現役世帯というのは企業

と家族で支える，養うものでしょうという考え方

が生活保護にも貫徹していたということですね。

そうなりますと一言で言って，世間体が変わっ

ていきます。傘の中の人たちは，「ちゃんとやっ

ている人」だと言われます。傘の外の人たちは，

「おまえ，何やってるんだ」と言われます。そう

いうふうに世間の評価が変わります。その結果と

して自己評価も変わる。傘の中の人たちは，「俺

が今あるのは俺が頑張ったからだ」と思っていま

す。傘の外の人たちは，「俺が今こうなっている

のは自分の努力が足らなかったからだ。俺がだら

しないからだ」というふうに思っています。そう

いう自尊感情も変わる。あらゆる意味で中が有利

で，外が不利です。

男性の場合は，とりわけこの3つの傘が企業を

軸に連動するという連動するという特徴を持って

います。日本の代表的な縁は，地縁，血縁，社縁

です。家族と地域と企業ですが，特に男性の場合

は，企業で確固たる地位を得ていない人は家族の

受けも悪いし，親族の受けも悪いし，地域の受け

も悪い。そこに位置づかない人というのは一気に

無縁状態になる。そういうふうに3つの縁が連動

するというのが日本の男性たちの特徴です。

女性の場合は，どっちがいい悪いという話じゃ

ありませんが，その3つの縁すべておいてそれぞ

れの場面で辺境にいるんですね。家族の中でも端っ

このほう，企業の中でも端っこのほう。地域の中

では主役だったりしますが，相対的に端っこのほ

うにいるのですが，3つの縁は3つとも連動する

わけではないんですね。会社で正規雇用されてい

る人でも家族の中では主役だったり，地域の中で

活躍していたり，そういうような3つの縁がばら

ばらに動くことがありますが，男性の場合は連動

します。

ですので，その無縁状態の現れ方も，日本の男

性の場合は企業におけるポジションを軸に現れて

きます。いずれにしても3つの傘がしぼんでいけ

ば，その外で社会的に排除される人たちが増えて

いくというは，基本的な見取り図として間違いな

いだろうというふうに思います。そして，それが

世代を通じて連鎖していくというのが，格差の固

定化とか社会の二極化とかそういうふうに言われ

る問題で，これも既に起こっています。

そうしますと子どもたちの視点から見ると，傘

の中で育っていく子どもというのは，割と当たり

前に小学校から塾に通い，中高一貫校なりに行き，

当たり前のように大学に行き，当たり前のように

就職し，当たり前のように結婚し，当たり前のよ

うに子どもとをつくっていくので，傘の中しか知

らない。そして自分の周りにいた人たちはみんな

そういう人たちということになります。階層的に

固定化していきます。そうすると，「なんか世の

中，格差だ，貧困だと騒いでいるが，俺の一生に

そんな人，1人もいなかったよ。出会ったことあ

りませんけど」という話になるわけです。なので，

「マスコミが騒いでいるだけなんじゃないか」と

いった話になっていきます。

他方，傘の外の人たちは，高校の中退率が3割

とか5割というようなのが当たり前の空間で，ずっ

と小中高大と，大学へ行かない人も多いでしょう

が，生きていきますので，その人たちは傘の外の

世界しか知らないようになる。同窓生が全員正社

員の世界と，同窓生が全員フリーターの世界とい

うのが2つできて，それが本人たちにとっては生

まれてから当たり前だということになると，これ

はもうそれぞれの世界観が交わらなくなりますか

ら社会が分裂します。そういう意味で社会統合上

の大きな危機だというふうに考えるべきなのです

が，そのことを社会統合上の大きな危機だと考え

てくれる人が増えないと，そういう政策は打たれ

ないという関係にもあるので，そこがまた難しい

ところです。そういうふうにして，この間，日本

型福祉社会で想定していなかった人たちが，社会

的排除を受ける状態で，世の中に量として増え続
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けてきたというのが問題の背景としてあると思い

ます。先ほどの話を繰り返せば，その人たちの労

働市場の中におけるディーセント・ワーク，そし

て労働市場へのアクセス，そして労働市場だけに

限らない多様な居場所，参加を確保・保障してい

くということが社会的包摂の大きな課題というこ

とになるわけです。

では，日本の現状はどうかということを，最後

に話たいと思います。イギリスの10年の経験を

聞いた後で，何となく私もしゃべっていて申し訳

ない気がしてきますけれども，日本の社会的包摂

というのはまだ生まれたばかりの，よちよち歩き

の状態でございます。まずそもそも社会的包摂と

いうことの定義がはっきりしていません。定義が

はっきりしてないということはどういうことかと

いうと，まずどの政策が社会的包摂政策なのかと

いうことが決まっていません。

たとえばこの今回の2009年の政権交代で子ど

も手当というのがつくられました。あるいは公立

高校の授業料の無償化というのが行われました。

これは広い意味で社会的包摂政策だと思います。

思いますが，それは社会的包摂政策ですねと決め

る基準も主体もありません。なので，この日本の

国家予算は大体100兆円ぐらいありますが，この

100兆円ぐらいの中で何が社会的包摂政策で，何

がそうじゃないのか。この1年，2年，3年，4年，

5年の間に，そういう政策経費が増えたのか，減っ

たのか。そういうことを判断する基準がない。で

すので，あれもこれも包摂的な意味を持っている

よねといって，かなり頑張って拾い上げれば日本

の政策も結構な数がいくと思います。ですが，必

ずしもそうは言えないよねという目で見ればどん

どん削り落とされていくということです。なので，

「日本の政策に占める社会的包摂政策の割合とか

重要性というのはどれぐらいですか」ということ

を，私には聞かないでください。答えられません。

というか，誰も答えられないです。そういうよう

な状態です。

ですが，たとえば前の菅総理のときに新成長戦

略というのがつくられましたが，そこでは，男性

や女性や高齢者の就業率を上げるということが重

要な国家目標の1つとして設定されていました。

これは社会的包摂的なものです。あるいは，今，

日本再生戦略というのがつくられていて，この間，

中間は取りまとめというのが発表されました。こ

れは野田政権ですが，その中にも社会的包摂政策

の推進という言葉は，言葉としては入っています。

私の政府の中における重要な役割というか，活動

内容の1つは，あちこちへ行って，そういう言葉

を残していくという作業です。

たとえば震災後には復興構想会議というのがで

きました。それで6月末でしたが，復興構想会議

の報告書というのが出されました。その中にそう

した観点が重要だということを，ペーパーにして。

持って回るわけです。持って回って，「こういう

ことが必要なんだ」と，「今後の復興を考えるに

当たって社会的包摂という観点が重要だ。だから，

そういうふうに，考えくれないか」という話を一

生懸命に説いて回るわけです。

あるいは，今も依然として賑わせていますが，

「税と社会保障の一体改革」が行われています。

もともと2009年のころから北海道大学の宮本太

郎さんなんかが主張されて，その中にも「包摂」

という言葉入っていますけれども，そういう中に

もう少しより進めるような形でその言葉を入れる。

そのために議員や官僚の人たちや，決定権をより

多く持っている人たちに説いて回る。ある種の営

業ですね。そういうことを一生懸命やるというの

が，まずは1つの重要な作業だということになり

ます。「言葉だけ残っても一体そんなことに何の

意味があるんだ。言葉だけじゃ，しようがない」

と私も最初はそう思っていましたが，やっぱり入

ると入らないというのはいろいろな意味で違って

きます。そういうところに言葉として入っている

と，次の具体的に政策を立てるときのハードルが

下がるということに実際になります。そういうふ

うにして，いろいろなところでこの言葉を広めた

り，あるいはそういう発想の重要性というのを浸

透させていくというのが，今のような初期段階に
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おいては必要だし，避けられない。「社会的包摂，

何それ？」と言われたら，そこでおしまいになっ

ちゃいますから，そういうふうにしないことが必

要になってくるということなります。

それ以外で，もう少し具体的な話で言うと個別

の政策としては，先ほども話したようにたとえば

来年度，給付型の奨学金が文科省で話題になった

りしていますが，それらも広く言えば社会的包摂

の課題になるわけです。しかし，そこでそういう

ふうな形で取りまとめるというような機能が不十

分ですから，基本的に私たちの内閣官房社会的包

摂推進室が実際に予算をとって，具体的に対応す

る。そういうことをやっています。執行まではし

ないですけれども，企画するということをやって

います。

その一つが，一昨年からモデルプロジェクトと

して始めているパーソナル・サポート・サービス

です。また，社会的包摂推進室が出した緊急政策

提言の中に3つの課題を挙げてあります。1つは

調査。2つ目が，今話したパーソナル・サポート・

サービスのモデルプロジェクト。そして3番目が，

ワンストップ相談支援事業というものです。

個々の具体的な話を分け入っていくとこれも時

間がかかってしまいますが，考え方だけ確認して

いくと，先ほど話したように日本型福祉国家で想

定していなかったいろいろな人たちが，社会的排

除を受けるような状態になっています。その中に

はたとえばホームレス状態の人がいます。DVの

被害者がいます。若年の非正規労働者がいます。

障害手帳を持ってない障害者の人たち，高校中退

のリスクにさらされている若者がいますというふ

うになるわけです。この人たちの共通点は何かと

いうと，先ほど話したように従来の制度に乗っか

らないということです。日本型福祉社会のモデル，

あるいはレジームで対応されないということがこ

の人たちの共通点なのです。

そして，その中でもいわばホームレスというの

は，その大きなくくりの中での1つのサブグルー

プということです。DV被害者もそうです。そう

いった個々にたくさんのカテゴリーが生まれてい

る。私は，ホームレス支援をやってきましたから

よく分かりますが，ホームレス支援分野は，その

中でホームレス支援対策というのを立法化もして

つくり上げていくということに，この10年力を

注いでいきました。ホームレスの自立の支援法が

できたのが2002年。来年で10年。これは10年の

時限立法ですから，10年目を迎えます。たとえ

ば隣を見るとDVの防止法があります。これは

2001年に最初の法律ができました。つまり去年

で，ちょうど10年。自殺対策はもうちょっと新

しいですが，基本法はできたのが2006年。今年

が6年目ということになります。

つまり，いろいろな分野がそれぞれのカテゴリー

を課題として主張して社会問題化して，そして立

法なり対策なりをある程度引き出してきているわ

けです。じゃあ，この一つ一つがたとえば高齢で

あるとか，あるいは障害であるとかのように，相

対的に確立している社会保障分野に，今後着々と

発展していくかというと私は少なくとも短期的に

は難しいだろうと思っています。だとすると，そ

の全体をくくる，カバーする考え方は，先ほども

話したように，言ってみれば制度に乗らない人た

ちという大くくりですから，その制度に乗らない

人たちのための制度。言っていて矛盾しています

が，そういうものを考える必要があるのではない

かということになります。それをまず取っかかり

として相談支援的な領域からやっているというこ

とです。これは行政内的にも，あるいは民間団体

においても両方とも，今までのセクション，ある

いはセクショナリズムを越えた対応というのを求

められます。私，行政の縦割りというのをよく批

判してきましたが，民間団体も立派に縦割りです。

ですので，同じ地域で活動していても分野が違う

と会ったこともない，話したこともない，誰がやっ

ているのか知らないというようなことが，まあ当

たり前のようにあります。

1つだけ例を挙げると，私はホームレス支援分

野でやってきましたが，ホームレス分野では，住

居，ハウジングの問題が非常に重要です。シェル

ター，そうした駆け込める場所が全国に欲しいと

いうことを主張してきました。実はDV被害者支

援の人たちも同じことを主張してきました。夫や
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恋人の暴力から，命からがら着の身着のままで逃

げてきて，とりあえず落ち着く場所。そういう場

所がないと次の生活のステップがどう考えたって

描けないだろう。自殺対策の人たちも同じことを

言っています。いわゆる全国に自殺の名所と言わ

れている場所が何カ所かあります。そういうとこ

ろには他県から人が，言ってみれば死に場所を探

して来るわけです。そこで多くの場合，保護され

たりします。そのときにどうするか。家に帰るの

か，ここで暮らしていくのか，どうやって生活を

立てていくのか，とりあえず落ち着いて考えられ

るような場というのが必要となります。

ホームレス支援分野もDV分野も自殺対策分野

も，いずれもそうした駆け込み的なシェルターの

必要性というのを訴えてきました。しかし，その

3つの団体が，ある地域で行政に共同で何か申し

入れをしたことがあるか，あるいはシンポジウム

を開いたことがあるか，あるいは中央の政府に何

か共同で取り組んだことがあるか。たぶんないと

思います。つまり民間の団体も立派に縦割りなん

ですね。

そういう中では，その社会的包摂の大きなテー

マである，制度に乗らない人たちの制度というよ

うな発想が，やっている人たちにも定着していか

ないし，そのやっている人たちから呼びかけられ

た一般の社会の人たちは，ますます分かりません。

何を言っても，私が言っているのはホームレス問

題だと思われてしまう。DVの人たちが言ってい

ると，「これはDV問題だ」というふうに受け止

められてしまいます。それぞれ実は大きく共通の

ベースがあるんですけれども，そのベースについ

ては本人たちも聞いている側も目が向かない。共

同，協力が進まないということになりかねないと

いうか，なってきたんですよね。

その状態を次のステップに進めていくために，

多分野連携型の取り組みというのを促す仕掛けや

ツールを政策として打っていくということを考え

ています。パーソナル・サポート・サービスや先

ほどワンストップ支援事業というのは，そういう

ための仕掛けの1つだということになります。予

算規模は両方合わせても60億円です。つまり，

さっき来る途中に計算していたんですけれども，

日本の国家財政全体100兆円ですから，1万6,000

分の1ぐらいということになります。ですので，

この私たちが持っているお金というのは，国家予

算全体の中では非常に微々たるものです。もちろ

ん先ほども話したように，広く取れば社会的包摂

政策に入れられるものはほかにもたくさんありま

すけれども，その曖昧さも含めて，まだ私たちの

社会はスタートラインに立ったばかりだと言える

のではないかと思います。

ただし，ゴールは見えていると言ったら変です

けど，今後ますますそうした観点，より多くの人

が社会参加できる条件づくりが欠かせないと思い

ます。特に生産年齢人口が急速に減っていくこれ

からの日本において，1人でも多くの担い手をつ

くっていくということが，社会の持続可能性のた

めに必要不可欠ではあるということ自体は動かな

いと思う。なので，短期的には一歩進んで二歩下

がったりするんですけど，少しずつ全体として進

めていくことが重要ではないかと思います。

（ゆあさ・まこと 元内閣官房社会包摂推進室長

元内閣府参与）
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（阿部）午前中にはデイヴィッド・ゴードン先

生と湯浅 誠さんから，日本の現状，それからイ

ギリスの経験ということで非常に貴重なお話を聴

かせていただきました。しかし，皆さまも私とた

ぶん同じような心境にあるのではないかと思いま

すが，でも一体，具体的に何をすればいいの，こ

れから私たちは一体どのような方向で向かってい

けばいいのということについて，もっと詳しく話

を聞きたいというふうに思っていらっしゃるので

はないかと思います。

今日は，日本とイギリスを代表する貧困・社会

的排除の専門家の方々をお招きして，パネル・ディ

スカッションを企画しております。本当にここに

いらっしゃる方々はこれからの日本の政策を引っ

張っていく方々ですし，またイギリスの側でもこ

の方々は，これからのイギリスの社会政策でこれ

まで以上にやはり非常に影響していくと思います。

ですので，ここで話されることは，本当に現実に

その方向に持っていくことも可能なのではないか

という期待も込めて，この2時間のディスカッショ

ンを行いたいと思います。

後半では，皆さまのフロアからも質問をどんど

ん出していただければと思います。皆さん方とパ

ネリスト方々との間のディスコースの中で，もし

かしたら新しいアイデアや方向性というものも生

まれるかもしれません。ですので，よろしくお願

いしたいと思います。

では，最初に5人のパネリストの方々から，そ

れぞれ5分間ほど，湯浅さんとデイヴィット・ゴー

ドン先生の基調講演に対するコメントをいただき

たいと思います。

まずお話しいただきたいのがもうご紹介する必

要もないかと思いますが，同志社大学の橘木俊詔

先生でいらっしゃいます。橘木先生は日本の格差

ということについて，いち早く警報を鳴らしてく

ださった方です。それから一貫して，日本の社会

政策に関して，いろいろな視点での問題提起を行っ

てこられました。その橘木先生のお立場からお二

人にコメントをお願いしたいと思います。それで

は，橘木先生，よろしくお願いいたします。

（橘木）はい，分かりました。5分しかござい
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ませんので，すぐに早速コメントと質問に入らせ

ていただきます。一番目の質問はデイヴィッド・

ゴードンさんにしたいのです。私が一番いいグラフだ

なと思ったのは，皆さん，お手元にレジュメをお持

ちだと思いますが，8ページの表（本特集6ページ）

です。8ページのLow-incomehouseholdです。

これが非常に私にとっては分かりやすい表です。

格差や貧困や低所得というのは，もう政治の世界

と密接に結びついているということを如実に語っ

ているんですよ。

これを見ますと，まずサッチャーさんの保守政

権のときにサッチャーさんがどういう政策をやっ

たかというと，皆さんもご存じのようにいわゆる

経済競争促進，それから規制緩和，福祉削減。

「福祉なんかをやると人間は怠惰になるんだ」と

言い放って，新自由主義に基づく政策をやって，

サッチャーさんの在任中に，いわゆる低所得者の

Householdの比率が10％から25％に上がったと

いう大変な貧困社会になっている。これはまさに

政治の世界がこういう効果をもたらしたという，

もう格好の材料だと思うんですよね。サッチャー

さんの後にメージャーさんがいて，これも保守党

でした。そしてその後ブレアさんが労働党で少し

Low-incomeの人たちが減って，ゴードン・ブラ

ウンになり，そしてまた政権が替わってキャメロ

ン氏の保守政党になりましたよね。

私の質問は端的な質問です。保守党の政権になっ

たら，またサッチャーさんの世界に戻るのか，戻

らないのかということをお聞きしたい。ブレアさ

んの労働党の政権になって，元のサッチャーさん

に戻らなかったのは，皆さんもご存じのように彼

は「第三の道」と言って，古い労働党の政策では

なくて，新自由主義のいいところも取り入れると

いう「第三の道」をやったので，サッチャーさん

のときほどではなくて，Low-incomeグループの

人たちが減ったのは多少減ったというのにすぎな

いという解釈はできると思うんですよね。そうい

う意味で政治の世界と貧困なんかの関係がこのよ

うに如実に出てくると，繰り返しになりますが，

今回のように保守党政権になったら元に戻るとい

う予想が可能かどうかということをお聞きしたい。

私のような外人でもイギリスの首相の名前は連

続して言えるんですよ。サッチャー，それからメー

ジャー，ブレア，ゴードン，それからキャメロン

ですか。それに関して日本を思い出しますと，日

本の首相は，毎年，毎年替わっております。もう

非常に情けない状態になっておりまして，日本の

政治は一体どうなるか。もう混沌として何も期待

できないという状態にいると言ってもいいと思う

んです。

でも，自民党から民主党に替わったときに多少

の変化はあった。例えば1つ言えば，湯浅さんな

んかが努力されて，日本の貧困率というのを出せ

というようなことを言われた。今まで自民党の政

権では，日本の貧困率というのは公式統計ではな

かったのですが，民主党の政権になってから，貧

困率が15.4か15.7％だということを政府が認め

て公表しましたので，そういう意味での変革はあっ

た。そして彼が言われたように子ども手当や学校

無償化とか，いろいろな形で政策の変化は多少あっ

たけれども，イギリスほどの変化はないというよ

うな解釈ができるのではないかと思うんです。そ

ういう意味で，私はこの表を見て，政治との関係

を非常に如実に物語っているということだったの

で，お聞きしたいというのが第1点。

それと第2点は湯浅さんにお聞きしたい質問な

わけですが，今，世界で何が起こっているかとい

うと，皆さん，ご存じのようにアメリカでいわゆ

るオキュパイ・ウォールストリートという運動が

起きて，アメリカの1％の高所得者が99％の貧困

者を搾取しているというわけで，格差拡大を批判

してアメリカの若者が立ち上がったんですよね。

そしてアメリカの若者が立ち上がって，アメリカ

から全世界にこういう格差を排除する運動をやろ

うといって，世界各国でライオット（Riot）が

起きました。デイヴッド・ゴードンさんの発表で

も，ロンドンやいろいろな町での若者のいわゆる

抵抗運動が起きたのが報告されましたよね。

日本もそれをやろうという示唆をアメリカあた

りから受けたけれども，日本では声はかかったけ

ど，ほとんど抵抗運動がなかった。これは，私，

なぜかなと。日本だってもう貧困社会になってい
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るし，格差社会になっているのに，何で日本の若

者がこんなに大人しいのだろうかというのを不思

議に思っていました。考えてみれば，日本は少子

化で子どもの数が1人，2人で，非常に少ない。

もう親は自分の子どもがかわいいから，よりかわ

いがるということをやって，抵抗運動なんかやる

と就職がみつからないというようなことで恐れて，

そういう抵抗運動をやってないかもしれないとい

うようなことを感じた。親がサポートしてくれる

から，社会が悪いんだと言って騒ぐ必要がないと

いうふうに若者が判断したかもしれない。

このような解釈をしているんですが，湯浅さん

から見られて，なぜあのときに日本の若者が立ち

上がらなかったのか。実践運動をされている方か

らの解釈をお聞きしたいというのが私の質問であ

ります。もう5分過ぎましたので，このぐらい

で終えておきます。

（阿部）ありがとうございました，橘木先生。

この2つの質問は後ほど返るとして，次，駒村先

生にお話しいただきたいと思います。慶應大学の

駒村康平先生は，社会保障制度・労働政策の全て

の分野について，全て知っているということで，

いつも感銘させられている先生でございます。政

府の社会保障審議会等のいろいろなメンバーにも

なって，いろいろな助言を行っていらっしゃいま

す。それでは，駒村先生，5分ほどでよろしくお

願いいたします。

（駒村）今までお二人のお話でありましたよう

に日本の社会というのは端的に言うと，1960年

代から90年代までにかけては，夫が仕事で，妻

は暮らしのほうを支えるという，仕事と暮らしの

分業というような社会になっていた。これは，一

定以上の世代から見れば非常に麗しき時代だった

のかもしれません。これを支えたのが日本の特徴

のある日本型雇用システムでした。システムの中

で，職，収入，それから住居までが保障されてい

たというものであります。それと非常に整合性が

あるように専業主婦という生き方が可能になって

いく。社会保障の制度もこういう正社員の人を前

提にした仕組みになっていた。教育制度もそうい

うことを前提に，学校から職業へスムーズに移行

できるようにしていた。

また，歴史を振り返ると日本は自然災害の多い

国なのですが，図1で示すように1960年から阪神

神戸大震災までは，1千人以上の死者を出すよう

な災害がほとんどなかった。1960年から90年中

半までは日本の自然環境も非常に安定し，よい時

代だったわけです。高い経済成長もあり，貧困と

いう問題は極めて限定的になっていた。

しかし，90年代以降の停滞は再び貧困問題を

大きくしている。図2はおおむね20年刻みで経済

成長の平均値を見ているものですが，60年代，

70年代，80年代，90年代以降と見ていくと経済

成長の平均値は20年刻みで半分以下になってい

く。

貧困へ目を向けますと，図3が生活保護の被保

護者数の推移受給者です。戦後間もないころは非

常に多かったわけですけれども，これも90年代

中半まで多少の変動はありますけれども，受給者

数は傾向的には減少してくるという時代であった。

しかし，90年代半ば以降，反転し，どんどん増

加していって，2011年夏には戦後最大にまで上

がってきています。日本は90年代中半を境に大

きく日本の環境は変わった。短期間で急激に日本

の社会経済の仕組みが変わっていき，それに社会

保障制度がついてこられなくなっている。

私は2つの対照的な世代に着目したいと思いま

す。団塊の世代と団塊ジュニアの世代です。戦後

直後に生まれた団塊の世代は非常に人数が多いわ

けです。この方たちが若い時代に過ごしたころは，

先ほど申し上げたような非常に恵まれた日本社会

が安定した麗しい時代だったわけです。その次の

世代，その子どもたちの世代は，雇用も社会保障

も極めて不安定な社会を過ごしている。

図4は，大学を卒業しても，いわゆる就職先，

進路が不明だった学生が90年代前半から非常に

増えていっている状況を示しています。この多く

が非正規労働者になっている。学校から職場への

架け橋，教育と雇用システムがそれぞれ課題を持っ
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ている。その結果，働きながらも世帯の収入が生

活保護の水準よりも低いいわゆるワーキングプア

が，特に若い世代を中心に急激に増えていく。

こういった人たちは未婚率も高い。図5で示し

ているように，世帯構造が大きく変化している。

日本は既に1人で暮らしている方が一番多くなっ

ているわけですけれども，将来さらにそれが増え

ていき，4割近い方が1人で暮らしていく。団塊

世代と団塊ジュニア世代以降の世代のでは全く異

なる社会を過ごし，価値観もかなり異なる。

このようなこの20年の日本社会の大きな変化

を踏まえて，まずゴードンさんに質問をさせてい

ただきたいと思います。まず日本はこの社会経済

の仕組みが短期間で，わずか20年間で大きく変

わってきたという，短期間での大きな構造変化を

経験しているわけですけれども，イギリスにも同

様な短期間での大きな社会構造変化があったのか，

あったとするとそれにどのように対応したのか？

次に貧困が再び拡大するなかで，どのように社

会的包摂を行うのか湯浅さんとゴードンさん，お

二人にお聞きしたい。財政が厳しい中で日本の福

祉分野の公務員の数というのは非常に人数が減っ

ていて，絞り込まれていき，しかも経験，スキル

がないという状態になって，予算も不安定だとい

うことであります。社会的包摂を行政で担うこと

はとても難しい。ここで民間の力を借りるわけで

すけれども，民間の役割，非営利役割と公的分野

をどういうふうに役割分担し，連携せればいいの

か。以上，私の質問は2点させていただきます。

ありがとうございます。

（阿部）ありがとうございます。それでは最後

に岩田正美先生にお願いしたいと思います。岩田

正美先生は日本女子大学の教授でいらっしゃいま

すし，もちろんここにいらっしゃる方は皆さんご

存じかと思いますけれども，私が貧困は研究者と

して一番尊敬している先生でもいらっしゃいます。

長い間ホームレスのご研究をなさり，その後は貧
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駒村スライド1 自然災害による死者・行方不明者数の推移。例外的に自然災害の少ない時期：1960-1990年

出典：「平成21年防災白書」

http://www.bousai.go.jp/hakusho/h21/bousai2009/html/zuhyo/zuhyo002.htm
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駒村スライド3 被保護世帯数，被保護人員，保護率の年次推移

資料：福祉行政報告例より保護課にて作成

駒村スライド2 経済成長の長期動向

出典：「内閣府SNA」より作成



困者・公的扶助に関して多くの提言をなさってお

られます。それでは，岩田先生，よろしくお願い

いたします。

（岩田）岩田と申します。よろしくお願いいた

します。一応スライドを用意してあるのですけれ

ども，これは後で見ていただくことにして，ゴー

ドン先生と湯浅さんのお話に対して，2つほどコ

メントをしてみたいと思います。

1つは，ゴードン先生は，日本の人口のトレン

ドがもう非常に危ない時を，もしかすると越えて

しまったかもしれないという危機的な中で，人口
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駒村スライド4 学校から就職の掛け橋の劣化出典：日本学術会議「大学と職業の接続のあり方について」

資料：福祉行政報告例より保護課にて作成

駒村スライド5 世帯構成の変化単身世帯が多数派に。家族機能の低下

資料：国立社会保障人口問題研究所「日本の世帯数将来推計より「作成」
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の増大をするためにワーク・ライフ・バランス，

あるいは子どもへの手厚い保障で，例えばイギリ

スのシュア・スタートというようなものが成功し

たことを，われわれへの示唆としてお話いただい

たわけです。しかし，駒村先生のお話にもあった

ように，日本の場合，子どもへの保障の前に，結

婚できない男女が増えており，しかもその結婚で

きない男女は就労も不安定であるというような傾

向が，いろいろな調査で明らかになっているわけ

ですね。そうすると，そのワーク・ライフ・バラ

ンスや子どもへのさまざまな保障と同時に，ある

いはその前にといいますか，若い男女の結婚でき

るまでの保障，あるいは，もうちょっと言います

と，学校から社会人に入っていくときのスタート

保障を，子どもへの保障と二重路線でやっていか

ないと日本はもう間に合わないのではないか。

日本の場合は労働市場が，非常にフレキシブル

になったわけですけれども，しかし依然，新卒市

場中心という矛盾がある。転職や再就職が非常に

難しい社会。つまり，やり直しができない社会で

あるわけですね。この矛盾を変えながら，大人に

なった男女が社会で何回もやり直しができる保障

の仕組みは，どうやってつくっていくか。これは

日本にとって第一課題であると思います。それと

同時に，子どもや子どもを持つ可能性のある家族

への保障というのが，同時並行して行われないと

もう間に合わないというような感じがしておりま

す。

それから2点目は，湯浅さんのお話の社会的包

摂政策の仕切りの問題です。私は湯浅さんのお話

はもうちょっとパーソナル・サポート・サービス

に行くだろうと予想していたんですけれども，大

変正直に包摂政策の間仕切りがとても難しいとい

うお話をされまして，なるほどと思ったんですね。

これは当然のことです。湯浅さんがおっしゃった

ように，排除された人々は，日本型福祉社会の枠

から外れた人ですから，これを包摂するというこ

とになりますと，基本的には日本型福祉国家のか

なり大幅な組み替えが必要なわけですね。そうし

ますと，それは当然普通の政策に反映されざるを

得ないので，どれもが包摂政策だということになっ

てしまうと思うのです。そうすると，なぜ包摂室

を作ったのか，そこでなにをやるかということを

決めていくのが大変なことになる。

これは，イギリスの先生方に私が間違っていれ

ば後から修正をして補足していただきたいのです

が，私が知っている限りで言いますと，イギリス

のブレア政権がスタートさせたSocialExclusion

Unitが行ったのは，ターゲット目標を毎年変え

ながら実施していくような型のプログラムです。

たぶん最初の年が野宿者対策，その次は学校から

のドロップアウト，そして次は精神障害の人だっ

たか，何かそういうふうにターゲットを決めてや

られたように思います。たぶんその後，EU全体

での共通課題を列挙してやっていくようになった

のではないかと思います。つまり，後で変わって

いったかもしれませんが，socialexclusionunit

のやり方は，ターゲットを決めて，これに対する

良い実践例（GoodPractice）を収集し，広めて

いくようなやり方ですね。今パーソナル・サポー

ト・サービスもそうだと思うんですが，いろいろ

各地でやられているサービスのよい例を挙げて真

似していくというんですか，そういうようなやり

方であったのではないかと思います。それが成功

したのか，失敗したのか。野宿者政策については

かなり批判があったということを私は聞いていま

すけれども。

それで時間もありませんが，用意してきた「多

重セーフティネット」のスライド（岩田スライド
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1）を見ていただきたいと思います。これは，リー

マンショックなどに前後して可視化された，若い

人々も含むワーキングプアへの対応としてだされ

た緊急雇用対策を，既存の二つの制度，社会保険

〔雇用保険〕と生活保護の間に挟み込んで，セー

フティネットを分厚いものにする，という概念図

です。これは提示する省庁で微妙に違うようです

が，ご存じのように真ん中の第2のセーフティネッ

トとしては，求職者支援法がこの10月にスター

トしています。また，これにまだ臨時措置にすぎ

ない住宅手当がつくというような構図になってい

ます。これは，2008年以降急激に増えている最

後のセーフティネットの手前で食い止めたい，と

いうことだろうと思います。

この中で，パーソナル・サポート・サービスも

かなり期待されている。しかし現実にはまだ非常

に限定的なモデル事業制度なので，何が出来るか，

よくわかっていない。そうすると，結局，確かな

制度は生活保護制度しかないということになる。

さらに，日本では生活保護も就職支援をやってい

るんですね。生活保護は一般扶助で，働いている

人，働ける人もむろん拒みませんから。そうする

と，これは多層セーフティネットになっていなく

て，並行している（岩田スライド2）。しかも，

簡単に生活保護に入れているわけじゃありません

から，多くの人はまだ取り残されているという構

図がおそらく現実だろうと思います。

一言だけ申し上げておきますと，パーソナル・

サポート・サービスというのは非常に大事な考え

方だと私は思うんですけれども，2つの問題があ

ります。1つは，そのサービスの提供者が一体ど

この機関に所属するかということです。これはさっ

きちょっと話があったと思いますが，縦割りの制

度をつなぐのですけども，どこに帰属するかによっ

て非常にその働きが変わってきます。これは社会

福祉の中で今までいろいろな失敗があります。

それからもう1つは，こういうサポートサービ

スというのは，利用できる資源が豊かでないとやっ

ぱり機能しないわけですね。とりわけ支援団体が

非常に強く主張していた住宅手当とパーソナル・

サポート・サービスの2本立てのうち，住宅手当

がかすんでいるのでないかと。求職者に限定しな

い低所得層全体へ住宅手当を広げることが，ゴー

ドン先生のおっしゃったような安心して子どもを

産み育てる若い世代をサポートしていくことに寄

与するような政策方向なのではないかと思います。

以上です

（阿部）ありがとうございます。それでは次に

ジョナサン・ブラッドショー先生にお願いしたい

と思います。ジョナサン・ブラッドショー先生は，

OECDやEU，ユニセフなど本当のたくさんの国

際機関，またはもちろんイギリス政府のほうでも

アドバイザーやコンサルタントとして，子どもの

貧困をはじめとしてさまざまな社会政策に助言を

いただいている方です。ここにお呼びできたのは

非常に光栄に思っております。それでは，ジョナ

サン先生，お願いします。
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岩田スライド1 多層セーフティネットの提案（理想）

岩田スライド2 多重セーフティネットの現実
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（ブラッドショー）本日のシンポジウムは，「イ

ギリスの経験，日本の希望」ということ，あるい

は英語のタイトルであると「イギリスの教訓」と

なっているんです。（イギリスの状況がよくない

ので）どうしてこんなタイトルがついているのか，

私も分からないですが，ただイギリスからも教訓

を学ぶことができるということは言えると思いま

す。

多くの意味で日本は尊敬するべき福祉国家政策

を取ってきました。お互いに学び合うことがある

と思います。例えば日本の介護保険制度からイギ

リスは学ぶことができると思います。また若年失

業率がなぜ日本では低いまま維持できているのか，

また医療保険制度どうやって充実しているのか，

なぜ日本人は健康なのかということを学ぶことが

できると思います。歴史の異なる，文化の異なる

国同士で学び合うことはたくさんあると思います。

我々（イギリス）は，アメリカを，いろいろと何

十年間も参考にしてきたんですけれども，参考に

するたびに過ちを犯してきました。（日本がイギ

リスから学べるかとう点については），昔はイギ

リスから教訓を学ぶことができたとしても，今は

状況が変わっておりまして，イギリスの状況はど

んどんと悪化してしまっていますので，参考にで

きるところは残念ながらならなくなってしまって

います。

でも，既にゴードン先生がカバーした点にはなっ

てしまうのですけれども，私は子どもの貧困にフォー

カスしたいと思います。なぜならば，日本の子ど

もの貧困率は上昇しており，またイギリスの子ど

も貧困率は最近までは下落していました。日本の

子ども貧困率のほうがイギリスの子ども貧困率よ

りも高いのです。ですから，もし何か参考になる

分野がイギリスにあるとしたならば，子ども貧困

対策ではないかと思ったので，このテーマを選ん

だのです。

次のスライド（ブラッドショー1）は，サッチャー
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ブラッドショースライド1 子どもの貧困率は減った・・・が、続かなかった。



政権時代の結果，子ども貧困率がどうなったかと

いうことを示しておりまして，サッチャー政権時

代は3倍増になってしまったのです。かつて10％

強だったのが，3人のうち1人の子どもが貧困世

帯であって，中央値の60％未満の所得の家庭で

育っていた。ゴードン教授が示したとおり，トニー・

ブレアは子どもの貧困を撲滅させるということで

戦略を発表しました。その戦略の一環として，経

済を管理することによって物価上昇を低く抑えて，

雇用を増加させるのだということを言って，これ

が最も重要な措置だったんです。そのことで子ど

も貧困率は下がったんです，実際に親が職を得る

ことによって。これと関連して，労働市場におい

て雇用を獲得することを支援するということ，そ

れによって，母子家庭・父子家庭の労働市場参加

率が上昇いたしました。

もう1つは，子ども手当を増額し，そのための

拠出金を増やし，また低所得労働者の賃金に関し

ては国が補助金を出す措置を取りました。また失

業者に対する手当を増やしました。ただ，これら

の措置は，子ども貧困率を引き下げるには至りま

せんでした。なぜならば所得を貧困線以上に引き

上げるだけの十分な予算が投与されなかったから

です。でも，いずれにしても保健分野，医療分野，

教育分野，またもっと最近におきましては子ども

の手当に関するサービスに関する財政支出が増え
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ブラッドショースライド2 OECD諸国の子どもの貧困率（貧困線は中央値50％）2008/9年値

出所：UNICEFInnocentiReportCard10
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ました。これらに加え，子どもに関する制度が大

幅に変わりまして，子ども担当の大臣を設立いた

しました。2010年におきましては子ども貧困防

止法が制定され，法律として子ども貧困率に関し

ての目標が設定されました。

その結果どうなったかというのが次のスライド

でありまして，実際に子ども貧困率が全ての尺度

において減りました。一番上の線が貧困率であり

まして，メディアンの60％未満の児童貧困率で

す。2010年までに4分の1以下にするというとこ

ろまでは行かなかったんですけれども，減るには

減りました。ゴードン・ブラウン政権でさらに下

落いたしました。横ばいの後，ブラウン政権下で

減少しました。点線は，最終的にその目標を

2020年までに達成するために，どういう線を経

なくてはならないかということを示しております。

次のスライドは，新しいデータでありまして，

まだ公表されていません。ユニセフが発表する次

のレポート・カードに含まれるはずです。近いう

ちに，ユニセフによって公表される予定です。図

は，貧困家庭で育っている子どもの割合です（貧

困の定義は，中央値の50％未満です）。2008年

の数字がほとんどですけれども，日本は阿部先生

がデータを提供しており，2009年のデータになっ
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ブラッドショースライド3 日本では政府移転によって子どもの貧困率が上昇する

出所：UNICEFInnocentiReportCard10



ております。こちらで示すとおり，日本は貧困率

の順位では下のほうであります。つまり子ども貧

困率がかなり高いということです。しかも，イギ

リスよりも日本のほうがかなり高い。

次が重要なスライドですけれども，ここで私の

主たるメッセージがあります。先進国における子

ども貧困率は何が原因か。それは社会政策であり

ます。こちらのスライドが示しております事実は，

もし社会政策が不在であったとしたならば，どう

いう貧困率になっていたかということ，また福祉

国家として手当を提供した後に子ども貧困率はど

うなったかということです。一番下にアイルラン

ドがありますが，全く社会保障給付や手当をなく

したとしたならば子どもの貧困率が最高となって

しまうけれども，福祉国家的な政策を取ることに

よって，下の棒が示すとおり実際の子ども貧困率

は低く抑え込まれているということです。

イギリスは，ブレア政権が実行した措置ゆえ，

今は子どもの貧困に対して最も大きな成功を収め

ている国の1つとなっております。子どもの貧困

率は社会政策によって抑え込まれています。

でも，一番上のほうにある日本を見てください。

これは新しい子ども手当に児童手当から変えると

いうことの影響なのでしょうか。子ども手当で状

況が変わることを願いますが，このグラフの時点

では，むしろ福祉国家が子どもの貧困率を高くし

ている。つまり，それだけ負担をかけてしまうと

いうことです。日本とギリシャしか，この逆転し

ている国はないのです。ですので，ここから学べ

る教訓があるのではないでしょうか。この証拠か

ら参考になる事実があるのではないでしょうか。

やはり子ども手当で，子どもを持つ世帯に提供す

る手当に関しては，もう設計をそもそも日本では

変えなくてはならないということは，これが物語っ

ているのではないでしょうか。

そして最後のスライドですけれども，全部，イ

ギリス我が国においては非常に悪化しているとい

うことを示しております。景気後退と新たな連立

政権ゆえに事が悪化している。戦略目標としまし

て，2013年までに財政赤字を800億ポンド減ら

すという目標をうたっていまして，そのために増

税を実施するのだということです。25％は増税

で，また手当と制度をカット，歳出をカットする

ことによって75％を達成するということになっ

ております。公的部門に関して失業率が高くなっ

ておりまして，これは非常に逆進性の強いパッケー

ジとなっております。

明らかにこの措置の結果，犠牲になるのが子ど

もであるということが明瞭であります。この戦略

の犠牲になるのは子どもたちであります。例えば

年金受給者よりも，ひどく犠牲になるのが子ども

です。年金受給者よりも，子どもたちのほうが犠

牲になってしまうというような政権になってしまっ

ております。子ども貧困率は今後イギリスでは再

び上昇し始めてしまうでありましょう。失業率は

300万人になります。オリンピック開催時，ロン

ドンで開催されるのが7月ですけれども，その

ころにはその人数になってしまう。若者はもう

100万人が失業しておりますので，オリンピック

開催時におきましては，若者たちは暴動を絶対に

やると思われます。

議論としまして争点が人々の行動に行っており

まして，措置を取るよりも貧困の定義を変えよと

いう方向に政府の議論が向いてしまっております。

若年層に対する手当を充実化させるということは

言っておりません。ですので，全く今の政権から

は学ぶべき点はなしです。どうもありがとうござ

いました。

（パンタジス）私のほうからは，コメント，ま

た質問を申し上げたいと思います。

イギリスと日本の違いについて申し上げれば，

おそらくこの社会的排除についての議論を巡って，

そして社会的包摂の政策の中においては，労働政

策との関係だと思います。新しい労働党の労働政

策。そして申し上げることができるとすれば，労

働活性化政策（アクティベーション政策）につき

ましては先の労働党政権におきましてブレア政権，

そしてゴードン・ブラウン首相のもとでの政策に

おいては，労働市場への参画が最も貧困から抜け

出す道だという仮定がありました。すなわち貧困

から飛び出すには仕事を得ることだということで
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あります。仕事を得ることで社会的包摂ができる。

そして社会的なネットワークの参加をすることが

できるようになります。

したがって，さまざまなグループに対しての政

策において，例えば長期失業者，とりわけ若い世

代。ゴードン・ブラウン政権のもとにおきまして

社会給付をずっともらい続けることはできない

（6か月）。ボランタリー活動や，また見習い就労

に就くように要請をされるということがありまし

た。女性に対する政策もあります。また片親に対

する政策も提供されたわけであります。

こういった政策が提起されたのは，例えば，デ

ンマークやスウェーデンにおいては，子どもの貧

困率について，女性が仕事をすることによる効果

は非常に低いということがあったわけです。しか

し，イギリスの実態を見てみますと，有償労働は

それぞれの個人にとりまして，また家族にとりま

して貧困から抜け出す手段となりました。貧困の

リスクは，家庭の中で2人の有償労働者がある場

合には，非常に低いということが分かっています。

このような労働積極化政策，活性化政策は，万全

ではありません。幾つかの問題も抱えております。

例えば有償労働に就けないような人たち，障害を

持っているような人たちに対して適応されていな

いということがあります。

また就労している人の貧困（ワーキング・プア）

という問題も大きな問題となりつつあります。家

庭の中において誰からが仕事を持っていたとして

も貧困状況にあるということです。そして3つ目

の問題として指摘をしなければならないのは，

（これらの政策が）有償労働を強調しているとい

うことです。社会的包摂のための主要な道筋とし

て有償労働を強調するということがあります。

（その弊害として，）例えば長時間労働（がありま

す）。特にこれは日本においては大きな問題になっ

ていると思います。長時間労働の中で子育てをし

なければならないといった条件がある場合には，

多くの女性に悪影響を与えています。とりわけ社

会参加が制限され，そして孤立度が高まってしま

います。この点は非常に重要な側面として社会排

除の観点から見ていかなければなりません。しか

しながら，政策議論の中では，有償労働のみに目

を向けられていてこの点が軽視されがちです。

まずデイヴィッドさんに質問ですけれども，連

立政権が2010年に成立してから，こういった労

働政策・市場政策が強化されています。例えば小

さな子どもを持つ女性の労働参加，そして障害を

持つ人たちの労働参加が，強要されている。こう

いった政策は社会的包摂を促進させるのでしょう

か。

湯浅さんにも質問があります。優先度というこ

とでありますが，議論の中で有償労働の中の貧困

問題（ワーキング・プア問題）をご指摘されまし

た。日本では，どの程度，労働政策の中におきま

して，社会排除の観点から社会的包摂の政策とし

て，有償労働が着目されているかという点です。

参加と孤立という議論もしていただきました。重

要な点だと思うのですけれども，より重要な質問

もさせていただきたいと思います。どのようにす

ればもっと包摂的な形で，有償報酬，そしてその

労働条件が改善されるか。例えば長時間労働が日

本では蔓延しておりますけれども，その点につい

てはいかがでしょうか。

（ゴードン）ありがとうございます。著名なパ

ネリストの皆さまから洞察に満ちた，かつ極めて

難しい質問をいただきまして御礼を申し上げます。

最善を尽くして幾つか回答させていただきます。

最初の質問は，貧困政策と政権について，今の

保守党連立政権が再びサッチャーリズムに回帰し

てしまうかという点であります。イギリスの経験

から明らかと思いますけれども，社会政策と貧困

率には高い相関関係があります。多くのジャーナ

リスト，あるいは一部のエコノミストは，近代社

会で政府ができることには限界がある，国際的な

市場の力があるし，グローバル化が進んでいるか

ら結局，政策が達成できる効果は限定的であると

いうことが言われております。でも，政策の変更

は急速に貧困を引き上げてしまうこともあるけれ

ども，削減することもあるということは明らかで

あります。排除を増やすことも可能。けれども，

包摂を増やすことも可能であるということ。です
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ので，社会政策は極めて重要だと私は思います。

果たして，現政権が以前の保守党政権のサッチャー

政権下の政策に回帰するかということは，回答は

曖昧です。イエスでもあり，ノーでもあります。

サッチャー首相は，貧困を撲滅する方法として，

辞書からその単語を消すという手段を取りました。

もう不在であると，公式文書から消えました。ア

フリカでしか起きていないことにしてしまったん

です。一方，現政権は貧困を削減する手段として

辞書からその単語を外すのではなく，その定義を

変えることで対処しようとしているということで

す。ですので，重きを置いている点が若干変わっ

てきたということであります。

ただ，ブラッドショー先生が主張されましたと

おり財政緊縮策が実施されておりまして，金融部

門の銀行の損失を公的負担で補ったことによりま

して，当然ながら福祉予算が減り，家族手当が減

るということになります。そうすると子ども貧困

率は上昇してしまいます。サッチャー時代ほどま

で上昇しないことを願っていますけれども，これ

から見ていかないと分かりません。

次の質問は，果たしてイギリスの社会は日本ほ

ど急速に変化したかという質問でした。イエスと

ノーという答えにまたなってしまいます。イギリ

スは日本に追随しました。そして20世紀後半に

おきまして似たような変化が起きました。高齢化

は進んでおります，我が国におきましても。日本

と同様です。また1人世帯が日本と同様に増えて

います。でも，度合いは少ない。スピードだって

日本よりは管理可能であります。日本におきまし

てはあまりに速いペースで変化しているから，そ

れに対応する政策対応も急速に行っていかなくて

はなりません。50年代・60年代は日本と同様，

イギリスの伝統的な家庭は，主婦が専業主婦で子

どもの面倒を見る。夫が外に出て，お金を稼ぐと

いうものでした。今は，日英両方とも女性が労働

市場に入るようになった。そして家族の責任を男

女共有するようになった。でも，その変化のペー

スは日本よりもずっとイギリスのほうが遅かった

ところであります。ですので，一部の変化は日本

に追随するけれども，イギリスのほうがペースは

遅い。一方，別の分野におきましては変化のペー

スがイギリスのほうは速い。ですので，多くの社

会における変化はこういった長期的なトレンドに

起因しております。

次の質問は，SEU（SocialExclusionUnit）

の政策と，10代妊娠とか，精神障害を抱えたホー

ムレスですとか対象者が限定された（ターゲット）

政策が成功を収めたかという質問でした。最終的

には成功したと言って過言ではないと思いますけ

れども，当初失敗したので，そこからいろいろと

学ぶべき教訓はありました。

私が子どものころホームレスの人というのは少

なかった。50年代の男性で家庭問題を抱えた人

ぐらいしかいなかった。サッチャー政権時代，社

会補助金を出した公的住宅とか，若者に対する手

当が激減しました。私が生まれてから初めて，若

い男女のホームレスが町に出るようになった。そ

の人たちは無条件で支援が必要だったのに，無条

件で福祉を提供するのは，イギリス人は下手です。

常に社会契約とか条件を付すことによってしか，

手当を提供できない国家であります。若くてホー

ムレスとなってしまうと，本当に無条件のニーズ

があるんです。ですので，ある時点におきまして

は，住宅政策に対して予算は注ぎ込んでいたので

すけれども，例えば，全ての人たちに対して住宅

を買った時に保障をするというふうなこともでき

たんですけれども，効果がありませんでした。で

すから，どのようにして家庭を持って，それを管

理するかということを学習しなくてはならなかっ

た。その教訓を学ぶペース，学習曲線は遅かった

のですけれども，今はより実行性のある政策にな

りました。

最後の質問は，ニートというコンセプトがあり

ますが，つまり学校にも入っていないし，職にも

就いていない人たちです。彼らは非常に助けを必

要とした若者集団でありまして，英日両国におき

まして極めて重要な対象集団だと思います。両国

におきましてこの対象集団を助けるためにもっと

施策が必要です。イギリスにおきましては市民の

暴動が起きました。もし，若い男女がさらに孤立

化して，職もない，教育も受けていないという状

Summer'12 37社会的包摂 政策の成功と失敗



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

況になると，どうなるかは想像に固くないと思い

ます。

最後に，労働の活性化です。EUにおきまして

も，これは，重要課題とされておりまして，労働

党政権も，そして現保守党連立政権もそれを踏襲

しております。労働活性化政策は，かつては実行

性があって貧困が削減できたんです。より多くの

貧困層に職を与えることができた。でも，活性化

政策は全て（労働力の）供給側への働きかけに集

中してきました。つまり個人に労働のインセンティ

ブを提供する。そして支援を提供して，よりよい

教育，よりよい職業訓練，そして就職活動ができ

るようにするという供給側への政策に集中してき

たんです。しかし，障害者，精神障害者を助けた

い，あるいは長期失職している人たちに雇用を与

えたいということであれば，単にそういった個人

に集中するだけでは不十分であります。職場の本

質を変えなくてはなりません。需要サイドも見な

くてはならないということです。

よりフレキシブルな職場に順応していかなくて

はならない。そうすることによって長時間働かな

くて済む。ストレスがかからないような職場にす

る。異なる技能を持った人たちは，多様性という

ことで評価して，ただ25歳の若者で長時間働け

る男性しか雇わないというようなこと，その人が

家族と過ごす時間がないというようなことはなく

さなければなりません。ワーク・ライフ・バラン

スは全ての国で重要であります。英日両国におき

まして，多くの男性はもっと家族や子どもと時間

を過ごしたいと思うでしょう。女性だってそう思っ

ていると思います。またイギリスにおきましては，

自分の家族ともっと時間を過ごしたいという女性

だってたくさんいます。多くの社会問題は，雇用

主の側に存在するのであって，雇用主にもっと需

要に合わせた職場にさせるということに政策を集

中すれば，問題解決ができると思います。所詮，

企業の目的は大衆の生活を向上させるということ，

企業の存在意義は大衆のためでありまして，逆で

はないです。以上です。ありがとうございました。

（湯浅）では，私も順番に，いただいたご質問

に答えたいと思います。最初にオキュパイ運動を

日本の若者は何でやらないんだという話でした。

私も，もう若者の気持ちを代弁できる年齢ではな

くなってきているので，なぜ日本の若者がと言わ

れるとよく分かんないという感じになってきてい

ます。親のサポートがあるからということもある

かもしれませんけれども，基本的には「それをやっ

て世の中が動くと思えない。動くと思えないこと

はやっても意味がない」というふうに感じている

人が多いんじゃないかと推測しています。つまり

動く動かないはともかく，自分が我慢できないん

だから，それを表現するんだというふうに考える

人というのはむしろ少なくて，「やって意味があ

るならやってもいいけど，そんなことをやって何

の意味があるの」というふうな批判を先に考えちゃっ

て，その前で立ち止まるというか。非常にそうい

う意味では何ていうんでしょうね，やっぱり社会

的な規範に従順というか，そういう人が多いのだ

と思います。あったんですよ。なかったわけでは

ない。オキュパイの活動はあったんですが，また

今でもあるんですけれども，そういうことで大き

くなっていないのではないかと思います。

そういうふうに考えると，やっぱりどうしても

そのフラストレーションというのが，あるいはそ

の不正義に対する反発とかいうものが表に出ない

ので，結果としては内向するというか，自分に向

かうというふうになるんだと思うんですね。そう

いう意味で象徴的だと私が繰り返し思うのは，

20代・30代では自殺が死因のトップになってい
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るということです。特に男性についていうと，

20代・30代で亡くなる方の半分は自殺で亡くなっ

ています。そういうふうに外に出す回路が社会的

に塞がれちゃっているというのは，非常につらい

ところだというふうに思います。ただ，2003年

のイラクの戦争のときもそうでしたが，今回オキュ

パイ運動は，原発の事故との絡みではかなり多く

の若者が町に出てもいるということも指摘してお

きたいと思います。

それからあとは，福祉分野の公務員の足りなさ

とNPOの役割というお話がありました。福祉分

野に限らず日本の公務員は，もはや最低限の仕事

をできるだけの量を確保できてないというところ

まで来ていると私は思っています。いくら何でも

少なすぎると思っています。ですので，今回の震

災もそうでしたが，ああいう大きな災害があれば

行政の仕事というのは通常時の3倍，4倍になる

んですけど，通常時の仕事ももうぎりぎりで目いっ

ぱいでというような人員配置でやっていますから，

こういうことが起こったら全く対応できない。と

いうふうになるのはもう必然であって，いくら何

でももうちょっと増やさないと，公共サービス自

体が持たないということがあります。とはいえ，

公務員なんて仕事もしないで，高給取りばっかり

でけしからんという声の人が，日本はたぶん9割

を超えるぐらいの公務員バッシング大流行の国で，

これはもうこの20年とかになるんですかね。ほ

とんど微動だにしていないので，そんなことを言っ

ても当面変わるとも残念ながら全く思えない。

そういう中で，相対的に民間の役割が増さざる

をえないというのが実態だろうと思います。それ

はもう日常的にもそうですし，今回の大震災のと

きのさまざまな救援活動や今現在のいろいろな取

り組みでも，もうそうなっています。そうなった

ときに行政の特徴は，中立，かつ公平ということ

です。他方，NPOなり民間の特徴は個別の人に

対して，ぐっと入り込む，あるいは寄り添う。公

平性とは関係ない。もっと集中した，狭いけど，

集中した取り組みということです。この両者が本

当はうまくかめれば，より大きな力を発揮できる

可能性はありますが，下手をすると狭間はかつて

よりもさらに大きくなるということになるだろう

と思います。それで今は，局面，局面において，

その狭間がより大きくなっている面が出てきたり，

場合によっては両者がうまく埋め合えたというよ

うな場合もあったりということで，かなりばらつ

きがある。

これについては，そもそもの問題として，まず

こういう自体に対し，行政の側も民間の側もお互

いとどうつき合っていいのかよく分からない，相

互に慣れてないということがあるとは思います。

どちらかというと民間のNPOとかNGOの活動と

いうのは，行政と距離を置くことに存在意義を持っ

てやってきているので，あんまりその接点がなかっ

たんですね，今まで。行政的にもそういう人たち

の存在はあんまり見えてないというか，見ていた

としてもうるさい連中としか見えてないというよ

うなことがあったりします。私もそうですが，う

まくつき合うという経験がない。

そういう中で，行政とNPOの間をつなぐ，通

訳と私は言っていますけれども，通訳みたいな人

が必要なんだと，増えていく必要があるんだろう

と思っています。言ってみれば民間の理屈が分か

る行政の人，あるいは行政の理屈が分かる民間の

人。そういう人が増えていかないと，溝はより一

層広まっていってしまうなと危機感を持っている

ところです。

それから3点目，住宅手当の話がありました。

岩田さんのレジュメで一番上のページに多層セー

フティネットの提案とあります（岩田スライド1）。

これと，岩田スライド2を見ていただくと，似て

いるけれども，ちょっと違う図が載っています。

岩田さんのレジュメの多層セーフティネットの提

案というもので，パーソナル・サポート・サービ

スは第2のセーフティネットの一環として位置づ

けられています。これは厚労省の資料がそうなっ

ているからですが，実は私たちというか，内閣府

というか，ではパーソナル・サポート・サービス

を第2のセーフティネットだけに限定した形では

出していなくて，第1から第2，そして生活保護

も含めて，それにまたがるものとして出している

んですね。これは何でそうなっているかというと，
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第1のセーフティネットのハローワークが所管し

ている雇用保険と，あとは自治体の生活保護行政

が所管している生活保護のケースワークとの整理

がついていないので，厚労の資料はより慎重な表

現になっているという意味で違いがあるわけです。

そこを触れておいた上で住宅手当の話ですが，

現在の状態の中で第2のセーフティネットの中の

求職者支援制度ですね。生活給付を受けながら職

業訓練を受けられるというやつですが，あれが去

年10月に恒久法化されました。第2のセーフティ

ネットというのは，もともと2009年の一次補正

でできたときには，一群の政策で7つぐらいの政

策の集合体としてあったわけです。ところが，今

回恒久化されたのはそのうちの1つの求職者支援

制度だけで，住宅手当は基本的には今年度で終了

というふうになっている。これでは第2のセーフ

ティネットにならないので，結局，生活保護の手

前の歯止めにはならんだろうということです。そ

れはもう全くおっしゃるとおりで，私もおかしい

だろうというふうに言っています。これは，その

生活保護の住宅扶助，住宅費相当のものを単独支

給する問題も含めて，かなりセーフティネット全

体の課題として考える必要があるだろうと思って

います。

1つの問題は，まず第2のセーフティネットで

住宅手当のことを入れようとすると，雇用保険の

支給額の少ない人よりも，第2のセーフティネッ

トというのは失業保険を受けられない失業者，雇

用保険を受けられない失業者に向けての対策です

が，そっちの給付額のほうが大きくなってしまう

という逆転現象が起こるのをどうするのか。雇用

保険にも住宅手当が適応できるようにすればいい

じゃないかというのが1つの回答策ですが，そう

するとおそらく兆ぐらいのお金の単位が必要にな

る。日本の住宅政策は，稼いだ金で買いなさいと

いうことで一貫して戦後やってきましたので，そ

ういう中で，そのような割と広い層を対象にした

住宅手当というのが社会的な合意が取れるという

ことは，とても大きな問題です。本当はそこら辺

をミックスして住宅扶助の探求も可能にして，き

ちんと生活保護の手前のセーフティネットを確立

すべきだと私も思いますが，他方で，今言ったよ

うな制度設計上の問題と金額の問題と，あとは社

会的な理解の問題というのがあるんですね。

それからあとは労働政策ですね。ワーキングプ

アの人たちに対して，あるいは長時間労働や報酬

の問題，社会的包摂の問題としてということです

が，さっき話したように労働市場の中に包摂され

ているにもかかわらず，決して社会的に包摂され

ているとは言えないよう状態の人が増えている。

私は「過労死か，貧困か」と言ったりしますが，

一方で週60時間以上を超える超長時間労働が一

般化してきていて，30代の人では３割を超えて

います。他方で，短時間しか働けない，年収200

万円未満という人が労働者全体の4分の1で，

1,100万人を超えている。そういう状態ですから，

労働市場の内部におけるかなり極端な二極分化で，

どちらもとても生活の質がいいとは言えない。そ

ういうような人たちが増えていて，それを何とか

しなきゃいけないというのはもうおっしゃるとお

りだと思います。

この問題は，まず1つには社会保障の問題とやっ

ぱりセットで考える必要があるということです。

生活保護の問題などは，生活保護の問題だけ考え

ていると答えは出てきません。社会保障全体の問

題として考えないといけない。社会保障の問題を

考えようと思うと労働市場との関係の中で考えな

いといけない。それは労働市場のことを考えても

同じです。そういうに考えるときに例えば介護や

保育，そうしたものを充実させるということが働

き続けたい人は働くことを可能にするし，長時間

労働から撤退しても社会保障があれば生活できる

という条件を可能にする。今そこから出るととに

かく生活できませんし，男はさっき話したように

甲斐性なしのレッテルを貼られますので，撤退し

たくてもできない。という状況ですから，そこは

もう少し労働市場の外の生活保障を上げることで

労働市場の質をよくする力，要するにVoiceor

Exitと言ったりしますが，労働市場の中で声を

上げる。あるいは，それから撤退するというよう

な異議申立の仕方が可能になる条件をつくるとい

うことが，1つにはまず必要だということです。
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あと，その関係ではやっぱり言ってみれば企業

のEmployabilityというんですか，それを上げる

ことが重要だというのもゴードンさんがおっしゃっ

たことと全く同じです。とにかく働く人の

Employabilityを上げなきゃいけないということ

で何だかんだと言うわけですが，実は職場の

Employabilityが非常に低いということが，いろ

いろな方面から指摘されています。これは例えば

中小企業なんかは特にそうなんですが，悪意があ

るわけじゃなくて，中小企業の人たちもどうやっ

ていいか分かんないということらしいですね。そ

こは例えばこういうふうにしてやると，障害を持っ

ている人も働けるようになるとか，そういう企業

に対するサポートというのも，積極的雇用政策の

中できちんと位置づけてやるべきだというふうに

思います。

Diversity経営というようなことが，大企業の

主に非常に有能な女性の雇用維持，雇用継続のた

めに言われるようにはなりましたが，それをさら

にいろいろな人たちに向けて広げていく。という

ために，例えば公共契約で行政が入札するときに，

その総合評価方式で多様性（Diversity）経営を

やっているところの配点を高くするとか，有価証

券報告書に女性の役員率を載せるとか，そういう

さまざまなことを積み重ねていく必要があると思

います。それが2点目です。

最後ですが，3点目には，やっぱり根本的にな

るのは人々の意識です。ほとんどの人は雇うほう

か雇われるほうかと言えば，雇われるほうのはず

なんですけど，頭の中では雇うほうみたいな意識

でものを考える人が非常に多いですね。頭の中だ

け資本家，頭の中だけ経営者みたいな。そういう

ような発想をする人が極めて多い，増えていると

思うので，「いや，あんた，使われているんだか

ら，使われている側から考えようよ」というよう

なことを意識の問題として広めていく必要があり

ます。その3つのことが差し当たり重要かなと思

います。以上です。

（阿部）それでは，この後フロアからの質問を

幾つか受けたいと思いますけれども，その前に1

つ，私のモデレーターの特権として質問させてい

ただきたいと思います。

これはゴードン先生と湯浅さんのお二人にお聞

きしたいんですけれども，ゴードン先生のスライ

ドの中では，社会的包摂という言い方をなさると

ころもありますし，貧困という言い方をなさって

いるところもあります。また湯浅さんの中でも，

いわゆる働きながらの貧困というワーキングプア

の問題の話をなさっているかと思います。ですけ

れども，やはり基本的な問題として一番ベーシッ

クなところですけれども，貧困対策ではなくて社

会的包摂対策でなければいけないというのであれ

ば，その2つの違いは何なのかというところをお

聞きしたいと思います。私自身，社会的包摂など

という言葉を使って人の前でしゃべることも多い

ですけれども，「社会的包摂政策って，誰も話す

人がないお年寄りのところに，お話サービスみた

いな人を派遣することですか」とか言う人がいる

んですね。でも，そういうことではないと思うんで

す。では，社会的包摂政策って貧困政策とどう違

うんですかというところをお聞きしたいと思います。

（ゴードン）欧州におきましては，今の質問に

対する回答は以下のとおりになります。貧困は排

除の原因に1つである。つまり貧困は，必要なお

金がない，市民として社会に参加するだけの十分

なるお金がない。よって，普通の人が当たり前と

して持っているものを持つことができない，社会

活動に参加できないということであります。でも，

全面的な市民活動から排除する原因としては貧困

以外の理由もあります。障害を負っている，社会

が十分に支援をくれないから参加できない，ある

いは介護の責任を負っている，あるいは長時間労

働を強いられているから十分に社会活動に参加で

きないという場合もありましょう。または外に出

るのが怖い。犯罪率が自分の住んでいる地区で高

いから，外に出ることが恐ろしい。よって，排除，

あるいは包摂政策というのは，みんながよい政策

で生活ができる，そして全ての活動に参加できる

ようにするということです。そうすることによっ

て社会が改善するということです。それが欧州の
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概念です。

（湯浅）公式的にはゴードンさんがおっしゃる

とおりだと思います。ただ，個人的には，私自身

は貧困の問題というのを言ってきたんですけれど

も，貧困の問題というのを私は「五重の排除」と

言ったりしていますが，社会的排除の文脈で考え

てきているので，自分の貧困概念と社会的排除の

関係で言うと，あんまり違いを感じないというの

が個人的には正直なところです。社会的なさまざ

まな参加のバリアがなくならないと基本的には貧

困の問題も解決しないので，そういう意味で社会

的排除と貧困の問題は私の中ではほとんどオーバー

ラップして考えています。公式的な区別というの

は，やっぱり特に貧困問題の貧困概念のほうが，

私は個人的に考えているものと公式のものがちょっ

と違うので，そこに違いが出るのではないかと思っ

ています。

（フロアA）ブラッドショーさんの「イギリス

から学ぶなんて」いう警告はとても面白く聴きま

した。日本の若者の貧困率が低いという話につい

ては，私は大学で働いているんですけれども，日

本の現状でいうと大学3年生の後期から，長い人

では4年生の卒業するまで，学業よりも就職活動

に専念しなければいけないというような状況も少

なからずあるということをお伝えします。

質問はパンタジスさんにですが，イギリスで就

労インセンティブを高めて，それで労働市場に送

り出すという政策が一定の効果を収めたと。けれ

ども，一方で長時間労働の問題であるとか，それ

から障害を持つ人，ケア負担，ケア役割を持って

いる人というのが二重の負担になって，排除とい

うものをもたらしている部分があるというふうに

おっしゃったんですけれども，その点については，

今の新しい保守党と民主党の連立政権の新しい政

策の中では，どういうふうに検討されているのか

ということを教えてください。

（パンタジス）連立政権はある意味におきまし

て，これまでの政策を継続しております。例えば

労働市場活性化政策。特に片親等について，とり

わけ女性について子どもがいて，例えば7歳の子

どもがいるという場合におきましては，積極的に

仕事を見つけていかなければならないというふう

にしています。新しい連立政権のもとでは，女性

の片親の場合で，5歳の子どもがいる場合におい

ても，仕事を見つけなさいというふうに指導をし

ています。

したがって，こういった女性たちは仕事を得る

機会を与えられるということにはなります。しか

し，一方でジレンマもあります。同時に申し上げ

なければならないことは，労働党政権のもとにお

いては，女性が労働市場に参画することに対して

さまざまな促進をするということ，さまざまな手

段を講じて，これを行ってまいりました。例えば

育児戦略を確立する，さらには保育所を急激に増

やすということを行ったわけでありまして，乳児

向けの対策ということも行っています。さらには

給与を適正なところにする。そして100万の人を

貧困層から抜け出させ，そのうちの3分の1は女

性でなければならないという取り組みを行ってき

ました。したがって，こういった特に子どもを持っ

た女性にとって非常に重要なことであった。貧困

に陥ってしまうリスクがある人たちを救うために

は，非常に重要な意味があったと思います。

（フロアB）湯浅さんにお聞きしたい。1人で2

人前働くという社会が今，変質をしてきていて，

これは男女平等とかももちろん絡んでいるんです

けれども，今はたぶん1.5人前と0.5人前ぐらいに

なっていて，0.5人前がいわゆる非正規問題で，

1.5人前が長時間労働問題というのを引き起こし

ていると思うんです。1人前になれば，おそらく

女性にとっては従属から自立ということになるわ

けですので，私は望ましい方向だと思いますし，

その方向に向かって，ぜひ政策的に頑張っていた

だきたいと思うんです。

そのときにその最大の障害は公務員になると思

うんですね。今でも相対的にスーパーリッチは公

務員の夫婦共働きということになっていまして，

おそらく民間のほうは1人前に向かって進むと思
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うんですけれども，公務員はなかなかそのあたり

が難しいのではないかと。先ほど少なすぎるとい

うお話がありましたが，私もそう思いますけれど

も，多すぎる，守られすぎるということも含めて

公務員制度改革についてどのようにお考えなのか，

ご意見を伺いたいと思います。

（湯浅）正規と非正規が1.5人と0.5人分になっ

ているというのはおっしゃるとおりだと思います。

かつては男が正規で，女が主婦パートでカップル

になればいいじゃないかといって容認してきたわ

けですけれども，一人ひとりで1人前で進める

ようにすることが必要だというのもおっしゃると

おりだと思います。

そのためには先ほどもお話ししましたが，日本

はその支出のカーブが非常に高く，年功序列型の

支出カーブを描きますので，やっぱりそれを下げ

ていかないとこの両方の歩み寄りというのも見出

せないだろうと思っているということで，賃金の

問題を社会保障の問題とセットで考える必要があ

るんじゃないかという話を先ほどしました。

その上で，公務員の方のお話が出ましたが，公

務員の賃金が相対的に民間より高いという中でこ

の間，減らされてきているのはご承知のとおりで

す。公務員カップルというのが実際両方ともそこ

そこもらっているので，そこそこのものになるわ

けです。でも，それは民間でも正規同志カップル

と非正規同志カップルが多くなるのは傾向として

もうそうなので，公務員に限らず正規の人は正規

と結婚する割合が高くなるし，非正規の人は非正

規カップルになる可能性が高くなる。そういう意

味ではそこは公務員に限らない話だと思います。

その上で，公務員制度改革の問題ですけれども，

基本的に公務員の人たちが国民のために能率よく

無駄なく働けるようになるということは，誰も反

対しないと思います。ですが，そのためにより一

層，公務労働を削って公共サービスを低下させて

いくということが今，一般的に言われているよう

に，「俺らは税金払うんだから，おまえらも削れ」

みたいな，なんか公共サービスと市民国民が対立

しているかのような図式の中で，公務員制度改革

というのが出る文脈というのには非常に強い違和

感を覚えます。それで問題が解決するとはとても

思えない。

例えばイギリスに昨年，私，視察に行ったとき

に，イギリスのハローワークに当たるジョブセン

ター・プラスというところの職員の方は，求職者

400人に対して1人ですね。しかも，リーマンショッ

クのときに1万6,000人を増やした。ある意味，

当然ですね。失業者が増えるんだから職員も増や

す。ところが，日本のハローワークの職員は求職

者6,000人に対して1人しかいません。これで1時

間半待ち，2時間待ちのハローワークの状態が生

まれるわけですよね。それで，「何だ，相談に行っ

たって，ほとんど待たされるばっかりで相談にも

乗らないで，こんな何やっているんだ，おまえら」

ってやられるんだけれども，当たり前ですよね。

6,000人に1人しかいないんだもん。というふう

なことを，もうちょっと冷静になって話せるよう

にしたほうがいいんじゃないかなと思います。

（フロアC）これまでの議論を聴いていると，

最終的に日本社会において貧困とか社会的包摂に

ついて，どういう国民的理解を得られるかという

のが重要な課題だと思うんですね。先ほど，メディ

アの人がなかなか理解してくれないとか，書いて

くれないという湯浅さんの話もありました。とこ

ろが，私，記者をしていて，例えば「貧困」とい

う言葉を原稿の中で使おうとすると「格差」と訂

正されるとか，ましてや社会的包摂とかいうと，

「そんなの，分かんないから取材に行かなくても

いいんだ」と言われるというのが，日本のメディ

アの現状なんです。

それで，ちょっとゴードンさんかブラッドショー

さんに伺いたいんです。サッチャー政権の末期の

ころ，イギリスで貧困の問題をドキュメンタリー

でチャンネル4という局がやっていたんですね。

「ブレッドライン・ブリテン」というシリーズで

貧困の，例えば母子家庭の貧困，高齢者の貧困，

あるいは障害者の貧困なんかをシリーズでやって

いました。そのときにテロップを見たり，番組の

小冊子を後で申し込んで送られてきたんですが，
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それを見てみたら，研究者とジャーナリストが一

緒になってこの番組はつくられたと。そのときに

いただいた小冊子の中には，相対的貧困に関わる

ようなイギリス国民の意識調査で，例えばクリス

マスのときに家族プレゼントを与えられれば，そ

れは貧困かどうか，基準と言えるかという，○か

×かみたいなアンケート調査があって，そういう

ところで市民にいかに理解をしてもらうかという

試みが，研究者もジャーナリストもあるんだなと

いうふうに理解をしたんです。

社会的包摂，あるいは貧困という言葉がどれだ

けイギリス社会で受け入れられているのか，理解

されているのかということと，メディアとの共同，

あるいはメディアに対する働きかけはどうなって

いるかということをぜひ伺いたいと思います。

（ゴードン）実は，私も研究者として，ジャー

ナリストと一緒にその番組の仕事をさせていただ

いたということを告白しなければなりません。

「ブレッドライン・ブリテン」を1990年代初頭に

作ったその張本人の1人です。非常に緊密に，こ

のドキュメンタリーの制作者と協力をさせていた

だきましたし，そして社会科学にきちんと基づい

たものにしようということで協力をさせていただ

きました。

我々にとりましては，学者というのは一般の人

たちにうまく話ができないということがあります。

この点についてはドキュメンタリー制作者のほう

が秀でているということがありました。したがっ

て，豊かなイギリスにおいて人々の生活がどうなっ

ているのか，そして何をして何をしなければならな

いのか，社会全体を改善していくために何をしなけ

ればならないのかということを訴えていきました。

そして，またこの中におきましては，社会的包

摂について話をしたわけでありますが，政府は当

時そういった貧困の問題はないのだということで，

この問題について敵対的だったわけでありますけ

れども，それは事実ではないのだということを説

得することができたと思います。こういった問題

について何かしなければならないと政府も思うよ

うになったということであります。

例えば，ホームレスの問題につきましても，そ

の人々の行動の結果だけではないということ。ホー

ムレスの人たちの問題を考える場合に当たっては，

安価な入手可能な家を用意しなければならないと

いうこと，貧しい人たちの行動の問題ではなく，

社会的な政策の問題であるということを訴えたと

いう点において成果があったかと思います。

（フロアD）日本で子ども手当が導入されたん

ですけれども，残念ながらというか，ばらまきと

いうことを言われて，所得制限が入るということ

になりそうです。このばらまきという批判は，実

を言うと子ども手当だけではなくて，日本では高

校授業料の無償化というところも，所得制限が入っ

ていくんじゃないかなということが今言われてい

るんです。

そういう中で，イギリスはこの子ども手当につ

いて所得制限がずっとなくてやっていらっしゃっ

たということで，それは僕もすごいなと思うんで

す。逆にいうと，これはどういうふうにして多く

の国民の合意を得たのかというところを，すごく

不思議に思うんです。

ブラッドショーさんに聞きたいのは，イギリス

だけではなくてEUの何カ国かも，やっぱり子ど

も手当が所得制限ないままで維持できているとい

うことも聞いて，そこら辺をどういうふうにみん

なで共有できているのか，ぜひとも聞きたいです。

（ブラッドショー）子ども手当の普遍性に関し

ては批判がありました。導入以降，繰り返し批判

されてきました。でも，今までのところ全ての政

権は説得されておりまして，普遍的なものとして，

家族手当は提供すべきと合意しています。そして

（低い）所得水準では追加給付をして，効率的に

低所得世帯を保護するということであります。

いろいろな貧困の罠を避けるための，ディスイ

ンセンティブやインセンティブを働かせるという

こと，そして行政管理もそういうことになってし

まうとかなり複雑になるんですけれども，もちろ

んおっしゃるとおりばらまき政策と言われたかも

しれませんが，日本でそういうような家族手当を
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導入したのは，私としてはハッピーでした。とい

うのは，それが導入されたのはこのアジア地域に

おきまして初めてだと思います。実際にEU以外

の地域で導入されたのは日本が初めてと私は理解

しております。

世銀は世界中を回っておりまして，中所得国に

対して，普遍的な子ども手当制度はもうひどいか

らやめろということを残念ながら説得しておりま

して，低所得世帯に提供するべきと言っています。

でも，普遍的制度は実行性があるんです。おそら

く子ども手当において所得制限をかけるかどうか

というのは，むしろ事務的な問題になると思いま

す。つまり適確家族と適確世帯をどうやって区別

するのかという事務的なことであって，夫婦両方

が稼いでいるとどうするかということ，その基準

をどう設けるかというような事務的なことになる

と思います。

イギリスの連立新政権は，とうとう我が国の子

ども手当に所得制限を提供するということを決め

てしまいましたので，今後イギリスでは制限なし

の普遍的な制度ではなくなります。これは，そん

なに多くの影響はありませんが，子どものいる世

帯の20％ぐらいに影響が及ぶでしょう。ですの

で，ある程度の制限が我が国では導入されてしま

うんですけれども，日本ではぜひそれに抵抗して

ください。

（阿部）時間となってしまいましたので，私自

身も聞きたい質問が山のように心の中に出てきま

したけれども，ちょっとぐっと押さえまして，こ

こで解散とさせていただきたいと思います。長時

間，それもこんなにいいお天気の土曜日にここに

集まっていただき，どうもありがとうございまし

た。もう一度パネリストおよび基調講演者の皆さ

まに拍手をお願いします。（拍手）
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リチャード・ウィルキンソンとケイト・ピケッ

トによる『スピリットレベルTheSpiritLevel1）』

（邦題：『平等社会―経済成長に代わる，次の目

標』）と題した最近の論考では，世界の裕福な国々

の中で，最も調和のとれた国として日本が，最も

不平等で調和を欠いた国の一つとして英国が示さ

れる（図1）。本稿の目的は，英国とは対照的に，

先進国の中で最も平等で調和のとれた社会とみな

された日本について，『スピリットレベル』に関

する証拠を再検討し，両国の社会を比較する意義

を示すことである。

世界的にみても日本の健康水準は高く，現在，

その平均寿命は最も長い（United Nations,

2011）。日本の平均寿命は1970年代に初めて他

国を上回り，それ以降，この水準を維持してきた

（YanagishitaandGuralnik,1988）。さらに，

東アジア諸国における主観的健康感と社会経済的

地位を比較した最近の研究でも，日本の健康格差

は比較的小さいとされる（Hanibuchietal.,

2012）。これとは対照的に，英国は健康状態が相

対的に悪く，他の先進国に比べて，平均寿命の順

位はほぼ最下位である（MarmotandDavey-

Smith,1989）。

1980年代以降，公衆衛生学や人口統計学から，

日本の長寿の原因を検証した研究（Johanssonand

Mosk,1987;Marmotand Davey-Smith,

1989;Bezruchkaetal.,2008;Horiuchi,2011）

が， 散発的に発表されてきた。これら研究では，

日本の長寿が，低い貧困率や小さな所得格差，社

会的な協調・共助を重んじる文化と関連すること

が示唆された。しかし，最近になって，日本人の

驚異的な長寿が，公衆衛生学や人口統計学の研究

者ばかりではなく，広く一般の関心を呼び，議論

されるようになった。こうした関心は，『スピリッ

トレベル』が出版され好評を博したことで，さら

に高まっている。同書では，過去数十年間の研究

成果を基に「相対所得仮説」（「スピリットレベル」

仮説）が提示され，平等な社会ほど健康水準が高

く，社会福祉も充実しているという理論に，世論

や政府の関心が寄せられた。『スピリットレベル』

の分析では，先進国の国際比較を通じて，日本が

健康状態に優れ，社会問題も少なく，平等な社会

であることの重要性を広く認知させた。一方で，

同書において，英国は健康状態が比較的悪く，所

得格差も大きく，社会的分裂が顕著な先進国の一

例として強調されている。

日本では，「90％が中流階級の社会」という自

国に対する極めて平等主義的なイメージが，戦後

世代の間で一般に抱かれてきた（橘木，1998）。

しかし，日本の経済学者・橘木昭詔による著書

『日本の経済格差』が1998年に国内で出版されて

Vol.48 No.146

Ⅰ はじめに

英国と日本における社会格差

ディミトリス・バラス

2つの島嶼経済・社会の比較研究に向けて

ダニー・ドーリング
中 谷 友 樹

ヘレナ・タンストール
花 岡 和 聖



以降，最近では，こうした日本像に対して強い異

論が出されている。日本の所得データを用いた研

究でも，近年，日本の所得格差は拡大しており，

今や他の先進国よりも大きいことが示唆されてい

る（Tachibanaki,2006;Ohtake,2008）。そ

して，日本の社会科学者も国内の貧困問題に益々

注目するようになった（Abe,2010,2011）。皮

肉なことに，近年，英国内でも国際的にも日本の

社会経済的な平等に関心が向けられているが，そ

れは多くの日本人研究者らが自国の社会構造に対

するそうした特徴を強く否定した後のことであっ

た。

英国では，『スピリットレベル』に対する批判

の多くは，保守的な研究機関による，あるいはそ

の支援の下で出版され，相対所得仮説を非難し，

国際的な比較の意義を疑問視する（Sanandaji

etal.,2010;Saunders,2010;Snowdon,2010）。

彼らは，相対所得仮説の中で，重要な事例として

取り上げられる日本に関しても，所得格差が長寿

に果たす効果に疑問を投げ掛けた。こうした批判

では，日本の高い健康水準が，相対所得仮説では

なく，日本人の遺伝や食事，人種・文化的な同質

性から説明可能であると議論している。

したがって，近年，日本と英国は，対照的な意

味で，先進国における健康や社会的平等，福祉に

関連する国際的な学術的，政治的論争の中心にあ

る。こうした論争において，日本と英国には死亡

率や社会格差に著しい相違があり，両国を比較す

ることは妥当であろう。そして，このような相違

点に加えて，以下のような共通点があることも重

要である。両国とも島国であり，世界都市が位置

し，所得が高く，国民皆保険が整備されている。

こうした共通点があるからこそ，「自然実験」的

に，両国民の健康と社会経済の格差を議論できる
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図1『スピリットレベル』における日本と英国（イギリス）

（出典：WilkinsonandPickett，2009；http://www.equalitytrust.org.uk）
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（NakayaandDorling,2005）。

しかし，英国と日本の健康格差と社会格差を直

接比較した研究は少ない。1980年代に，日本と

イングランド・ウェールズを比較し，なぜ日本人

が長寿であるのかが分析された（Marmotand

Davey-Smith,1989）。また，英国と日本，フィ

ンランドの公務員を対象に，身体機能と主観的健

康感における社会経済的格差の比較研究が行われ

た（Martikainenetal.,2004）。本稿の著者2

名は，日本と英国の地域所得格差と死亡率との関

係を比較している（Nakayaand Dorling,

2005）。以上の研究成果を踏まえ，日本と英国を

対象に，「スピリットレベル」の論点に関係した

既往研究に基づいて両国を比較する意義を整理し，

そのベースとなる所得格差については，改めて両

国の格差を把握しておくことにしたい。

本稿の構成は以下の通りである。ⅡとⅢでは日

本と英国における健康および社会，地域格差に関

する研究を再検討する。Ⅳでは，健康格差を理解

する上で，社会的，地理的格差に関する分析の重

要性を説明する。Ⅴでは，両国の所得分布に関す

る利用可能なデータおよび，そうしたデータの解

析で用いる方法論的アプローチを考察する。Ⅵで

その分析の結果を提示し，最終章で結論を提示す

る。

近年，日本の社会経済的な側面についてさまざ

まな議論が展開されるが，日本の平均寿命が世界

第一位であることも事実である。戦後の70年間

に，日本において，平均寿命が大きく改善し，死

亡率が急速に低下した要因を解明することが，英

国などの先進国と比較して，日本での高い健康水

準を理解する上で重要となる。

20世紀初頭，日本の平均寿命は，イングラン

ド・ウェールズと同水準か，それよりも若干短かっ

た（JohanssonandMosk,1987）。しかし，

1900年から1930年代に，イングランド・ウェー

ルズでは，平均寿命が順調に延びたのに対して，

日本ではその延びが緩慢であった。第二次世界大

戦後は，イングランド・ウェールズでは，平均寿

命が一定して延び続けたが，日本では，平均寿命

に急激な延びが見られた。その後，数十年間，日

本の平均寿命は，イングランドやウェールズなど

先進国よりも急速に延び，1960年代にはイング

ランドを上回り，その後，1970年代中頃に，そ

れまで平均寿命が最も長かったスウェーデンを追

い越した（YanagishitaandGuralnik,1988）。

それ以降，日本は平均寿命が最も長い国であり続

けてきた。

戦後の日本における死亡率の急激な低下は，性

別や年齢， 死因に関わりなく認められた

（YanagishitaandGuralnik,1988;Johansson

andMosk,1987;MarmotandDavey-Smith,

1989）。1950年から1986年を対象に，日本とイ

ングランド・ウェールズにおける死亡率の変化を

分析した研究では，日本でこれまで主な死因であっ

た脳血管疾患に，大幅な減少があったことが明ら

かである。（Marmotand Darvey-Smith,

1989）。1990年代以降になると，日本人の平均

寿命は男女共に最長ではあるが，他国に比べて日

本人女性の平均寿命がより速いペースで延び続け

る一方で，日本人男性の平均寿命が延びるペース

は鈍化し，一部の先進国との差が縮小し始めてい

る（Horiuchi,2011）。

1980年代以降，戦後日本において平均寿命が

上昇した要因を直接的に取り上げた研究は数少な

いが，そこでは食事や遺伝，医療，疫学的転換，

経済・社会・文化的要因からの説明が検討された。

諸外国と比較して，日本には遺伝や栄養面で優位

な点があるかもしれないが，それだけでは，戦後，

日本の健康水準が急速に変化してきたことを十分

に説明できない（MarmotandDavey-Smith,

1989;Bezruchkaetal.,2008）。健康に関する

習慣（Horiuchi,2011）や医療，健康保険

（MarmotandDavey-Smith,1989;Ikedaet

al.,2011）を含むヘルス・ケアの多様な側面が，

日本の高い健康水準を説明する要因として提出さ

れた。しかし，日本では，医療行為と無関係な死

因も含め，大半の死因で急速な死亡率の減少がみ

られ，他の先進国と比べて医療費への支出も少な
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い（MarmotandDavey-Smith,1989）。

日本の高い健康水準は，経済・社会・文化的な

要因から説明されることが多い。戦後日本の急速

な経済成長とその結果としての物質的な生活水準

の改善が，健康状態に大きな効果をもたらしたと

いわれる（Horiuchi,2011）。急速な経済成長に

よって，日本が疫学的転換における2つの段階，

すなわち感染症疾患と退行性疾患による死亡率の

低下を，短時間でかつ同時に経験した理由を説明

しうるのかもしれない。しかし，一人当たり

GDPで上位の他の国々が平均寿命では下位に位

置しており，さらに，1990年代に日本は長引く

不況下にあったにもかかわらず，平均寿命は景気

後退を通じてもなお改善しており，この説明は当

てはまらない（Horiuchi,2011）。

日本の所得分配が，1980年代以降の平均寿命

の上昇を説明要因として議論されてきた（Marmot

andDavey-Smith,1989）。こうした議論が，

『スピリットレベル』（WilkinsonandPicket,

2009）の出版に端を発した最近の議論の中心的

テーマである。戦前の日本における所得分配に関

しては，ごく限られたデータしか得られないが，

利用可能なデータが示唆するところによれば，第

二次世界大戦以前の日本の所得分配には著しい格

差があったものの，貧富の差は戦後縮小してきた

（Tachibanaki,2006）。1970年代から1980年代

にかけては，日本の所得格差は，他の先進諸国よ

りも縮小したとされる（Bussetal.,1989;

Baurand Mason,1992）。注目すべきは，

1970年から1980年を対象とした職業別死亡率の

分析では，日本ではブルーカラーの死亡率の低下

が最大であったのに対して，イングランド・ウェー

ルズではその低下は最小であった（Marmot

andDavey-Smith,1989）。「スピリットレベル」

仮説によると，所得分配と健康との関連性の背後

には，経済構造が社会関係を規定し，そして人々

に心理社会的な影響を及ぼすといった回路が存在

する（WilkinsonandPicket,2009）。この考

え方によると，所得格差が縮小するほど，社会的

結束が強く，信頼と協調に満ち，社会的ストレス

が少ない社会が形成される。

ただし，日本の所得格差にみられる最近の傾向

は，社会的にみて適切な所得分配パターンが国の

良好な健康状態をもたらすという理論とも必ずし

も相容れない。なぜなら，所得格差が拡大してい

る一方で，日本の平均寿命は，この十数年間に延

び続けているからである（Tachibanaki,2006;

Otake,2008）。

日本の高い健康水準に対して，社会構造と社会

関係に基づく説明も議論されてきた。この説明で

は，社会関係や文化を，所得分配と健康とを結び

付ける媒介要因ではなく，高い健康水準を規定す

る直接的な要因として捉える。強い「集団志向」

という日本の文化的伝統が，社会的なまとまりと

「文化的な平等性」を促し，日本人同士の精神的

な充足と高い健康水準を支えているという

（MarmotandDavey-Smith,1989）。強い集

団志向の好影響は，社会経済的な地位が低い者に

とって特に重要な場合がある。低い地位にもかか

わらずそうした者が集団の中に組み込まれ，共同

体への帰属意識と比較的高い自尊心を持ち続ける

ことができるようになるからである（Horiuchi,

2011）。しかし，こうした日本の文化的伝統がも

たらす健康面での好影響が，戦後においてのみ顕

在化した理由は説明されていない。

このように日本の高い健康水準を説明する従来

の主張が，戦後日本の景気動向と平均寿命の時系

列変化に，うまく当てはまらない。経済成長や所

得分配に関する理論が，不景気で，所得格差も拡

大したこの十数年間に，なぜ健康水準が改善を続

けたのかを解明できないと同時に，遺伝的特性や

伝統的文化に基づく主張も，戦後になって健康水

準が急速に改善した理由を説明できていない。

Bezruchkaetal.（2008）は，日本の歴史的

文脈に着目し，その健康水準の変化を説明した。

彼らは，第二次世界大戦後に生じた平均寿命の顕

著な改善は進駐軍が立てた諸政策の直接的な結果

であると主張する。大規模な農地改革など戦前の

封建的階層制の解体や民主主義の確立を意図した

諸政策が，大幅な社会経済的な平等をもたらした。

さらに彼らは，最近十数年間に日本では所得格差

が拡がっているが，「経済的な平等主義的エート
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ス」（593頁）は続いていることを示唆する。こ

の主張によれば，社会的連帯という根強い伝統が，

拡大する所得格差によって生み出される弊害を防

ぐ場合がある。逆に，近年見られる日本人男性の

平均寿命における改善率の低下は，所得格差の拡

大が日本人男性の健康を蝕み始めているとの示唆

として解釈しうる。

日本の社会経済構造に基づき，日本人の優れた

健康水準を説明する立場では，個人の社会経済的

地位と健康状態との関係は，日本特有なものとし

てみなしている。所得均等や集団志向を重視する

議論でも，日本では他の先進国ほど個人の社会経

済的地位が健康状態とは強く関係していないと考

えている。これは日本では社会経済的な勾配がそ

れほど大きくはないか，あるいは文化的側面によっ

て，社会的地位の低い者が，その地位から受ける

であろう健康への弊害から守られているためである。

先進国における低い社会経済的地位からもたら

される健康への危険は，さまざまな国での大規模

な研究によって証明されている（Marmotand

Wilkinson,2005）。英国は公衆衛生学や疫学，

健康格差の研究分野で長い伝統があり，こうした

研究分野が，この数十年間，社会経済的地位と健

康水準との関係をめぐる研究において重要な地位

を占めてきた。その膨大な既往研究において，多

くの社会・人口学的集団の罹患率と死亡率には，

所得や職業，社会経済的階級，教育水準，物質的

な生活水準，地域の剥奪水準で規定されるような，

健康水準の「社会的勾配」が認められた。

日本でも，近年，所得格差や社会格差の拡大へ

の懸念の高まりを受けて，社会経済的地位と健康

状態との関係を調査した研究成果が増加した。こ

うした研究は，日本でも個人の社会経済的地位と

健康とに関連があることを指摘するが，その関連

は他の先進国とは異なっていることも示唆してい

る。こうした研究論文に関するKagamimoriet

al.（2009）によるレビューでは，1990年から

2007年にかけて公表された研究論文と1990年以

前に刊行された他の重要な研究報告書から，こう

した関連性に言及した45本の文献が確認される。

これらの研究によれば「…死亡率や罹患率，リス

ク因子における社会経済的差異は，日本において一

様に小さいわけではないが，その程度は，アメリカ

やヨーロッパと比較して小さい」（Kagamimori

etal.,2009,2159頁）。日本での死亡率と健康

水準における社会経済的勾配を評価した研究の中

で，堀内も「…死亡率と健康水準に対するSES

（社会経済的地位）の全般的な関係は予想された

傾向を示しているが，相関は弱く，矛盾しており，

しばしば変則的にみえる」 と述べている

（Horiuchi,2011,165頁）。

日本のこうした際立った「変則的な」結果には，

虚血性心疾患のリスクが低学歴の日本人男性では

低いことを明らかにした研究が含まれる（Fujinoet

al.,2002）。日本での複数の研究において，社会

経済的地位と健康との関係が，年齢層によって大

きく変化することが示唆された。特に，高齢の日

本人男性を対象とした分析では，高学歴の者より

低学歴の者の方が長生きすることが報告されてい

る（Liangetal.,2002）。年齢に関するこうし

た知見を踏まえれば，日本ではコーホート間で健

康水準の社会的因子に著しい差異があること，ま

た日本と英国とでは，経済発展や疫学的転換が異

なるため，社会経済地位間と健康水準の関係性に

も差異があることが示唆される。

英国には健康水準と社会地理学との関係に関連

した数多くの研究蓄積がある（Shaw etal.,

1999）。こうした研究は，近隣から地域や全国レ

ベルに至る一連の地理的スケールにおいて，さま

ざまな健康状態と社会経済に関する指標を用いて

行われてきた。その結果，英国では，健康水準と

社会経済的地位において地域差が大きく，両者の

密接な関係が示されてきた。地域の社会経済的状
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理解する上で役立つか



況が，英国における健康の地域格差を生じさせる

最も重要な背景要因であることは一貫して示され

てきており，この「予期される」関係が当てはま

らない。疾病や死因，人口集団はほとんどみられ

ない。さらに，英国では，こうした社会地理学的

な格差は拡大傾向にある（Davey-Smithetal.,

2002;Thomasetal.,2010）。

日本における，このような地域格差に関する研

究論文は比較的少ない。この日本における分析の

大半は広域の地域レベルで実施されており，近隣

レベルの格差についてはほとんど知られていない

（中谷，2011a;Hanaoka,2011）。しかし，日

本の地域格差研究は数が限られているものの，そ

の結果は，英国での数多くの研究結果とは極めて

対照的で，両国の健康と社会格差を理解する上で

広範な含意をもたらす。

日本で実施された市区町村レベルの研究では，

地域における健康水準と社会的格差との関連性が

見出されている。たとえば，日本の47都道府県

や市区町村を対象とした分析では，各種の社会経

済指標やそれらを合成した相対的剥奪指標と死亡

率とに強い相関関係が確認された（Fukuda,

2004;Fukudaetal.,2007;中谷，2011b）。

市区町村別の65歳時の健康寿命を対象とした分析

では，一人当たり所得と正の相関関係（Fukuda

etal.,2005a）がみられ，大規模な自治体ほど

強い関係が得られている。

1973年～1977年と1993年～1998年における

地域の社会経済的地位と死因別死亡率との関係を

自治体間で比較した福田らによる時系列分析では，

社会経済的地位による死亡率の勾配は時間ととも

に不慮の事故死と自殺に対して拡大していたこと

が分かった。再度，自治体を対象とした1973年

～1998年にわたる社会経済的地位の時系列変化

と死亡率に関する複数の地域指標を比較したとこ

ろ，その関連性は所得と教育（水準）に対しては

時間とともに弱まっており，失業率と居住面積に対

しては強くなっていた（Fukudaetal.,2005b）。

しかし，日本では地域の社会経済的地位と健康

との関連性の主要なパターンに幾つかの明らかな例

外がみられる。注目すべきは沖縄であり，同県は多

くの社会経済指標で最下位にあるが，女性の平均

寿命は日本のどの地域よりも長い（Cockerham

andYamori,2001）。死因の一部にも日本では

際立った地域的な差異があることが知られており，

たとえば，自殺による死亡率は北日本の方が高い

（Nishietal.,2005）。

1990年代の資料を用いた，日本における地域

所得と健康との関連性を分析した研究でも二つの

国の相反する関係が明らかである（Shibuya

etal.,2002;NakayaandDorling,2005）。

Shibuyaetal.（2002）は，日本の47都道府県

における相対所得（所得格差）と個人の主観的健

康感を考察した。個人の年齢や性別，結婚歴，所

得を調整した多変量解析において，個人の主観的

健康感とその個人が居住する県の相対所得とには

関係が見られなかった。NakayaandDorling

(2005)は，地域の所得格差と健康状態との関係

を日本と英国で比較した。この研究では相対所得

と死亡率を日本の47都道府県と英国の擬似

NUTS2の30地域で考察している。その分析によっ

て，英国では格差が小さいところでは死亡率は低

いが，日本では，そのような関係が見られないこ

とが明らかにされた。この研究では地域の絶対所

得水準と死亡率との関連も比較している。英国に

おいては全ての年齢集団で常に負の関係であった

が，日本ではそのような関係は年齢ごとに異なっ

ていた。負の関係は就業年齢層で見られたが，高

齢層では正の関係が現れ，沖縄などの低所得地域

では高齢層の死亡率が低かった。

日本における年齢間での比較および沖縄という

島嶼地域と本州との比較で見出された健康の地理

的差異が示唆しているのは，健康や社会経済的発

展との相互関係を，日本の歴史的背景を踏まえて

考察することの重要性である。特に，時間的変化

の中で，日本の都市と農村の経済的な豊かさの違

いが，どのように疫学的転換と結び付いてきたの

かを踏まえる必要があるだろう。さらに，地域所

得格差と健康との関係にみられてきた日本と英国

の相違は，健康と社会福祉における国際的な差異

を理解する上で，相対的所得仮説の妥当性を示唆

している。また，最近になって，2000年代の資料
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を用いたOshioandKobayashi（2009,2010）

は，日本を対象としても都道府県の相対所得と主

観的健康感の関連性を見いだしており，さまざま

な個人・地域の調整要因を考慮しても，所得格差

の大きな地域に住むほど主観的健康感が悪くなる

傾向を認めている。とくに，所得格差の影響が社

会経済的に不安定な立場の人に強くでることは，

近年の日本の所得格差の拡大と，その社会心理的

な影響という面で，相対所得仮説と整合的に思え

る点も興味深い。

本章では，格差の指標を算出する日英の所得資

料を再検討する。『スピリットレベル』の著書で

用いられたデータは世界銀行や世界保健機関，国

連（UN），経済協力開発機構（OECD）などを

情報源としていた。しかし，日本の所得格差に関

する多くのデータは，可処分所得ではなく総所得

に基づいているため，実際よりも格差が大きく見

えることに注意しなければならない。さらに，こ

うした報告書の大部分には，所得データの選択に

ついての検討や理由はほとんど示されていない。

最近のOECD報告書（OECD,2011a）によれ

ば，所得格差（ジニ係数）の点でOECD加盟国

31カ国中日本は22位（昇順）であり，一方英国

は26位となっており，注目に値する。同様に，

OECD報告書「図表でみる社会－ OECD社会指

標2011年版」でも，所得格差においてOECD加

盟国34カ国中，昇順で日本は24位，英国は28位

である（OECD,2011b：67頁）。直近のOECD

報告書（OECD,2011c）ではOECD加盟国29カ

国中，日本は21位で英国は25位である。さらに，

同報告書によると「OECD諸国では現在，人口の

10％を占める富裕層の平均所得は，人口の10％

に当たる貧困層の約9倍，すなわち9対1の割合で

ある。しかし，その割合は国ごとに大きく異なっ

ている。北欧諸国や多くのヨーロッパ大陸諸国に

おいてはその割合はOECD平均よりも大幅に低い

が，イタリアおよび日本，韓国，英国にあっては

10対1に達する。イスラエルおよびトルコ，ア

メリカでは14対1，メキシコとチリにおいては27

対1である」（OECD,2011c：22頁）。同報告書

の著者によれば，最も貧しい者と最も富める者と

の差は，最上位10％の平均所得に対する最下位

10％の平均所得の割合となっている。しかしな

がら，390頁にわたる報告書からは，こうした割

合がどのように計算されたのか明らかではなく，

この割合が「重要な結果」の一つとして提示され

ていることを考えると，それは驚くべきことであ

ろう。そこでは，（我々の業績を含め）他の報告

書が示唆するところよりも日本の格差がより著し

いことが提示されていることからも，そうした統

計値を算出するのに用いられたデータと手法のよ

り詳細な考察は，非常に有益で重要なものであっ

たはずである。それ故，そのような報告書が依拠

しているデータ源や手法を再検討し，それが目的

と比較において妥当か否かを評価することは極め

て重要である。

上述した全ての報告書にある関連情報源の出典

によれば，報告書が依拠している所得データは

「所得分配と貧困に関するOECDデータベース」

によるものである（OECD,2011a,b,c）。この

データベースのメタデータ（OECD，2011d）に

よると，英国のデータは「家計調査Family

ExpenditureSurvey(FES)」と「家計資産調査

FamilyResourceSurvey(FRS)」から取って

おり，一方，日本のデータは「国民生活基礎調査」

によるものである。

FESは各年次に10,000件程度のサンプルに基

づいた，家計簿による詳細な支出の記載を含む家

計の支出と所得に関する調査であった。これに対

し，家計資産調査は，家計簿の記載を求めない調

査形態であるが，年次あたり約24,000件程度の

より大規模なサンプルに基づいて個別集団の受給

額や家計状態に関する広範な情報を提供する

（DWP，2011）。英国では，世帯同士の家計収入

を正確に比較できるように用意される「低所得世

帯調査HouseholdsBelow AverageIncome

（HBAI）」があり，当初はFESに基づいていたが

現在ではサンプルサイズの大きいFRSから作成

される。その際に，等価調整として知られる，世
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帯人員と世帯構成の差異を考慮したFRSの所得

の調整が行われる（Adamsetal.，2010；

Palmer，2011）。さらに，同調査には2001年の

国勢調査に基づき改訂された推定人口に一致させ

るための拡大係数が含まれる。加えて，FRSと

個人所得調査データとの比較から高所得者の過少

報告が明らかになったため，「非常に裕福な」世

帯の総所得と純所得に関しては，過小報告を補正

した所得が公開されている（Adamsetal.，

2010）。HBAIは同様に，英国の貧困と所得格差

の分析に広く利用されてきた（Palmer，2011；

Hillsetal.，2010）。

一方，日本の「国民生活基礎調査」は厚生労働

省（MHLW）が主管し，日本における世帯の生

活状態や生活の質について広範な情報を記録して

おり，3年に一度の大規模調査では2万世帯程度

のサンプルが集められる（厚生労働省，2011）。

ただし，同調査では，国勢調査と比較して高齢層

の回収サンプルが多く，また所得に関する調査を

福祉事務所が実施しているために，低所得層の回

収世帯数が多くなっているとの指摘もある。これ

に対し，英国のFESと類似した日本の統計資料

に，総務省が主管し統計局（SB）が実施してい

る「全国消費実態調査」がある。同調査の目的は

「家計の収入と支出，貯蓄と借入金残高，耐久消

費財，居住および居住用財産などの事項に関する

広範な調査を通じて，全国と地域別の世帯におけ

る消費，所得および資産の水準，構造および分布」

といった日本人の生活様式に関わる諸側面の実態

を明らかにすることにある（統計局，2008）。同

調査は1959年に始まり，それ以来5年ごとに実施

されてきた。同調査については，家計簿を記録す

る負担から低所得層の協力率が低くなっていると

の指摘がある。ただし，英国において同様に調査

方の異なるFESとFRSを比較しても調査回収率

も同程度であり，所得分布や調査世帯特性の差も

小さい。

2009年から独立行政法人統計センターを通じ

て，学術研究を目的に「匿名データ」の利用申請

が開始され，全国消費実態調査に関しては，1989

年以降の4時点の匿名データを利用できる2）。同

データの標本サイズは約5万世帯（学生世帯と外

国人世帯は調査から除かれる）であり，同調査に

は総所得や，税金，国民社会保険料などの支出額

に関する情報が含まれる。所得は，階級区分値で

はなく，絶対値で公表されるが，単身世帯では

1,000万円以上，2人の世帯では2,500万円以上の

所得に関してはトップコーディングが適用され，

これら上限所得以上であることしか分からない。

また同データには，標本バイアスを補正するため

の拡大係数が含まれている。

どの日本の統計資料が英国のFES/FRSに基づ

くHBAIと比較する上で適しているのかは，調査

方法のみならず，回収率とそれに関連する欠損値・

拡大係数の計算方法の違い，回収されたサンプル

特性の精緻な比較が本来望まれる。さしあたって，

ここでは匿名データの公開によって個票データの

利用が容易であり，国勢調査と比較して世帯主年

齢や職業構成に大きな違いのみられない資料とさ

れる全国消費実態調査（匿名データ）を用いて，

英国HBAIとの所得格差指標の予備的な比較を試

みることにしたい。

次の段階として，分析で使用する変数が比較に

適切かどうかを確認する必要があった。既述の通

り，HBAIデータは，等価調整と呼ばれる，世帯人

員と構成を調整した所得が追加される（Atkinson,

1983;Adamsetal.,2010）。マッククレメント

（McClements）法とOECD法を用いて算出され

た2種類の（住居費の控除前および後の）等価所

得が含まれる（詳細はAdamsetal.,2010：

213を参照）。本研究では，OECD法3）による住

居費を控除する前の等価所得を使用した。具体的

には，HBAIに表章された等価所得と，日本の全

国消費実態調査から，世帯人員と構成を調整した

等価所得を算出し分析に用いる。日本と英国の所

得分布を直接比較するために，OECDの2005年

購買力平価（1英国ポンド＝203.64日本円;

OECD,2011e）を使って，HBAI2004/05（両

国の所得データが入手できた最新のもの）からの

英国の所得データを変換した。

日本と英国を比較できるよう所得データを選別

し，必要な調整を適用した上で，以下に示す，格
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差と貧困に関する指標を求めた。

●中央値五分位比：全人口のうち富裕層20％の

所得中央値を貧困層20％の所得中央値で除し

た値。この比率は中央値の第1五分位に対する

第5五分位の比率としても知られ，DWPが実

施したHBAIデータによる分析で広く用いられ

る（たとえばAdamsetal.,（2010）を参照）。

●平均値五分位比：全人口のうち富裕層20％の

所得平均値を貧困層20％の所得平均値で除し

た値。これは第1五分位のシェアに対する第5

五分位のシェアの比率としても知られ，『スピ

リットレベル』（Wilkinson and Pickett,

2009）で使用された主要な指標であった。

●所得が等価所得の中央値の50％に満たない人

口：等価所得の中央値の50％に満たない家計

所得で生活している者の総人口に占める割合。

OECDの報告書や日本の貧困率計算などに利用

される代表的な貧困指数である。

●所得が等価所得の中央値の60％に満たない人

口：等価所得の中央値の60％に満たない家計

所得で生活している者の総人口に占める割合。

可処分所得の中央値の60％以下は，英国を含

む欧州連合での公的な貧困指標である。

表1に，全国消費実態調査の匿名データが得ら

れた全年次について，等価所得の五分位別に等価

所得の中央値を示す。表に示された通り，中央値

五分位比は，2004年に3.99へ低下するまで，

1989年の3.70から1999年の4.08へと1990年代

をとおして増加している。日本では，1989年に，

昭和時代が終わり，戦後の黄金時代として認識さ

れる時代が終焉した（Brinckmann,2008）。そ

して，日本の資産バブルが崩壊し（Brinckmann,

2008;Wood,1992），日本の「失われた10年間」

と表現される時期が始まったのも，まさにこの頃

である（CallenandOstry,2003;Saxonhouse

andStern,2004）。不動産市場と株式市場が暴

落した後に，1990年代に富の分配はより公平に

なった（Jones,2007）。ただし，この10年間を

「失われた10年間」と表現することに誰もが同意し

ているわけではない。たとえば，Brinckmann

（2008）は，それを転換の時期，すなわち「マゼ
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Ⅵ 1989年から2009年における所得格差と

貧困の指標に関する日本と英国の比較

表1 等価所得の五分位集団別にみた等価所得中央値と中央値五分位比，日本，1989-2004年

年
五分位集団別等価所得中央値（万円／年） 全体の平均値

（万円／年）

中央値

五分位比Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

2004 219 341 446 584 875 509 3.99

1999 231 364 479 627 945 545 4.08

1994 235 363 474 610 904 536 3.85

1989 201 306 394 507 746 448 3.70

全国消費実態調査匿名データによる

表2 等価所得の五分位集団別にみた等価所得平均値と平均値五分位比，日本，1989-2004年

年
五分位集団別等価所得平均値（万円／年） 全体の平均値

（万円／年）

平均値

五分位比Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

2004 207 340 446 587 965 509 4.67

1999 217 365 481 632 1030 545 4.74

1994 221 364 475 617 1006 536 4.56

1989 190 306 396 511 837 448 4.41

全国消費実態調査匿名データによる



ランの10年間」と言い表している。

表2は日本の1989年から2004年における等価

所得の五分位別にみた平均値（年間所得）と平均

値五分位比を示している。中央値と同様に，

2004年に4.67へ低下する前には1989年の4.41か

ら1999年の4.74へ増加した。第1五分位の所得の

平均値が1994年から1999年にかけて名目で減少

し（年間221万円から217万円へ），2004年まで

にさらに落ち込んでいる。その他全ての五分位

（と総人口の平均値）は1999年から2004年に減

少した。こうした傾向は1990年代初めに生じた

不動産と株式市場の暴落の直後に日本が経験した

デフレーションと対応している（Hamadaetal.,

2011）。

表3には，日本のデータと同一の年次について

FRSデータを入手できた年次と，FRSが公表さ

れた最新年次（2008/09）について，英国にお

ける五分位別の等価所得の中央値（毎週の家計所

得）と中央値五分位比を示す。表中に示す通り，

全ての年次で同比は日本よりもはるかに高い。経

年的な変化を見ると，同比は1994年から2000年

にかけて5.09から5.23へ増加した。その後，同

比は2004/05年に4.99へ低下し，2008/09年に

は再び5.14へ上昇する。両国で共通して得られ

る2004年においては，英国の中央値五分位比は

（日本より）1程度高く，最も大きな差は1994年

（1.24）に記録される。

表4に，等価所得の五分位別に，その平均値と

平均値五分位比を示す。それに対応する日本の数

値（表2）を比較すると，同比は英国の方がはる
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表3 等価所得の五分位集団別にみた等価所得中央値と中央値五分位比，英国，1994-2009年

表4 等価所得の五分位集団別にみた等価所得平均値と平均値五分位比，英国，1994-2009年

年
五分位集団別等価所得中央値（ポンド／週） 全体の平均値

（ポンド／週）

中央値

五分位比Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

2008/09 232 363 516 730 1192 681 5.14

2004/05 202 313 447 626 1008 577 4.99

1999/00 160 247 368 524 837 473 5.23

1994/95 129 193 289 412 656 363 5.09

HBAI/FRSによる

年
五分位集団別等価所得平均値（ポンド／週） 全体の平均値

（ポンド／週）

平均値

五分位比Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

2008/09 199 365 518 735 1590 681 7.99

2004/05 188 314 449 633 1302 577 6.93

1999/00 150 248 369 528 1071 473 7.13

1994/95 119 195 291 417 794 363 6.65

HBAI/FRSによる

表5 五分位比の英国と日本との比較

格差指標／年 1994 1999 2004

（1）日本の中央値五分位比 3.85 4.08 3.99

（2）英国の中央値五分位比 5.09 5.23 4.99

日英の差（2）－（1） 1.24 1.15 1.00

（3）日本の平均値五分位比 4.56 4.74 4.67

（4）英国の平均値五分位比 6.65 7.13 6.93

日英の差（4）－（3） 2.09 2.39 2.26

英国と日本における社会格差
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かに高いことが分かる（その隔たりは五分位別の

中央値での差よりもさらに大きい）。二国間にお

ける平均値五分位比で最も大きな差は1999年に

記録された（英国では7.13であり，日本では

4.74）。表5には，英国と日本で，共通してデー

タが得られる年次に関して，平均値と中央値の五

分位比，およびその日英の差を整理した。なお，

日本のデータは高所得者層のトップコーディング

がなされており，たとえば二人以上の世帯では

2,500万円以上の所得水準はすべて2,500万円と

扱われている。そのため，もっとも所得水準の高

い五分位集団の等価所得平均値が過小評価されて

いるかもしれない。しかし，日本の2004年全国

消費実態調査集計表からは等価所得に基づく年間

所得10分位集団別の平均所得が得られる。これ

を利用すると，平均値五分位比は4.64であり，

トップコーディングされた場合との差がほとんど

みられない。等価所得の計算方法が異なること4）

を考慮しても，ここで得られた日英の差はトップ

コーディングによる見かけの差ではないものと考

えられる。

両国の最新データ（2004）を用いて，さらに

詳細に所得分布の違いを検証する必要もある。そ

こで，日本の総所得（単位：万円）と英国の総所

得（前章で述べた購買力平価レートで日本円に換

算）の度数分布を求め，これを図示したものが図

2である。

英国における高所得世帯に所属する人口割合は

日本のそれより一貫して高い（特に2004年に

2,500万円を超す収入のあった非常に裕福な所得

グループにおいて）。これは他のOECD諸国，特

にアメリカと英国よりも日本の最上位所得（層）

のシェアは極めて低いと示唆する先行研究と一致

する（PikketyandSaez,2006;Alvaredoet

al.,2011）。それにもかかわらず，英国に比べ，

日本では所得が非常に低い層の割合が高いという

ことも興味深い。この点は日本の貧困に関する最

近の分析結果とある程度対応する（Abe,2011）。

表6と表7は，日本と英国それぞれの推定貧困

率を示しており，これは等価所得の中央値の50
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図2 英国と日本における所得分布，2004年

全国消費実態調査匿名データ（日本）およびHBAI/FES（英国）による



％あるいは60％に満たない世帯で生活している

世帯人員数の，総人口に対する百分率として定義

される。日本の可処分所得のデータを利用できな

かったことから，両国間で比較ができるように総

所得の値を用いて，この数値を計算した。英国で

は，可処分所得の中央値に基づく公表値の方が明

らかに低いことから，日本でも同様に，可処分所

得のデータが利用できるならば，そうした数値が

低くなると予測される。以上の日本の全国消費実

態調査と英国のHBAI（FRS）とを用いた比較に

おいては，全年次を通じてすべての格差指標が日

本よりも英国で極めて高いとの結果が得られた。

1980年代以降，日本の長寿を説明する上で，

日本の所得分配がしばしば議論され（Marmot

andDavey-Smith,1989），それは『スピリッ

トレベル』の出版に端を発した最近の論争におい

て，重要な論点となっている。とりわけ「スピリッ

トレベル」仮説は，所得分配と健康との関係は，

経済構造が社会関係に及ぼす影響から来る心理社

会的な側面によって規定される（Wilkinson

andPickett,2009）。この仮説では，所得格差

が小さくなるほど，結束力が強く，信頼と協力が

育まれ，社会的ストレスも少ない社会が生まれる

とされる。

WilkinsonandPickett（2009）の業績に加

えて，進行中の追跡調査（TheEqualityTrust,

2001）によって，一社会の所得分配に影響する

社会的，経済的政策が当該社会を構成する人々の

心理社会的な福祉に，極めて重要であるというこ

とが，明らかになりつつある。そうした証拠によ

ると，もし英国で所得格差が半減されるならば，

国内の殺人率も半減し，精神疾患は2/3に減り，

肥満者の割合も半減して，収監は80％減り，10

代の出産は80％少なくなり，信頼の水準は85％

高まることになると言われる（TheEquity

Trust,2011）。今後，より質の高い最新の所得

格差に関する統計資料を用いた分析を行い，一国

の所得格差を是正することで生じる効果を理解す

ることは，きわめて重要な課題である。

本稿で整理された先行する研究や本稿で追加さ

れた作業に基づく日英比較の知見は，「スピリッ

トレベル」仮説とおおむね整合的なものである。

ただし，可処分所得による評価や地域間格差の考

慮といった論点の拡大に加え，統計の国際比較の

難しさを鑑みれば，両国における統計調査の方法

とそのバイアスおよびその補正方法など統計デー

タの性質に関する慎重な検討を，さらに積み重ね
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Ⅶ おわりに

表6 日本の推定貧困率

表7 英国の推定貧困率

中央値の50％より下 中央値の60％より下

2004 10.3％ 16.4％

1999 10.8％ 17.0％

1994 10.2％ 16.3％

1989 6.4％ 10.1％

全国消費実態調査匿名データによる

中央値の50％より下 中央値の60％より下

2008/09 14.2％ 21.8％

2004/05 14.0％ 22.2％

1999/00 16.2％ 24.7％

1994/95 15.5％ 24.9％

HBAI/FRSによる

英国と日本における社会格差



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

ることが必要である5）。本研究の所得分布の比較

結果によれば，現在においても日本は英国よりも

社会格差の小さい社会と捉えられるが，格差の拡

大が社会心理的なプロセスを経て人々の生活や健

康に影響を及ぼすまでのタイムラグなど，「スピ

リットレベル」仮説の妥当性をより明確にする上

で，両国の今後の推移を注意深く追跡することが

望まれる。
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注

1）原書タイトルにあるSpiritLevelには二つの

意味が含まれているようである。1つは水準器

（水平であるかどうかを判定する機器）であり，

社会的な平等さを測ることの重要性を暗示して

いる。いま1つは，物質的レベルに対する精神

的レベルあるいは意識のレベルとでも表現すべ

き意味であり，心理社会的な諸過程の重要性を

示唆している。

2）全国消費実態調査の匿名データには，リサン

プリングやトップコーディングなどの匿名措置

が適用されているため，匿名データから求めら

れた値と，全国消費実態調査の公表されている

統計票の値とは完全には一致しない。

3）等価所得の方法は複数ある。一般的には，世

帯の総年間収入をその世帯についての等価尺度

値で除した値を等価世帯所得とする。本稿で利

用した修正OECD法では，一人の成人（基本的

には世帯主）を0.67，二人目以降の成人および

14歳以上の子ども一人につき0.33，14歳未満の

子ども一人につき0.20の値を足しあわせて，そ

の世帯の等価尺度値とする。

4）世帯人員の平方根を等価尺度値とする等価調

整値である。修正OECD法との違いは主に低年

齢層の子どもを養育する比較的若い世代の等価

所得に顕れる。全国民を対象とした相対所得の

指標（所得格差や貧困率）の計算値の場合，修

正OECD法の結果と大きな違いは生じない

（2004年の匿名データによれば，5分位比で0.1

のオーダーのずれが生じるに過ぎなかった）。

5）日本では全国消費実態調査と国民生活基礎調

査の間で得られる指標値の乖離が大きく，両者

を含めた調査方法やサンプル特性の国際比較も

検討すべきであろう。
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「子どもの貧困」は多くの国に共通する深刻な

社会問題であり，さまざまな対策が講じられてい

る。有子家庭に対する現金給付は，その中核とな

るプログラムであるが，その歴史や現状は，国ご

とに大きく異なっている。本稿では，イギリスと

日本における児童手当・子ども手当に焦点を当て，

子どもの貧困対策の現状と課題について両国を比

較しつつ整理してみたい。

1-1 イギリスにおける家族手当と福祉国家の

成立

イギリスでは，1945年まで，子どもの経済的

なニーズ充足に対する国家責任というものは認識

されていなかった。生活困窮世帯に対しては救貧

法とワークハウスが用意されていた。1911年以

降，失業保険による手当が導入され，1933年以

降，失業給付が導入されたが，これらは特に子ど

もをターゲットにしたものではなかった。しかし

ながら，議会の自由党議員のエレノア・ラズボー

ン（EleanorRathbone）は，子どもの貧困問題

を緩和し，それが母親に支給された場合には，よ

りジェンダー間の平等が達成され，そして出生率

を高めるという理由から，家族手当の導入を提唱

した（Rathbone1924）。1930年代のイギリス

において，出生率は人口置換水準を下回っていた

のであった。

当初，家族手当の計画は，労働組合の強い反対

にあった。労働組合は，「家族賃金」を求めてい

たのである。しかし，家族手当は，1942年のベ

ヴァリッジ報告の中で採用された。その主要な前

提は，失業保険による給付が，就労インセンティ

ブを損なうことなく十分な水準で支給されるとい

うことが前提であった。

家族手当法（FamilyAllowanceAct）は，

1945年に当時の保守党政府の下で成立した。賃

金引上げ要求を抑えることが，その主要な動機で

あった。しかしながら，家族手当は，第2子以降

が対象であり，その給付水準もベヴァリッジの提

案よりも低いものであった。なお同時期に，無料

の学校給食，出産への補助,妊婦や母親への食糧

給付，社会扶助制度や保険給付における養育加算，

国民保健医療サービス（NHS）の実施による医

療サービス受給時の負担無料化が行われている。

また，すでに所得税制度においては，子どもにつ

いて控除が実施されていた。これらのシステムは，

基本的に普遍主義的な原理に基づいて実施されて

いた。

ところが，制度開始直後から問題が浮上するこ

ととなった。家族手当の水準は低く，公的扶助制

度では住宅コストが換算されている一方，社会保

険や一般雇用においては住宅コストに対応する給

付がなく，公的扶助の水準が社会保険よりも高く

なり，低賃労働者の就労インセンティブを脅かす

こととなった。そこで，後に，所得制限付きの住

宅手当とカウンシル・タックス給付が導入される
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ようになった。また，NHSのコストが高いこと

から，処方箋と歯科の治療が有料となった。この

ように，制度の性格は，普遍主義的なものから，

選別主義的なものへと変化し始めたのである。一

方，税制における子どもについての控除は，家族

給付と並行して実施されていたが，財政的に家族

給付よりも負担が大きいこと，非課税世帯にとっ

ては援助にならず，高額所得者にとってメリット

のあるものとなっていた。

1-2 子どもの貧困の再発見

1960年代前半になると，戦後の福祉国家シス

テムの下で，子どもの貧困問題が依然として存在

すること，そしてそれが深刻であることを示す研

究成果が発表されるようになった。1965年に出

版されたthePoorandthePoorestをきっかけ

に， ChildPovertyActionGroup（CPAG）

が設立され，家族手当の改善に向けてのキャンペー

ン活動が展開されるようになった（Smith,A

andTownsend,P1965）。1970年の総選挙で

は，家族手当の増額を公約した保守党が勝利した

が，保守党政府は，家族補足給付（Family

IncomeSupplement：FIS）を導入した。FIS

は，週4時間以上就労している世帯を対象にした

所得制限付きの給付であった。5週間の就労収入

が基準とされ，母親に支給され，その後の所得の

変動に関係なく6か月間支給される。二人親もひ

とり親も同額の所得制限基準が設定された。FIS

の捕捉率（take-up）は大変低く，課税所得ライ

ンに近いところで設定されており，貧困の罠の問

題を引き起こすこととなった。しかしながら，

FISは1980年代に，家族クレジット（Family

Credit）となり，その後，1990年代に就労家族

タックスクレジット（WorkingFamiliesTax

Credit），児童タックスクレジット（ChildTax

Credit）となった。そして，2013年には，ユニ

バーサル・クレジット（UniversalCredit）が

導入される予定である。

一方，CPAGによる長いキャンペーンの後に，

児童税控除と家族手当は統合されて，1978年に

児童手当（ChildBenefit）となり，またひとり

親世帯を対象とした手当（OneParentBenefit）

が導入された（現在は廃止されている）。現在，

児童手当は，すべての子どもを対象とし，第1子

に週20.3ポンド，第2子以降に13.4ポンドを支給

している。

普遍主義的児童手当に対しては，現在でも賛否

両論がある。反対意見としては，裕福な家族にも

支給する必要はない，コストが高い，大家族，低

年齢の子どもなどに対象を限定した方が効果的で

はないか，高額所得者には課税すべきである，子

育ては家族の責任である，無責任な出産を奨励す

る，現金給付は制度の目的のために使われない

（バウチャーの方が効果的である）などがある。

これに対して，賛成意見としては，水平的な再分

配による公平性が確保される，子どもは社会にとっ

て重要な資源であり，親だけがその責任を引き受

けるべきでない，出生率の向上に寄与する，女性

に対してメリットがある，就労意欲を高めるのに

役立つ，家族を取り巻く状況に変化があった場合

でも，確実な収入源を提供するというものであっ

た。OECDの30か国中，20か国で普遍主義的シ

ステムが採用されている。

1979年にサッチャー政権が登場して以降，児

童手当は，他の社会保障給付と同様に，放置され

ることとなった。これは，失業率の増加や，労働

市場の変化と組み合わさることで，子どもの貧困

の急速な増加をもたらすこととなった。以下の図

1に示すように，子どもの貧困は3倍となった。

1-3 子どもの貧困撲滅

上記のような議論を受けて，1999年に，当時

のブレア首相は，子どもの貧困の撲滅に取り組む

ことを宣言した。「私たちの歴史上の使命は，私

たちが子どもの貧困を永遠に撲滅した最初の世代

となることである。それは20年を要する事業で

あるが，達成可能であると信じる」と宣言したの

である。そのための戦略としては，インフレを抑

え高い雇用率を維持できる経済運営，「福祉から

就労」の戦略，児童タックスクレジットや児童手当

など就労者が受給できる手当（inworkbenefit）

の拡大，最低賃金の引き上げ，子どもに関する就
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労外手当（outofworkbenefit）の拡大，サー

ビス給付への投資の拡大・医療，教育，チャイル

ドケアへの支出拡大，子どもの関する社会サービ

スの実施体制の再編などが含まれる。さらに，

2010年，全政党が賛成の下で，子どもの貧困対

策法（ChildPovertyAct）が可決され，2020

年までに子どもの貧困を削減する新たなターゲッ

トが設定された。この法律は，子どの貧困撲滅に

向けた一連の流れのピークであった。

図2は，2009年における子どもに対する給付シ

Vol.48 No.164

図1 Childpovertyrate%childreninhouseholdswithequivalentincomelessthan60%contemporaryincome

Source:DWP(2011)

図2 Netdisposableincomeforacoupleplustwochildrenbeforehousingcostsbyhourssupplied
attheminimumwagefromApril2009.Rent=￡60aweek,CouncilTax=￡18.00aweek

Source:MicrosimulationmodelderivedbyProfessorSteveWilcox



ステムの全体の構造を示したものである。横軸は

最低賃金で就労する労働者の就労時間，縦軸は一

週間の可処分所得を示している。例えば，非就労

世帯は，児童手当，児童タックスクレジット，所

得補助（求職者手当），住宅手当，カウンシル・

タックス手当を受給することになる。そして，稼

ぎ手が週16時間就労すると，就労タックスクレ

ジットの受給へと移行する。この図に関して，次

の3つの点について注目する必要がある。第1に，

もしフルタイムで就労したとしてもその可処分所

得は，貧困ラインを越えない。第2に，どれほど

就労時間の増加に関わらず，所得の増加のペース

は極めて平坦である（いわゆる貧困の罠）。第3

に，低賃金の労働者に対して，国家が相当大きな

支出を行っていることである。

経済的状況が悪化する前は，イギリスの雇用率

は歴史的にも高い水準であった。子どもの貧困率

は順調に低下し，2004-05年度までに，貧困率を

25％減少させるという目標はほぼ達成でき，そ

して，子どの貧困のギャップを減少させることが

できた。図3は，1998年以降，子どもの貧困の状

況の変化を示したものであり，点線は子どもの貧

困対策法による貧困撲滅の目標値に達すための予

想値を示している。

1-4 経済危機の影響

その後，イギリスは深刻な不況となり，2010

年には新たな連立政権が成立した。新政権は，

2013年までに800億ポンドの財政赤字を削減す

るとし，その25％を増税により，そして残りの

75％を公的サービスの削減と公的セクターの人

員削減によって行うこととした。新政権の実施し

た削減のための政策パッケージは，極めて逆進性

が強く，高齢者よりも子どもに関する支出を直接

ターゲットにしている。児童手当は，3年間凍結

され，2013年からは税制を通じて高所得者から取

り戻すことが予定されている。16歳から18歳の子ど

もを学校につなぎとめるために実施されていた教育

費に関する手当，妊婦に対する給付，児童信託基

金は廃止された。児童タックスクレジットも削減さ

れ，2011年には，政府は，CTCをインフレ率以上

にアップデートするという約束を反故にした。将来

的には，すべての手当の水準の見直しは，小売価格

指数（RetailPriceIndex）ではなく，消費者物
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価指数（ConsumerPriceIndex）で行われるこ

とになる。そして，付加価値税は17.5％から 20％

へ引き上げられた。

これらの結果，子どもの貧困は，現在増加してい

る。IFS研究所の推計によれば，相対的な子どもの

貧困は，2009/10and2012/13に約19％の水準

で推移し，その後，2020年までに，24.4％に上昇

する。絶対的な子どもの貧困は，2009年に，17％

から2013年に，23.2％となり，そのまま 2020ま

で推移するとしている（Breweretal2011）。

そして，ユニバーサル・クレジットが導入により，

2013年にすべての稼働年齢層に対する手当が統合

される予定である。すでに，実施に関して，ITシス

テムが機能するかどうか懸念が高まっている。また，

このクレジットは，住宅手当に上限を設定すること

になり，ロンドンなど家賃の高い地域の世帯に大き

な影響を与えることになる。さらに，障害者の就労

について，障害の程度についても再評価されること

になっている。このため，2009-10年度と比較して，

2012-13年度の中位世帯所得は7％も低くなり，高

いインフレと賃金の低下のために，そのまま，2015-

16年度まで，2009-10年度を下回ったままになると

いう特異な状況が予測されている。

現在のところ，政府の戦略は機能しているとは言

えない。失業率は依然として上昇しており，特に若

年層の失業率は，記録的な高い水準にある。経済

成長は事実上ゼロであり，民間セクターは，公的セ

クターで削減された雇用の受け皿にはなっていない。

財政赤字削減の目標は達成できておらず，ユーロ圏

の経済危機によって，さらなる不景気に直面するこ

とが懸念されている。

2-1 児童手当から子ども手当へ

日本の子ども手当の展開は，イギリスとは異なる。

児童手当が導入されたのは，歴史的にはイギリスよ

りずっと遅く，1970年代初頭のことであった。福

祉国家の拡充が経済発展の程度と関係しているとし

ても，日本が1960年代初頭に国民皆保険・皆年金

制度を整備したことを考えると，子どもに関する社

会手当の実施は遅かった。ベヴァリッジ構想に家族

手当を含め，戦後直後に実施したイギリスとのスタ

ンスの違いに注目すべきであろう。

日本において児童手当の実施が遅くなった理由と

しては，さまざまな理由が指摘されてきた。第1に，

子育ては家族の責任であるという意識が強く，不必

要な公的介入はすべきでないと考えられていた。第

2に，企業の賃金体系の中で，家族に関する手当が

実施されていたことなどがあげられる。第3に，政府

の政策の優先順位であり，経済成長が優先されたこ

と，少なくとも，高度経済成長期において少子化が

大きな問題として認識されていなかったことも，そ

の理由の一つであろう。要するに，戦後の経済成長

の時期，家族と雇用が安定する中で，特に，子ど

もに関して社会保障給付の必要性は認めらなかった

ということになろう。それでも，1970年代において，

少子化が徐々に進行し，また，福祉元年の時期に

福祉プログラムが拡大への国民の期待が高まる中，

児童手当が導入されることになった。

よく知られているように，日本の児童手当法には，

2つの目的が掲げられていた。1つは，有子家庭に対

する経済的な安定であり，もうひとつは，子どもの

健全な発達とウェルビーイングをもたらすことである。

しかしながら，これらの目的は，解釈の幅が広く，

結果として不明瞭であり，社会において手当の位置

づけを明確にすることができなかったと言える。この

ことが現在の子ども手当をめぐる問題の遠因となっ

ている。

1972年に実施された当時，児童手当は，義務教

育期間までをカバーする計画で第3子以降の子に対

して3000円からスタートし， 1975年には

5000円を支給するようになった。所得制限付きの

手当であり，また，財政的に事業主や自治体の負

担がある複雑な制度であった。この点もイギリスと

の大きな違いである。給付額については，当時の物

価水準を考えると，現在の価値よりも高かったとい

う理解も可能かもしれないが，その後，据え置かれ

その実質価値は低下したことになる。

一方，その本質については，ジェンダーバイアス

に関する指摘も行われてきた。イギリスなどでは母

親を受給者と想定しているのに対して，日本では，
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事業主負担があり，父親が受給者と想定されている

ことで，家族賃金の補足物としての性格を残存させ

ることとなった（北 2002a）。

第1次オイルショックの後，児童手当の削減が始

まる。手当の水準は10年間，固定されたままであっ

た。当時，いわゆる「日本型福祉社会」が論じら

れるようになり，西欧型福祉国家への否定的な見解

が広まり，家族機能と自助精神を強調する残余主

義的な福祉システムが正当化されるようになった。

この時代の政策の特徴は，言うまでもなく，福祉

削減である。児童手当は，そのメインターゲットと

なり，給付水準が固定化されただけでなく，受給資

格についても限定化が進み，1990年代初頭には，

3歳未満の児童に限定されるようになった。対象児

童は，第1子からになり，第3子以降は10000円と

なったが，少子化の進行を考えるとこれをそのまま

受給対象の拡大と理解することはできない。

1990年代になると，ようやく状況が変化するよ

うになる。少子高齢化の進行と核家族化によって，

これまでの残余主義的な家族モデルの限界が理解さ

れるようになり，家族に関する社会的給付が積極的

に行われるようになった。当初は，保育などサービ

ス給付の拡大に限定されていたが，やがて，有子家

庭に対する経済的支援が徐々に拡大するようになっ

た。児童手当について支給対象年齢が引き上げられ，

2006年には小学校修了までの児童が対象となった。

また，支給水準も引き上げられ，2007年以降，3

歳以下の子どもに対する給付が10000円に拡大する

とともに，所得制限ラインも引き上げられることと

なった。

また，21世紀初頭の社会経済状況の悪化により，

現役世代に対する貧困のリスクが現実的なものとし

て受け止められるようになった。少子化の進行の背

景に，若年層の失業や雇用の不安定化があることが

認識されるようになり，21世紀初頭の新自由主義

的改革がもたらした「格差」の問題が注目を集める

ようになった。そして，日本の「子どもの貧困」に

ついて現状や再分配システムの問題点についても指

摘されるようになってきた（山野 2008阿部 200

8など）。

2009年の総選挙において，民主党政権は16歳未

満の子どもに対して，世帯の所得に関わらず，一律

26000円の「子ども手当」を支給することを掲げた。

実施の費用は，支出の組み替えと税控除の廃止等

によって捻出されることになっていた。これらは，

高校の授業料の無償化など合わせて，公約の目玉

であった。総選挙後，ともかくも，2010年，完全

実施時の半額（13000円）で日本最初の普遍主義

的児童給付がスタートしたのである。

2-2 子ども手当の迷走

しかしながら，その後の子ども手当は，その制度

実施にむけた見通しの甘さや政治状況の変化などに

よって，大きな困難に直面することとなったのは周

知の通りである。早くも2010年夏には，財政状況

から完全実施が困難であるという見通しが発表され，

子ども手当は野党の格好の攻撃材料となった。財

源の見通しが甘かったことに加えて，消費税の引き

上げという選択肢を放棄すれば，財政的に行き詰っ

てしまうのは自明である。しかしながら，問題とさ

れたのは直接的な費用の確保だけではない。日本の

これまでの福祉システムの在り方と深く関わってい

る。

まず，「普遍主義システム」そのものへの批判が

ある。子ども手当に関しては，保守系の政党やメディ

アから「バラマキ」という語が付せられて批判が行

われる。「バラマキ」という言葉は，対象を限定せ

ずに給付することを形容しているものと解釈できる。

ここには，普遍主義についての誤解がある。特に，

日本においては，社会保障システムを，給付される

場面でのみ理解される傾向があるという問題を示し

ている。給付時点で対象を限定していなくても，負

担の在り方が累進課税の仕組みの中で理解されれば，

つまり，所得再分配の仕組みが理解されればこれほ

ど取り上げられるはずのない批判である。また，そ

れまでの税制度上の所得控除の仕組みの問題点など

も十分に理解されているとも言いがたい。普遍主義

的なシステムへの無知と無理解をこれほど端的に示

す言葉はないであろう。さらに，普遍主義への反発

への背景として，子育ては親の責任という意識があ

ることとの関係が指摘される（武川 2011：49，

菊池 2011：37）。今回の子ども手当への批判は，

Summer'12 67子どもの貧困対策と現金給付



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

もともと，「社会福祉」や「社会保障」に関して，

限定された対象者に実施するものとする残余主義的

なシステムを基本としてきたことと深く関係してい

ることは間違いないように思われる。

第2に「バラマキ」という批判は，おそらく「現

金給付」であることと無縁でない。「本当に子ども

のために使われるか不明」とか「貯蓄に回る」とい

う批判が発生する。現金のもつ交換性や保存性のメ

リットを評価しないのは極めて一面的と言えよう。

また，現金給付と対比させる形で，サービス給付を

優先すべきであるという批判がある。確かに，待機

児童の問題が深刻な問題であることは否定できず，

保育に関してサービス給付の拡大を求める意見は理

解できる。しかし，これは「現金給付」の必要性と

は直接関係のない議論である。注意しなければなら

ないのは，「手当」か「保育」かという「二者択一

の政治」の流れに無意識に巻き込まれてしまってい

て，総合的な施策が必要にもかかわらず片方だけに

自己規制するという奇妙な状況になっていることで

ある。ブレア政権下で，現金給付もサービス給付も

拡大したことが想起されるべきであろう。同時に，

サービス給付の拡大は，就労中心の貧困対策と関

係があることに留意すべきである。ワーキングプアの

問題が顕在化している状況下で就労せざるを得ない

こと自体についてよく議論を行わなければならない。

第4に，今回の子ども手当の迷走は，厳しい財政

状況の中で，「後発制度」へ反発という理解ができ

るように思われる。日本において，子どもへの施策

の優先順位が低いということとも関係がある。例え

ば，日本型福祉社会の行き詰まりの中で，「介護の

社会化」を掲げた公的介護保険制度が2000年にス

タートしたのに対して，子育ての領域への制度拡大

は限定的である。ひとり暮らしの高齢者の増加や介

護者の高齢化の問題への理解と比較して，子どもの

養育は依然として親の責任という風潮が強いという

ことになるのではないか。年金や介護保険制度の見

直しが必要な時期に，子どもに関しての新らたなプ

ログラムを拡大する余裕はないということになろう。

高齢者の給付を削減と引き換えに子育て支援を行

うことへの消極的な姿勢の可能性が指摘される（菊

池 2011：37）。

この迷走は，結局のところ，「子ども手当」の目

的が何かを明確にできてこなかったという点に行き

着くことになる。「少子化対策」という説明に対し

ては，「手当の実施で子どもの数が増えるのか」と

いう反論が行われる。「子どもの健全育成」という

説明に対しては，「現金給付が何に持ちられるか不

明である」という批判が行われる。「貧困対策」と

いう説明に対しては，「どうして高額所得者に支給

するのか」という疑問が出される。「子どもに関する

消費を刺激する経済対策」という意見に対しては，

「貯蓄に回る」ことへの批判が出される。社会保障

制度全体における子ども手当の位置についての説明

ができなかったということになろう。

実施からわずか1年で子ども手当は大幅に見直さ

れることとなった。2011年10月からは，年齢別に

支給額が変更され，3歳以下の子どもに対しては15

000円，他の子どもに対しては10000円となった。

さらに2011年8月に子ども手当の廃止が決定され，

2012年から所得制限が復活することとなった。所

得制限のラインは，960万円に設定されることなり，

その制限にかかった世帯には，減額された手当が支

給されることとなった。

続いて，国際比較の視点から子どもの貧困対策

の現状を見てみたい。まず，イギリスと日本では，

家族に対する支出水準が異なる。労働党政権下で

の子どもの貧困対策の拡大により，イギリスの家族

関係給付への支出は，OECD諸国の中で，フラン

スに次いで多い。一方，日本の支出は，OECDの

平均以下であり，イギリスの半分であり，アメリカ，

ギリシャ，韓国，および他の新興国と同様，下位グ

ループを形成している。また，両国による支出の内

訳の違いも顕著である。イギリスは，現金給付が半

分以上を占めるのに対して，日本は税控除に大幅に

依存しており，その割合の大きさはアメリカに次ぐ

ものである。

図6は，ユニセフによる子どもの貧困に対する国

際比較のデータである。OECD諸国の中で，イギリ

スは，依然として高い割合を示しているが，日本は
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それよりもさらに高い貧困率を示している。なお，

イギリスは，1995年から2005年までの10年間に子

どもの貧困率を下げることに成功した7つの国のうち

の一つである。図7は，各国の税と社会保障制度に

よる貧困削減の効果を示すものである。イギリスは，

2009年までにEU諸国の中で最も所得再分配が行

われている国であり，逆に日本は再分配機能が最も

小さい国の一つである。日本は，支出の水準が低い

だけでなく，税や社会保障制度の構造自体にも問

題を抱えているということになる。図7では，日本の

子どもの貧困率は，税と社会保障による再分配シス

テムを通じて悪化するという結果を示している。
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図4 Publicspendingonfamilybenefitsincash,servicesandtaxmeasuresPercentageofGDP,in2007.

Source:OECDFamilyDataBasePF1.1

図5 各国の社会保障給付費の構成比（2005年）:OECD

出所：内閣府 子ども・子育て白書 平成22年版 p.18
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なぜ，子どもの貧困を憂慮すべきなのか。まず，

道徳的な議論がある。世界中，ほとんどの宗教が，

貧しい人たちに手を差し伸べるべきであると教えて

いるはずである。次に，社会正義の議論がある。罪

のない子どもが親の所得によって将来が左右される

のは不公平だからである。さらに，経済的な議論が

ある。子ども貧困を放置することで，将来の人的資

源に十分な投資がされず，生産性を落とすことにな

り，また，貧困問題は，衛生，疾病など，すべての

市民に影響する社会問題と関連している。子どもの

貧困を放置することは，年間GDP比で1％相当のコ

ストとなるという指摘もある（Hirsch2008）。最

後に，子どもの貧困は，政府の政策評価の主要な

指標の一つである。子どもの貧困は，政策の失敗を

示すものである。

イギリスは，90年代後半以降，積極的に子ども

の貧困対策に取り組み，順調に成果をあげてきたと

評価できる。しかし，国際的な経済危機や政権交

代等によって，貧困撲滅という目標達成が危ぶまれ
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図6 ChildpovertyratesintheOECD(<50%median)circa2008

Source:AnalysisforUNICEF(2012)



ている。

一方，日本はさらに困難な状況にある。これまで

見てきたように，いくつかの国際比較研究は，日本

の子どもの貧困対策に問題を抱えていることを示し

ている。日本は，家族に対する支出を増加させる必

要があるだけでなく，その税と社会保障給付の構造

自体を改革する必要があるということになろう。し

かしながら，そのハードルは高い。

まずは，子ども手当の迷走についての総括が必要

ではないか。西ヨーロッパにおいては広く定着して

いる給付のシステムが日本に定着しなかったことへ

の批判もあろうし，それでも，1980年代と比較す
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図7 Childpovertyratesbeforeandaftertransferscountriesrankedbythepoverty
reductionachievedbytransfers

Source:AnalysisforUNICEF(2012)

子どもの貧困対策と現金給付



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

れば，拡大されたシステムが今後も存在する点を少

しは評価できるかもしれない。また，現状では，政

党間の政治的駆け引きの材料となっている側面もあ

るが，どのような政権が成立したとしても，児童手

当は，少子化対策の中で一定の位置を占めることは

間違いないかもしれない。しかしながら，上記のよ

うな残余主義的な福祉システムに関わる問題を抱え

たままでは，大きな制度改革や拡充は不可能であろ

う。総じて，日本の社会保障制度は，各制度に個

人の損得論で議論される傾向にあり，多くのメディ

アの報道で見られるように，「個人にとって損か得か」

という情報だけが流布されることが多い。個別家計

の損得勘定だけで，社会保障制度が議論されるなら

ば，それ自体に問題があると言わなければならない。

これは，世代ごとに損得を論じる年金制度の不公平

問題にも共通する点である。現在の日本の状況から

は，誰も損をしない制度改革などあり得ないはずで

あり，また，自分に直接関係のない制度に無関心で

あるならば，社会保障制度は成立しえない。

イギリスとの対比で言うならば，福祉国家のプロ

グラムの整備期から，子どもの対する給付が大きく

出遅れたという点が日本の特徴である。そして，そ

の遅れが取り戻せないまま現在に至っている。また，

イギリスでは，子どもの貧困対策法が成立するなど，

子どもの貧困対策について一定の政治的コンセンサ

スが存在するのに対して，日本にはこれが欠如して

おり，子どもの貧困対策に超党派で取り組むような

動きは見られない。高齢化の進展とともに，社会保

障関係の支出が増加する中，社会保障財政の状況

が厳しいことは間違いないが，財政面だけでなく政

治面で問題を抱えていることを認識すべきであろう。

子ども手当の迷走にみられるように，子育てを社会

的に支えるということへの理解が広まっているとも

言えない。次世代への投資についてコンセンサスが

形成されているとは言い難い状況にあるということ

になる。

今回の子ども手当制度の迷走は，バラマキという

イメージを付着させ，社会全体で子育てを支援する

という考え方に否定的なイメージを付与したという

点では，将来的に社会保障制度にとって大きなダメー

ジを与えたという点は否定できないように思われる。

あえて言うならば，将来の世代に対する基本的な投

資である「子ども手当」ですら定着させることので

きない日本では，子どもの貧困対策の進展に関して

明るい展望を見出すことは難しい。格差問題を放置

し，次世代への社会的投資を十分に行わない国家

の将来とはどのようなものか，想像力が問われてい

るように思われる。

＊本稿は，2011年1月に京都で行われた「子ども

の貧困」に関するシンポジウムで行った両名のプ

レゼンテーションをベースに構成したものである。

なお訳は所が担当した。
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本論の目的は，子どもの貧困について，「重な

り合う不利」・困難の複合的性格という視角から

理解を試みるために，子ども虐待と自立援助ホー

ムという社会的養護の領域での調査資料のいくつ

かを提示することである。結果として，単なる不

利の集中ではなく，貧困，孤立と排除，被害や疾

病・障害等，質的に異なる困難が複合し，子ども

の不利が形成されていることが議論される。

日本において，子どもの貧困への社会的関心が

高まったのは，この数年のことに属する（浅井・

松本・湯澤 2008 山野 2008 阿部 2008）。

しかしこれは，子どもの貧困という「新しい／特

別なタイプの貧困」が登場したということを意味

しない。基本的に問題にすべきは，貧困それ自体

と，その解決・緩和の政策的，実践的なあり方で

ある。それを前提に，子どもの貧困という用語は，

貧困を子どもに焦点を当てて理解し，貧困が子ど

もの不利と困難に転化する側面を検討するために

使用されると考えておきたい（松本 2008）。

ところで貧困の中核には，物質的な困窮がある。

換言すれば，「必要」を欠く状態である。この

「必要」の範囲と程度をどう定義し把握するかは

貧困研究の主題のひとつであるが，ここでは立ち

入らない。ただ我々は市場化された社会に生きて

いるから，「お金がない」という経済的な問題は

抜きに出来ない。ところで本論の課題との関係で

議論すべきは，この物質的・経済的な困窮は，家

族，個人が直面する社会的不利や困難とどのよう

に関係するか，という点である。

貧困の結果として社会的不利や困難が生起し，

また貧困によってそれらが強化されるとすれば，

あるいは逆にさまざまな社会的不利が貧困の原因

となり，それらが相互に規定的であるとすれば，

反貧困政策と実践は，所得保障を中心としながら

も，それに限定されない。またさまざまな社会的

不利に対する個別の対応策は，所得保障を中心と

する狭義の反貧困政策に補強される。したがって，

貧困と社会的不利の関係の把握は，それぞれの社

会的不利に対応する個別の政策，実践のあり方を，

反貧困政策・実践として統一的に検討するための

前提作業となる。

ところで，貧困がもたらす社会的不利の具体的

な現れ方，貧困がどのような社会的不利・困難と

して個人に経験されるかということは，その個人

の年齢や性別，障害の有無などといった社会的区

分によって異なる側面があるだろう（リスター

2011/2004）。例えば高齢期の貧困は，他の年齢

層と比較してより心身の状態と介護に関わる問題

として経験されるかも知れない。あるいは母子世

帯の貧困率の高さに見られるように，個人や家族

の属性によって，貧困に組み込まれるリスクに違

いがあることも議論の俎上に上りつつある。

では，子どもを養育する家族と子ども自身には，

貧困はどのような社会的不利・困難と関係して現

れるのだろうか。子どもの貧困の具体的な姿とは，

どのようなものだろうか。子どもの貧困に関する

こうした観点からの研究は，学習機会や教育達成

の不利，健康問題などの指摘を中心として，少な

いながらもいくつか存在する（浅井・松本・湯澤
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子ども虐待問題と自立援助ホームの調査結果を通して



2008 山野 2008 阿部 2008 子どもの貧困

白書編集委員会 2009）。また子ども期の貧困が

後に与える影響についても，実証的な研究の試み

がなされ始めている（阿部 2011）。しかし実証

的な資料の蓄積は，子どもの貧困の全体像を描く

には圧倒的に不足している。

本論で提出，検討される資料は，子ども虐待を

理由に児童相談所が介入・支援した家族に関する

調査と，家族での養育と支援が困難な10代後半

以降の子ども・若者を支援する機関である自立援

助ホームの利用者調査である。この二つの調査の

詳細は後述するが，ここで検討の対象になるのは，

操作的に定義された貧困線以下の状態として測定，

把握される「貧困」の全体的な姿というよりは，

その中で問題が表面化し，政策的，実践的な個別

的介入と支援がなされている家族と個人である。

ある意味狭い対象の設定であり，本論での検討も

限定的にならざるを得ない。

ところで，子ども・子育てに対する公共的な介

入と支援が相対的に手薄で，市場化した社会の中

で家族の過重な負担が常態化しているのが現状だ

とすれば，子どもの貧困はこうした「家族依存」

の中で可視化されにくい（青木 2011）。したがっ

て子どもの貧困の姿を，最も端的な見えやすい形

で理解するためには，本論のような家族の養育基

盤が脆弱，あるいは機能的に崩壊している際の家

族と子どもの状態の検討が，ひとつのアプローチ

として意味をもつと考えられる。

しかし，こうした子ども虐待や社会的養護の領

域は，子どもの直面する不利と困難が最も深刻な

問題であり，優先的な社会的介入と支援が必要で

あるにもかかわらず，個別の家族の事情と関係さ

せて問題が説明されがちである。広く貧困問題に

位置づけて理解する実証的な研究はごく少なく，

資料も極めて限定されているのが現状である（松

本 2010）。不利と困難がどのように複合してい

るかという点については，経験的・実践的な指摘

や事例研究は見られるものの，統計的に観察され

た研究は管見の限りではない。本論は，その不足

を埋める作業の一端を担いたい。

（1） 調査の概要と分析の観点

最初に検討するのは，2003年度に北海道内の

全児童相談所（9か所）において虐待相談として

受理したもののうち，当該児童の受理時の年齢が

5歳，10歳，14歳・15歳のものの悉皆調査であ

る。情報が不十分，あるいは個人情報保護が困難

な10例を除いた119例が分析対象となった。調査

は筆者を主任研究者とする厚生労働科学研究とし

て行われ，当該事例の相談記録から必要事項を研

究班メンバーが整理，匿名化し，分析するという

方法を取った。児童相談所の介入の予後について

検討するために，調査は受理時点から5年を経過

した2008年から2009年にかけて行われたが，本

論ではこの点は考察対象としない。

119例の内訳は，5歳が49例（41.2％），10歳

が28例（23.5％），14歳・15歳が42例（35.3％）

である。虐待種別では，身体的虐待が46例

（38.7％），ネグレクトが55例（46.2％），心理的

虐待が10例（8.4％），性的虐待が8例（6.7％）

である。性別は，男児は66例（55.5％）と半数

強であり，年齢別には大きな偏りは見られない。

重症度別にみると重度が15.1％，中度が40.3％，

軽度が37.0％，危惧ありが5.9％，不明が1.7％で

ある。

調査項目は児童相談所を含む関係機関と家族の

関わり，支援のあり方を中心として多岐にわたる

が，本稿では家族と子どもの状態に関わるデータ

から，家族の経済的困窮，社会的孤立，子どもの

障害，養育者のメンタルヘルスの問題，養育者の

知的障害，DV（夫から妻への暴力）を取り上げ，

その重なりの分析から家族の直面する不利，困難

の複合的な性格を検討したい。全体の分析は，す

でに公表されている報告書等を参照されたい1）。

（2） 経済的困窮の指標としての「経済問題」群

一般的に児童相談所の相談記録では，所得の把

握がなされているわけではない。したがって把握
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可能な他の指標を通して，経済的な状態の把握を

する必要がある。今回の調査では，A世帯の課税

状況，B調査担当者の判断，C記録から読み取れ

る養育者の生活歴からの把握，が使用しうる資料

である。今回の考察ではこの中から，Cの養育者

の生活歴から把握する方法を取り上げる。過去

「返済に困る借金・債務」「破産」「経済的困窮」

「生活保護受給」のいずれかを経験している家族

は86例であり，全体の72.3％になる。これを以

下「経済問題」群とする。

この3つの中で最も直接的な指標は，A「課税

状況」である。しかし児童相談所の記録では「施

設入所」の際の利用料の判定に関わって把握され

るため不明が多く，他の要因との重なりを検討す

る際には使用しにくい。今回も119例中48例が不

明であった。ただし判明しているものの内訳は，

課税世帯18例（15.1％），非課税世帯6例（5.0％），

生活保護世帯47例（39.5％）で，貧困・低所得

層に問題が集中していることがうかがえる。不明

を除くと「非課税・生活保護世帯」は74.6％と

なり，「経済問題」群の比率とほぼ同じになる。

また相談記録の全体から家族の生活程度を「困難」

「多少困難」「非困難」のいずれかに分類した「B

調査者による判断」の結果は「困難」が54.6％

で，「多少困難」を含めると81.5％となり，経済

的困難に直面すると思われる世帯の比率は他の二

つの指標と近似している。本論では調査員の主観

的判断ではなく，生活歴で把握された事実に基づ

いた「経済問題」のほうを使用したい。

図1は，この3つの指標の重なりを見たもので

ある。「経済問題」群は「非課税世帯・生活保護

世帯」と生活困難度の「困難」をほぼ含んでいる

ことが確認できる。

（3） 社会的孤立

社会的孤立の指標として，記録から「養育者の

いずれかに親身になる友人や親族が確認できるか

どうか」という点を取り上げる。児童相談所が支

援のあり方を検討するとき，家族へのインフォー

マルな支援関係の確認は重要事項であるから，こ

の点の把握度は低くはないだろう。結果，こうし

た友人や親族が確認できたものは60例，全体の

50.4％であり，残りの59例を「社会的孤立」群

とする。これらは支援的なインフォーマルな社会

関係が希薄ななかで，孤立的な生活を営んでいる

と仮定しうる。

（4） 子どもの障害

当該児童（虐待通告の対象となった児童）ある

いは兄弟姉妹が，何らかの「障害」を抱える事例

は多い。「病弱・虚弱」「身体障害」「知的障害」

「発達障害」「自閉症」「言語遅滞」を大きく「障

害」とし，これらのうちひとつ以上に当てはまる

ものを「障害」として1例と数えると，これに当

該児童かその兄弟姉妹のどちらかが当てはまる事

例は71例，全体の59.7％にあたる。これと「経

済問題」群「社会的孤立」群の重なりを整理した

ものが，図2である。71例のうち「経済問題」群

か「社会的孤立」群のいずれかにも含まれていな

いのは8例のみで，56例は「経済問題」群と重な

り，32例は「社会的孤立」群と重なる。うち25

例はこの3つが重複し，「経済問題」を抱え「社

会的孤立」の中での「子どもの障害」であること

がわかる。これらの3つの要因のいずれにも当て
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図1 生活基盤の指標の重なりA経済問題／B非課税
世帯・生活保護世帯／C困難



はまらないのは，119事例のうちわずか6例であ

る。

（5） 養育者のメンタルヘルスの問題

同様に「親のメンタルヘルスの問題」と「経済

問題」群，「社会的孤立」群の重なりを見てみた

い。精神疾患（抑うつを中心とする）・神経症，

アルコール・薬物問題，人格障害といった何らか

のメンタルヘルス上の問題を有する養育者が家族

に含まれているのは47例で，全体の39.5％にな

る。この47例と「経済問題」群，「社会的孤立」

群の重なりを整理したものが，図3である。47例

のうち「経済問題」群か「社会的孤立」群のいず

れかにも重複していないのは7例のみで，34例は

「経済問題」群と重なり，18例は「社会的孤立」

群と重なる。うち12例はこの3つが重複し，「経

済問題」を抱え「社会的孤立」の中での「親のメ

ンタルヘルス問題」であることがわかる。これら

の3つの要因のいずれにも当てはまらないのは，

119事例のうち12例である。

（6）養育者の知的障害

親のいずれかに知的障害があるものは24例で，

全体の20.2％にあたる。これと「経済問題」群，

「社会的孤立」群の重なりを同様に整理してみた

のが，図4である。24例のうち「経済問題」群か

「社会的孤立」群のいずれかにも重複していない

のはわずか2例のみで，21例は「経済問題」群と

重なり，7例は「社会的孤立」群と重なる。「子

どもの障害」「親のメンタルヘルス問題」と比較

して，「経済問題」群との重なりの比率が高く，

逆に「社会的孤立」群の比率は低い。調査対象は

虐待として児童相談所が受理した事例，すなわち

子育てをしている家族であるから，この知的障害

はいわゆる「軽度」であることが推定される。こ

うした障害当事者は社会生活の中で，ここでの

「経済問題」の構成要素である「借金・債務」「破

産」「経済的困窮」「生活保護受給」などに直面す

るリスクが高く，またその中で「子育て家族」を

形成するにはインフォーマルな社会関係が前提と

なっていることが，仮説的に考えられる。6例は

この3つが重複し，「経済問題」を抱え「社会的

孤立」の中での「親の知的障害」であることがわ

かる。これらの3つの要因のいずれにも当てはま
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図2 不利と困難の複合（子どもの障害）A子どもの
障害（どちらか）／B経済問題／C社会的孤立

図3 不利と困難の複合（親のメンタルヘルスの問題）
A親のメンタルヘルスの問題※／B経済問題／
C社会的孤立
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らないのは，119事例のうち12例である。

（7） DV

同様に「DV（疑いを含む）」と「経済問題」

群，「社会的孤立」群の重なりを見てみたい。D

Vがあるのは31例で，全体の26.1％になる。こ

の31例と「経済問題」群，「社会的孤立」群の重

なりを整理したものが，図5である。31例のうち

「経済問題」群か「社会的孤立」群のいずれかに

も重複していないのは5例のみで，25例は「経済

問題」群と重なり，16例は「社会的孤立」群と

重なる。うち15例はこの3つが重複し，「経済問

題」を抱え「社会的孤立」の中での「DV」であ

ることがわかる。障害やメンタルヘルスなど他の

要因と比較すると，「経済問題」群と「社会的孤

立」群の双方が重複している比率が高く，家族関

係上の強い葛藤を背景に，より問題が複雑である

ことを示唆している。これらの3つの要因のいず

れにも当てはまらないのは，119事例のうちわず

か9例である。

（8） 子どもの障害と親の不利・困難の複合

これまで検討した「子どもの障害」「親のメン

タルヘルス問題」「親の知的障害」「DV」のそれ

ぞれは，相互にどのように重複しているだろうか。

この点を整理したものが，図6である。ここでは

分析の都合上，「親のメンタルヘルス問題」と

「親の知的障害」のどちらかに該当するものをま

とめて「親の障害」とした。これは59事例

（49.6％）である。図6を見ると，これらが相互

に重なりあっていることがわかる。例えば「子ど

もの障害」の71例のうち40例は，「親の障害」と

重なりあっている。また「親の障害」の59例の

うち40例と，約3分の2が重なりあっていること

がわかる。親世代の不利・困難と子ども世代の不

利・困難が重なり合っている家族に，特に虐待が

生じるリスクが高いということを示している。

DVの31例をみると，「親の障害」「子どもの障害」

のいずれとも重なっていないのはわずか4例で，

家族構成員の脆弱性を背景にDVという形での暴

力，すなわち支配・被支配関係が生じていること

が示唆される。

ところで「子どもの障害」「親の障害」「DV」

のいずれかに直面している家族は94例で，全体
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図4 不利と困難の複合（親の知的障害）A親の知的
障害／B経済問題／C社会的孤立

図5 不利と困難の複合（DV）ADV（疑いを含む）／
B経済問題／C社会的孤立



の79.0％にあたる。この94例と「経済問題」群，

「社会的孤立」群の重なりを整理したものが，図

7である。この94例中「経済問題」群と「社会的

孤立」群のいずれとも重複していないのは11例

で，約9割は生活基盤の脆弱性を抱える中でのこ

うした問題であることが確認でき，この点はこれ

までの個々の分析と同様である。また「経済問題」

群の86例中こうした不利・困難を抱えてないの

は15例，「社会的孤立」群の59例のうちでは14

例で，いずれの側面から見ても不利と困難の諸要

素が一つの家族に複合していることが示されてい

る。ここで取り上げた諸要素のいずれにも該当し

ない家族はわずか3例で，全体の2.5％にすぎな

い。

（9） 小括

子ども虐待問題は，養育者の側から見れば，子

育て困難の集中的な現れである。その内実をみる

と，家族において障害や疾病，DVなど，それぞ

れに支援が必要な諸困難が重なり合い，その困難

の基底には貧困と孤立があることが，これまでの

分析から示されている。「不利の重なり」と貧困

は，例えばこのような姿で問題として表面化する。

これを子ども虐待問題の文脈で見れば，経済的困

窮への対応，支援者とのつながり，障害など個別

の困難への対応が「狭義の虐待対策」の前提に不

可欠であることが分かる。

こうした子育て困難の延長で家族の養育機能が

大きく損なわれたとき，家族の支援を失って無防

備な状態におかれた子ども・若者の困難は，貧困

と関わってどのような姿を取るのか，この点の検

討が次節の課題である。

（1） 調査の概要と調査対象者の社会的特徴

次に検討するのは，自立援助ホームを利用した

子ども・若者の現実である。自立援助ホームとは，

家族からの養育，支援がない／受けにくい10代後

半以降の子ども・若者を支援する，社会的養護の

一形態である。児童福祉法に根拠があり，2011

年10月時点で全国に73か所存在する。利用者は

定員6名程度のグループホーム形式の住居で支援
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Ⅲ 重なり合う不利2

―無防備な状態におかれた子ども・若者

図6 不利と困難の複合（障害／DV）A子どもの障害
（どちらか）／B親の障害（親のメンタルヘルス
の問題と知的障害）／CDV（疑いを含む）

図7 不利と困難の複合（総合）A子どもの障害
（どちらか），親の障害（親のメンタルヘルス
の問題と知的障害），DV（疑いを含む）／
B経済問題／C社会的孤立

子どもの貧困と「重なり合う不利」
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を受けながら，就労，自活する生活の準備をして

いる。

厚生労働省の現時点での調査統計には，自立援

助ホームの利用者の状況を示すものはない。現時

点では，筆者が調査票の作成と調査の実施，集計

と分析の担当者として参加した以下の二つの調査

のみが，全体を把握しうる資料である。第１は，

全国自立援助ホーム協議会の協力の下に厚生労働

科学研究（主任研究者村井美紀）として行われた，

2005年1月～12月に全国の自立援助ホームを利

用した子ども・若者の悉皆調査（有効回答310名）

である。以下「05年調査」とする。第2は，全国

自立援助ホーム協議会が朝日新聞厚生文化事業団

の助成で行なった，2008年1月～12月に全国の

自立援助ホームを利用した子ども・若者の悉皆調

査（有効回答369名）である。以下「08年調査」

とする。

二つの調査はほぼ同じ内容で，自立援助ホーム

職員が担当する子どもの調査票に記入する方法を

取った。調査項目は家族の状況，支援機関との関

わり，現在の状況と予後の見通しなど多岐にわた

るが，本論では「本人がホーム入居前に経験・直

面したこと」に限定して，不利の重なりの構造を

考察する。その前に「08年調査」の結果から，

子ども・若者の社会的特徴を簡単に確認しておき

たい。

①入居時の年齢は14歳～25歳に分布している

が，16歳～19歳で80.1％をしめる。

②ホームで暮らす期間は1年未満が65.3％で，

2年を超えるものは10.0％である。

③45.8％が，児童養護施設での生活経験を持

つ。

④入居直前に「親」と同居していたのは32.4

％で，「実の両親」に限定すると6.2％である。

残りは，社会的施設・機関，親族，子どもの

みの生活等である。

⑤中卒が40.7％，高校中退が32.8％で，教育

達成上の不利が集中している。

⑥入居時に就労していたものは20.9％である。

退居時では53.2％で，一定の支援効果が認

められるが，正規雇用は20.6％にとどまる。

また約半数が無職でホームを離れて「自活」

することになり，雇用の上での不利と困難が

大きい。

⑦退居時の手持ち金は，42.5％が20万円未満

であり，44.2％が「なし」である。

以上の諸点から，家族が資源として期待できず，

教育と雇用の上で大きな不利を負い，経済的に困

窮し，その中で「自活」を開始する10代後半の

若者たちの姿が浮き彫りになっている。二つの調

査の全体像は，それぞれ別途の報告を参照された

い2）。

（2） 経験された不利と困難

では，入所前にそれぞれの利用者がどのような

困難に直面してきたか。各ホームの職員が把握し

ている限りにおいて，その一端を見てみよう。表

1はそれを整理したものである。

「非行・犯罪の被害」，「養育者からの虐待」，

「路上や車中などでの寝泊まり」，「所属先がなかっ

たこと」等々，それぞれの項目は，ひとつひとつ

が10代後半の子ども・若者にとって過酷な経験

であることが想像できる。加えて一人当たりの

「経験された項目数」の平均は，05年，08年とも

2.6で，こうした諸困難が重なりあっている。

内容をみると，まず多くの利用者が何らかの被

害体験を持つことが分かる。養育者からの虐待が

最も多く，05年，08年とも半数前後になる。こ

れに，非行・犯罪・いじめ等の被害を加えた項目

群を，以下「被害」として分類する。この「被害」

に含まれる項目をひとつ以上経験した者は，05

年調査では61.9％，08年調査では70.4％である。

第2に，養育者の不在と生活の場の不安定・喪失

として経験される，生活基盤の脆弱性，崩壊であ

る。親や保護者の死亡，親や保護者の行方不明，

住むところが決まっていなかったこと，ひとりで，

あるいは子どもだけで生活していたこと，行くと

ころがなくて駅や路上・車中で寝泊りをしたこと，

返済に困る借金，等がこれに関係する。これらは

10代後半の子ども・若者の一般的な生活を念頭

に置いたとき，彼ら/彼女らが窮迫的で深刻な貧

困状態に置かれていたことを意味する。これらの
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項目群を，以下「生活基盤の崩壊・貧困」と分類

する。ここに含まれる項目をひとつ以上経験した

者は，05年調査では55.2％，08年調査では47.4

％である。

第3に，おそらくは上記と関わって起こるとこ

ろの，所属や活動する場の喪失である。これらは，

学校や職場の問題として現れる。仕事や学校など

通う場所がなかったこと，解雇，学校の長期欠席・

不登校，停学・退学等の項目がそれにあたる。こ

うした問題は，貧困と関わって生起する社会的排

除の問題として理解されうる。これらの項目群を，

以下「排除」と分類する。ここに含まれる項目を

ひとつ以上経験した者は，05年調査で55.2％，

08年調査で58.3％である。

最後に，約2割のものが複数箇所の施設・里親

等での生活体験を持つことを確認しておきたい。

これは生活の場が不安定という意味で貧困の一側

面であるし，社会的養護の場の度重なる変更とい

う点で社会的排除の一側面でもある。また子ども

にとって養育者の度重なる変更という点で，「ケ

アの連続性」という原則からの逸脱である。もち

ろんこれらの諸点は，複数の施設体験を経験して

いる利用者のみの問題ではない。しかし困難にあ

る子どもをいったん社会的養護の場で受け止めた，

その後の困難さを象徴的に示しているという点で，

留意する必要がある。

（3） 被害・貧困・排除の複合

前項では，自立援助ホームの利用者の経験した

不利と困難を，「被害」「生活基盤の崩壊と貧困」

「排除」の3つの側面に整理して示した。では，

これらの3つの側面はどのように「重なり合う不

利」を形成しているのだろうか。図8，図9は，

これらの側面の重なりを示したものである。05

年，08年とも，いずれにも該当しないものはご

く少数で，複数の項目に重複しているものは61.2

％と61.5％，うち3つとも重なっているものは全

体の17.7％と16.8％と，ほぼ同様の結果となっ

ている。

図10，図11は，08年の結果を男女別に整理し

たものである。男性に比較して女性のほうが「被

害」が多く，女性の「被害」への脆弱性を示唆し

ている。また女性の方が「生活基盤の崩壊・貧困」

が少ない。表には示していないが，08年調査で

は「子どもだけの生活」は女性2.5％，男性13.0

％，「路上や車中での寝泊まり」は女性6.8％，男
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表1 本人が入居前に経験・直面したこと（M.A）

（N=310）

05年度調査

（N=369）

08年度調査

05年度

調査※

08年度

調査※

非行・犯罪の被害 62（20.0） 61（16.5）

I被害 61.9 70.4いじめの被害 61（19.7） 80（21.6）

養育者からの虐待 146（47.1） 211（57.1）

返済に困る借金 24（ 7.7） 12（ 3.2）

II生活基盤の

崩壊・貧困
55.2 47.4

住むところが決まっていなかったこと 83（26.8） 81（21.9）

親や保護者の死亡 42（13.5） 41（11.1）

親や保護者の行方不明・連絡がつかなくなったこと 58（18.7） 51（13.9）

ひとりで，あるいは子どもだけで生活していた 24（ 7.7） 31（ 8.4）

行くところがなくて駅や路上・車中などに寝泊まりをしたこと 34（11.0） 33（ 8.9）

仕事や学校など通う場所（所属先）がなかったこと 51（16.5） 72（19.5）

III排除 55.2 58.3
解雇 19（ 6.1） 23（ 6.2）

学校の長期欠席・不登校 81（26.1） 85（23.0）

停学・退学 56（18.1） 99（26.8）

複数箇所の施設・里親等での生活体験（措置変更・解除などによる） 62（20.0） 69（18.7）

※いずれかの項目を1つ以上経験した比率

子どもの貧困と「重なり合う不利」
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性10.6％で，当面の宿所の確保可能性の性差を

反映していると思われるが，ここではこれ以上の

検討の材料を持たない。ただこうした違いがある

にせよ，「被害」も「生活基盤の崩壊・貧困」も

男女とも高率で，3つの側面のいずれにも該当し

ないものはごく少数であること，複数の項目に重

複しているものは6割前後であることなど，むし

ろ性別に関わらず共通している特徴を確認してお

きたい。

（4） 小括

本節では，社会的不利が集中するひとつの典型

層であろう自立援助ホームを利用する子ども・若

者を例に，彼ら/彼女らの経験した不利と困難の

姿を，「被害」「生活基盤の崩壊・貧困」「排除」

といった側面の「重なり合う不利」として整理し，

Vol.48 No.182

図9 2008年度調査 利用者の困難（男女）

図11 2008年度調査 利用者の困難（女）図10 2008年度調査 利用者の困難（男）

図8 2005年度調査 利用者の困難（男女）



示した。留意すべきことは，これらはひとつひと

つが深刻な不利・困難であると同時に，困難の性

格とその対応の原理が異なる側面を持つ点である。

「被害」への対応原理は「回復」，「生活基盤の崩

壊・貧困」への対応原理は「ミニマム保障」，「排

除」への対応原理は「包摂」である。

すなわちここでの「重なり合う不利」とは，単

に不利と困難が重複し，あるいは集中していると

いうだけではなく，性格・対応原理の異なる困難

が重なるという側面を含んでいることになる。し

たがって構想されるべき政策と実践は，複合的な

ものとなる。

冒頭に示した本論の目的は，子どもの貧困につ

いて，「重なり合う不利」・困難の複合的性格とい

う視角から理解を試みるために，子ども虐待と自

立援助ホームという社会的養護の領域での調査資

料のいくつかを提示することであった。二つの例

示から，以下の諸点が共通して示唆された。

第1に，これらの問題が経済的困難を基底に持

つこと，したがって貧困問題のひとつの現象形態

として把握しうることである。第2に，個別の家

族・子どもには不利と困難が重なりあっているが，

それは単に集中しているというだけではなく，質

的に異なるものが重なりあっている点の確認であ

る。これは，経済的困難，生活基盤の脆弱さや崩

壊といった「貧困」に関わる側面，孤立や排除と

いった社会関係的側面，暴力被害や疾病，障害と

いった個別的なケアで支援と回復が図られるべき

諸問題，といった3つの側面からなる。それが重

なりあい，相互に関係する形で，現実の社会的不

利と困難が構成されていると考えられる。

この点は，子どもの貧困のひとつの側面である。

前述したように，本論で検討された調査対象は限

定的なもので，早急な一般化は避けなければなら

ない。家族での養育基盤と機能が脆弱である場合，

すなわち「家族依存」という膜を取り払ってみた

場合，養育者と子どもの不利と困難はどのような

形をとるか，という点の例示にすぎない。しかし

ながらこの形は，子どもの貧困が最も顕在化し，

見えやすい形であるかもしれない。実証的な資料

の蓄積が，不可欠である。

本稿は，2011年1月に同志社大学において開催

された公開セミナー「子どもの貧困に対する政策

を考える」（主催：国立社会保障人口問題研究所

/ブリストル大学）の第II部「子どもの貧困と社

会的排除を理解する」においてなされた報告「子

どもの貧困と『重なり合う不利』」に基づいてい

る。

注

1）松本他（2009），松本（2010）を参照のこと。

なお本論文の一部は，これらの報告と内容が重

複している。またこの調査報告は，松本編「虐

待された子どもの記録（仮題）」として明石書店

より近刊予定。

2）05年調査については，村井他（2005）所収の

松本伊智朗「自立援助ホーム利用者の概要と生

活問題」，松本（2007），村井美紀（2011）を

参照。08年調査については，全国自立援助ホー

ム協議会（2011a・2011b）を参照。なお本論

で示した図8～11は，2011年度の全国自立援助

ホーム協議会北海道大会においてすでに報告し

ているが，公刊はされていない。
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2006年に施行されたばかりの障害者自立支援

法が，早くも廃止の方向で検討されている。2009

年12月，内閣に障がい者制度改革推進本部が設

置され，同本部の下で開催されている障がい者制

度改革推進会議が取りまとめた第一次意見をもと

に2010年6月，「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向について」が閣議決定された。これ

により，障害者自立支援法の廃止と，それに代わ

る新たな「障害者総合福祉法」の施行を2013年8

月までに行うという方向性が示されたわけである

が，こうした障害者制度の混乱の背景には，制度

に関わる当事者である利用者や事業者からの批判

があった。その中でもまず挙げられるものの一つ

が「応益負担」（定率負担）であろう。しかしな

がら，給付抑制のために設けられたこの「応益負

担」は，サービス利用者の激しい反発をうけて複

雑な減免が実施されたことにより，もはやその実

態は「定率負担」の体をなしていない〔岡部

（2008），p.186〕。従って，本稿は，障害者自立

支援法には応益負担（定率負担）以外にも包含す

る課題があると考え，特に，新体系へ移行するに

あたって必要となる「地域移行」における課題に

焦点を当てて考察する。障害者自立支援法は廃止

になるとはいえ，今後，制度を規定する障害者総

合福祉法の条文作成が行われるに際して，障害者

自立支援法が抱えた課題を検討しておくことは必

要な作業である。

分析にあたり，まずは障害者自立支援法が理念

とした「地域移行」の概念について，施設批判に

遡って概観しておこう。Goffman（1961）は，

施設を「多数の類似の境遇にある個々人が，一緒

に，相当期間にわたって，閉鎖的で形式的に管理

された日常生活を送らされている場所」と捉え，

施設に入所すると，それまで当然であった生活様

式や習慣を剥奪され，厳格な生活日課に従わねば

ならなくなり，それらに抵抗すると，外出などの

許可が得られなくなることを通じて，入所者個人

の自己は無力化されると述べた。そうした施設の

惨状に対して，Nirje,B.（1969a）は，人間性を

無視し，人間の尊厳を否定するものと批判し，

「知的障害者の日常生活様式や条件を，社会の普

通の環境や生活方法にできるだけ近づけること」

の必要性をノーマライゼーションの原理としてま

とめた。そこでは，障害の程度にかかわらず全て

の知的障害者が，「食事や就寝時間等の一日の生

活リズム，住んでいる所とは別の場所で行われる

日課や余暇活動，旅行，発達的経験をする機会，

発言権，異性のいる生活，小遣いを含む経済的保

障，施設の規模・場所等」の提供を，できるだけ

一般の人々と同じように受けるべきであることが

主張された。

Nirje,B.（1969b）のノーマライゼーション

の原理は，施設サービスを批判したが，施設の存

在そのものを否定するものではなかった。しかし，

1970年代以降，北欧，米国，英国において，地

域サービスが充実するにつれて多くの施設入所者

が施設を出るようになり，閉鎖となる施設も出始

め，施設閉鎖を前提として脱施設化が展開される

事例が見られるようになった〔Manselland
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Ericsson.（1996=2000），pp.1-13〕。

他方で，このような脱施設化には，慎重論も存

在した。施設規模が知的障害者の日常生活活動に

影響を与える決定的要因であるとは言い難いと述

べるLandesman-Dwyeretal.（1980）の研究

や，施設に入所しているか否かは，知的障害者の

不適応行動と関係しないと結論付けたEymanet

al.（1981）の研究等が提出されている。また，

Landesman-Dwyer（1981）による，政策が無

計画であれば地域生活は失敗となるといった指摘

もある。以上のような，脱施設化・地域移行に対

する慎重論に対して，地域移行を進めるのに有効

な考え方が登場した。「障害の社会モデル」を基

本概念として展開された障害学である。Oliver,

M.（1990）の社会モデルによると，「障害」は，

「機能的制約（インペアメントと呼ばれる）」と，

「社会によってつくられた障壁や差別による活動

の制約（ディスアビリティと呼ばれる）」に分割

される。この社会モデルの考え方を使用すると，

インペアメントを持っていても，社会システムが

整備されていたならば，ディスアビリティは生じ

ないと言うことができる。すなわち，社会システ

ムを整備することによって，インペアメントを持

つ者でも本人が望むならば，地域に出ていけるの

である。従って，Goffmanのいう，管理された

日課等に拘束される施設に入所していることを人

権侵害と感じ，地域に出て暮らしたいと入所者が

望んでいるならば，そうできるように社会システ

ムを整備すべき，ということになる。

しかしながら，地域移行の理念を掲げた障害者

自立支援法は混乱した。それは，障害学が主張す

る社会システムの整備が不十分だったからであろ

う。すなわち，地域に出た後の入居先確保，家主

の理解，家賃の発生，サービス提供主体が運営を

維持できる報酬収入など，地域移行に伴って発生

する課題を抱えたまま，性急に進めようとしたこ

とに問題があったと考える。

本稿は，地域移行を進めるために解決しておか

ねばならないこれらの課題について，対応策を提

示することを目的としている。障害者自立支援法

が抱える課題のうち，新体系移行に着目したもの

として，近年の先行研究では，山口（2007），柴

田（2007），廣瀬（2008），西山（2008）など

があるが，地域移行に焦点を当てて実際のデータ

を用いて分析し，対応策を提示した研究は少ない。

制度的問題点を議論するのであれば，制度を押さ

えた分析をしたうえで課題を見出すことがまずは

必要であると考える。本稿はこのような視点から，

まず第Ⅱ節で，制度で規定されている実際の数値

を用いて，新体系移行が報酬収入にもたらす影響

を分析し，障害者自立支援法の施行当時，収入を

維持するには地域移行が必要であったことを明ら

かにする。続く第Ⅲ節では，地域移行を進めるた

めには対処しておかねばならない課題があったこ

とを指摘し，移行を円滑に進める方法を提示する。

第Ⅳ節は，本稿で展開した内容をまとめたうえで，

残された課題について述べる。

障害者自立支援法が施行されたことにより，そ

れまで入所施設では，昼夜のサービスは一体のも

のとして提供されていたのが，夜の「住まいの場」

と昼の「日中活動の場」とは分けて提供されるこ

ととなった。日中において仕事や余暇活動等を行

う場所と住まいとは別であるべきと主張する

Nirje,B.のノーマライゼーションの原理に沿っ

たものであり，これによって，利用者は住んでい

る施設はもちろん，他の事業所の日中活動サービ

スを選択することも可能となった。障害者自立支

援法による，この新しい施設体系・事業体系は

「新体系」と呼ばれ，それに対して，それまでの

体系は「旧体系」と呼ばれている。

旧体系の障害福祉サービスは，2012年3月まで

に新体系へ移行しなければならないが，厚生労働

省の「障害者自立支援法による障害福祉サービス

移行状況調査」によると，2010年4月1日現在，

知的障害者入所更生施設は44.5％しか新体系へ

移行していない1）。障害者自立支援法が本格施行

したのは，2006年10月1日であるから3年6ヶ月

が経過しており，移行期限も迫っているにも関わ

らず，移行に躊躇している事業者が多いことが窺
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える。その原因として，新体系に移行すると，報

酬収入が減少すると事業者が予測していることが

考えられるため，本節では新体系移行が報酬収入

にもたらす影響を分析する。分析対象は，「最も

激しい打撃を被る知的障害者福祉」〔柴田（2007），

p.15〕のうち，表1のとおり施設数が最も多い知

的障害者更生施設とし，特に地域移行と関わる旧

知的障害者入所更生施設を取り扱う。

旧体系の旧知的障害者入所更生施設は，新体系

に移行すると，「住まいの場」を提供する夜のサー

ビスと，「日中活動の場」を提供する昼のサービ

スとを選択する必要がある。更生施設は，授産施

設と比較して障害程度区分の重い利用者が比較的

多いと考えられるため，夜間のサービスについて

は障害者支援施設における施設入所支援が，昼間

の日中活動事業については生活介護事業が候補に

挙げられる。従って，まずはこれらの事業を取り

上げて分析し，次に多様な事業を組み合わせて，

新旧比較による検証を行うこととする。なお，障

害者自立支援法に基づく制度は，制定後幾度も報

酬単位や費用算定構造等が変更されているため，

本稿では本節以降は特に断らない限り，完全実施

された2006年10月1日時点の状況で考察する。

1 旧知的障害者入所更生施設の報酬収入

旧障害程度区分別利用者数hi(i=A,B,C)を成

分に持つ旧障害程度区分別利用者数ベクトルを

h1（3次元縦ベクトル），施設における定員の各区
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表1 旧法施設の構成割合と新体系への移行状況

旧法施設

H18.9.30 H22.4.1

指定数
構成割合

（％）

新体系

移行数

移行率

（％）

身体障害者療護施設 503 7.2 262 52.1

身体障害者更生施設 106 1.5 74 69.8

身体障害者授産施設 545 7.8 312 57.2

うち，入所授産施設 （202） （2.9） （104） （51.5）

うち，通所授産施設 （343） （4.9） （208） （60.6）

身体障害者小規模通所授産施設 239 3.4 200 83.7

身体障害者福祉工場 34 0.5 23 67.6

知的障害者更生施設 2057 29.5 977 47.5

うち，入所更生施設 （1453） （20.9） （646） （44.5）

うち，通所更生施設 （604） （8.7） （331） （54.8）

知的障害者授産施設 1861 26.7 893 48.0

うち，入所授産施設 （227） （3.3） （80） （35.2）

うち，通所授産施設 （1634） （23.5） （813） （49.8）

知的障害者通勤寮 126 1.8 39 31.0

知的障害者小規模通所授産施設 434 6.2 361 83.2

知的障害者福祉工場 70 1.0 54 77.1

精神障害者生活訓練施設 293 4.2 78 26.6

精神障害者入所授産施設 29 0.4 14 48.3

精神障害者通所授産施設 305 4.4 181 59.3

精神障害者小規模通所授産施設 347 5.0 293 84.4

精神障害者福祉工場 19 0.3 15 78.9

出所）厚生労働省「障害者自立支援法による障害福祉サービス移行状況調査」（2010年）より作成。
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分について該当すれば“1”，該当しなければ

“0”とする定員区分ダミー変数を成分に持つ定

員区分ダミー変数ベクトルをd1（6次元縦ベクト

ル），旧障害程度区分別定員区分別報酬単位行列

をQ1（3×6行列）とすると，旧知的障害者入所

更生施設の年間報酬収入R1は，一単位の単価を

丙地の10円2），全ての利用者について年間利用日

数を同一のM1（稼働率100％）と仮定した場合，

ただし，

である3）。以下，ベクトルは縦ベクトルで定義し，

右肩のプライム記号は転置を表すものとする。こ

こで，Q1のデータを示しておくと，表2のとおり

である。

2 施設入所支援の報酬収入

施設入所支援該当者の報酬単位については，

表3で示すとおり，平均障害程度区分と重度障害

者割合によって区分される施設入所支援区分と，

定員区分とによって報酬単位が設定されており，

各施設は該当する報酬単位を選択することになる。

選択にあたっては，これらのうち定員は既知であ

るから，平均障害程度区分と重度障害者割合を求

めなければならない。新障害程度区分iに属する

利用者数をni(i=3,4,…,6)4），区分数をi，年間利

用日数をmiとすると，平均障害程度区分αは，

区分6該当の利用者の割合βは，

区分5・6該当の利用者の割合γは，

である5）。

施設入所支援区分は，施設入所支援対象者であっ

て昼間に生活介護を利用する施設入所支援利用者

（以下，利用者1とする）については，（2）（3）

（4）式のα，β，γによって区分I～Xのいずれ

かとなり，昼間に就労継続支援B型を利用する

施設入所支援利用者または，施設入所支援対象者

ではない施設入所支援利用者（以下，利用者2と

する）については，区分VII，X，XIのいずれか

となる6）。そこで，各施設入所支援区分について

Vol.48 No.188

R1＝10M1h'1Q1d1 （1）

h1＝

�
�
�
�
�
�

hA…

hC

�
�
�
�
�
�

,Q1＝

�
�
�
�
�
�

q1

A…

q1

C

…
…

…

q6

A…

q6

C

�
�
�
�
�
�

,d1＝

�
�
�
�
�
�

d1

…
d6

�
�
�
�
�
�

α＝

6

inimi/

6

nimi （2）∑ ∑
i＝3 i＝3

β＝n6m6/

6

nimi （3）∑
i＝3

γ＝(n5m5+n6m6)/

6

nimi （4）∑
i＝3

表2 旧障害程度区分別定員区分別報酬単位Q1

（旧知的障害者入所更生施設）

旧障害

程度区分

定員区分

区分1

（10人）

区分2

（11人以上

20人以下）

区分3

（30人以上

40人以下）

区分4

（41人以上

60人以下）

区分5

（61人以上

90人以下）

区分6

（91人以上）

Ａ 1,290 876 827 778 708 637

Ｂ 1,238 850 739 692 623 545

Ｃ 1,187 824 612 531 507 448

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第522号



該当すれば“1”，該当しなければ“0”とする施

設入所支援区分ダミー変数を成分に持つ施設入所

支援区分ダミー変数ベクトルを，利用者1につい

てはδ2,1（11次元縦ベクトル），利用者2について

はδ2,2（11次元縦ベクトル）と表記し，さらに，

施設における定員の各区分について該当すれば

“1”，該当しなければ“0”とする定員区分ダミー

変数を成分に持つ定員区分ダミー変数ベクトルを

d2（4次元縦ベクトル），施設入所支援区分別定員

区分別報酬単位行列（表3）をQ2（11×4行列），

利用者1に属する利用者数をN2,1，利用者2に属す

る利用者数をN2,2とすると，施設入所支援の年間

報酬収入R2は，一単位の単価を丙地の10円，全

ての利用者について年間利用日数を同一の M2

（稼働率100％）と仮定した場合，

である。

3 生活介護の報酬収入

生活介護該当者の報酬単位については，表4で

示すとおり，平均障害程度区分と重度障害者割合

によって区分される生活介護区分と，定員区分と

によって報酬単位が設定されており，各事業者は

該当する報酬単位を選択することになる。選択に

あたっては，これらのうち定員は既知であるから，

（2）（3）（4）式により平均障害程度区分と重度
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表3 施設入所支援区分別定員区分別報酬単位Q2

（施設入所支援）

施設

入所

支援

区分

平均障害程度区分及び重度障害者割合

定員区分

区分1

（40人以下）

区分2

（41人以上

60人以下）

区分3

（61人以上

80人以下）

区分4

（81人以上）

Ⅰ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が60％以上

または平均区分5.5以上
400 309 255 231

Ⅱ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が50％以上60％未満

または平均区分5.3以上5.5未満
381 289 238 214

Ⅲ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％以上50％未満

または平均区分5.1以上5.3未満
359 266 219 195

Ⅳ

平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％未満

または平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が

50％以上または平均区分4.9以上5.1未満

281 214 179 162

Ⅴ
平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％以上

50％未満または平均区分4.7以上4.9未満
270 203 170 153

Ⅵ

平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％未満

または平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が

40％以上または平均区分4.4以上4.7未満

262 195 163 146

Ⅶ
平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

40％未満または平均区分4.1以上4.4未満
256 188 158 141

Ⅷ

平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％未満

または平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

または平均区分3.8以上4.1未満

188 146 127 115

Ⅸ
平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％以上30％未満

または平均区分3.5以上3.8未満
184 141 124 112

Ⅹ 平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％未満 180 138 121 109

XI Ⅰ～Ⅹに該当しない特定旧法受給者 115 99 92 88

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号，及び平成18年10月31日厚生労働省通知障発第1031001号
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障害者割合を求めなければならない7）。生活介護

区分は，施設入所支援対象者である施設入所の生

活介護利用者（以下，利用者1とする）について

は，（2）（3）（4）式のα，β，γによって区分

I～Xのいずれかとなり，施設入所支援対象者で

はない施設入所の生活介護利用者（以下，利用者

2とする）については，区分XIとなる8）。そこで，

各生活介護区分について該当すれば“1”，該当

しなければ“0”とする生活介護区分ダミー変数

を成分に持つ生活介護区分ダミー変数ベクトルを，

利用者1についてはδ3,1（11次元縦ベクトル），利

用者2についてはδ3,2（11次元縦ベクトル）と表

記し，さらに，定員の各区分について該当すれば

“1”，該当しなければ“0”とする定員区分ダミー

変数を成分に持つ定員区分ダミー変数ベクトルを

d3（4次元縦ベクトル），生活介護区分別定員区分

別報酬単位行列（表4）をQ3（11×4行列），利

用者1に属する利用者数をN3,1，利用者2に属する

利用者数をN3,2とすると，生活介護の年間報酬収

入R3は，一単位の単価を丙地の10円，全ての利

用者について年間利用日数を同一のM3（稼働率

100％）と仮定した場合，

である。
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R3＝10M3(N3,1δ'3,1Q3d3+N3,2δ'3,2Q3d3) （6）

表4 生活介護区分別定員区分別報酬単位Q3

（生活介護）

生活

介護

区分

平均障害程度区分及び重度障害者割合

定員区分

区分1

（40人以下）

区分2

（41人以上

60人以下）

区分3

（61人以上

80人以下）

区分4

（81人以上）

Ⅰ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が60％以上

または平均区分5.5以上
1,262 1,232 1,177 1,162

Ⅱ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が50％以上60％未満

または平均区分5.3以上5.5未満
1,119 1,088 1,043 1,029

Ⅲ
平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％以上50％未満

または平均区分5.1以上5.3未満
955 924 891 877

Ⅳ

平均区分5.0以上，且つ，程度区分6が40％未満

または平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が

50％以上または平均区分4.9以上5.1未満

846 817 789 776

Ⅴ
平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％以上

50％未満または平均区分4.7以上4.9未満
770 736 718 704

Ⅵ

平均区分4.5以上5.0未満，且つ，程度区分5・6が40％未満

または平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が

40％以上または平均区分4.4以上4.7未満

696 667 645 633

Ⅶ
平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

40％未満または平均区分4.1以上4.4未満
650 618 601 588

Ⅷ

平均区分4.0以上4.5未満，且つ，程度区分5・6が30％未満

または平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が30％以上

または平均区分3.8以上4.1未満

606 578 564 551

Ⅸ
平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％以上30％未満

または平均区分3.5以上3.8未満
577 546 533 522

Ⅹ 平均区分4.0未満，且つ，程度区分5・6が20％未満 547 515 510 496

XI Ⅰ～Ⅹに該当しない特定旧法受給者 502 473 460 446

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号，及び平成18年10月31日厚生労働省通知障発第1031001号



4 移行の影響

以上で各サービスの報酬収入を定義することが

できたので，厚生労働省規定の報酬単位等の実際

のデータを使って，移行による事業者収入への影

響を試算してみよう。旧知的障害者入所更生施設

は，表5のとおり定員50人の施設が最も多い。従っ

て，定員区分は50人とし，さらにその定員を表6の

構成比率を用いて按分すれば，旧障害程度区分別

利用者数ベクトルは，h'1=(hA hB hC)=(39101)

となる。よって，旧知的障害者入所更生施設の収

入は，年間利用日数をM1=365日として（1）式

を解くと，R1=137,944,450円となる9）。次に，新

体系移行後のサービスについてであるが，まずは

夜のサービスである施設入所支援の収入を試算し

てみよう。新障害程度区分別利用者数の構成は，

表6の構成比率を用いて按分すると，(n6 n5 n4

n3 n2 n1)=(97111373)となるから，（2）

（3）（4）式よりα=4.3，β≒0.23，γ=0.40であ

る。従って，M2=365日とすると，年間報酬収入

は（5）式よりR2=35,332,000円となる10）。昼の

サービスである生活介護については，M3=269

日11）とすると，年間報酬収入は（6）式よりR3=

84,492,900円となる12）。よって，施設入所支援

と生活介護事業の年間報酬収入を合計すると，

R2+R3=119,824,900円となる。以上により，新体

系移行することによって，年間報酬収入はR1－

(R2+R3)=18,119,550円の減額となる。

5 シミュレーション

この新体系移行に伴う収入減を回避するには，

多様な事業を組み合わせて，新旧比較による検証

を行う必要がある。表7は，その計算結果をまと

めたものであり，以下，順に説明しよう。まず，

提案されるのは，生活介護事業へ移行させるのは

報酬単位の高い利用者1に属する者のみとし，利

用者2に属する者は他の日中活動事業に振り向け

ることであろう。生活介護事業以外の多機能型の

対象事業のうち，自立訓練や就労移行支援はサー

ビス利用期間が原則2年以内に限定されており，

また，就労継続支援A型は利用者と雇用契約を締

結する事業であるため，ここでは就労継続支援B

型で収入変動を試算してみよう。生活介護の利用

者を利用者1に属する40人とし，残りの10人は就

労継続支援B型を利用させるとすれば以下のとお

りとなる。まず，生活介護事業においては，N3,2=0

であるから，（6）式よりR3=71,769,200円とな

る13）。次に，就労継続支援B型についてであるが，

年間報酬収入R4は，定員の各区分について該当

すれば“1”，該当しなければ“0”とする定員区

分ダミー変数を成分に持つ定員区分ダミー変数ベ

Summer'12 91障害者自立支援法における新体系移行の課題

表5 知的障害者入所更生施設における定員別施設数

30人以下 31～40 41～49 50 51～60 61～70 71～80 81～90 91～100 101人以上

施設数 115 102 38 397 216 149 139 65 75 113

出所）厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査報告」より作成。

注）施設数は，経営主体が私営である施設の数値である。

表6 障害程度区分別の構成比率（％）

旧障害程度区分 障害程度区分

区分A 区分B 区分C 区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２ 区分１ 非該当

知的障害者入所

更生施設（私営）
77.9 19.4 2.7

新体系移行後 17.6 14.2 21.3 26.0 15.0 5.7 0.3

出所）旧法施設は，厚生労働省「平成18年 社会福祉施設等調査報告」より，新体系移行後は，「厚生労働省障害保健福祉関係主管課

長会議資料（平成18年8月24日開催）」より作成。
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クトルをd4（4次元縦ベクトル），定員区分別報

酬単位ベクトルをq4（4次元縦ベクトル），総利

用者数をN4とすると，一単位の単価を丙地の10

円，全ての利用者について年間利用日数を同一の

M4（稼働率100％）と仮定した場合，

と表記される。従って，M4=269日として，表8

で示したq4のデータを用いて（7）式を計算する

と，R4=11,540,100円となる14）。

施設入所支援については，前述のとおりR2=

35,332,000円であるから，施設入所支援，生活

介護，および就労継続支援B型の年間報酬収入を

合計すると，R2+R3+R4=118,641,300円であり，

移行後の収入はR1－(R2+R3+R4)=19,303,150円

の減額となって，事業を組み合わせることによっ

ても移行前の収入を確保できない。

そこで，考えられる方法が地域移行である。す

なわち，「住まいの場」については，障害者支援

施設には障害程度区分の重い者を残すようにして

定員を30名まで減らし15），残りの20名はケアホー

ムおよびグループホームに移すとともに，「日中

活動」については，まず，障害者支援施設の入所

者は生活介護を利用して，ケアホームおよびグルー

プホームの入居者は全員が就労継続支援B型を利

用するようにするのである。以上のような地域移

行を伴うサービスの組み合わせを選択すると，新

体系へ移行することで年間報酬収入を増加させる

ことが可能となる。具体的計算は次のとおりであ

る。まずは障害者支援施設においてであるが，施

設入所支援については，新障害程度区分別利用者

数の構成が (n6 n5 n4 n3)=(97113)である

から，（2）（3）（4）式よりα≒4.7，β=0.30，

γ≒0.53となるので，M2=365日とすると，年間

報酬収入は（5）式よりR2=30,769,500円とな
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表7 事業体系別報酬収入の試算結果

事業体系 報酬収入（円） 移行の影響（円）

移行前 旧知的障害者入所更生施設 137,944,450

移行後

施設入所支援＋生活介護 119,824,900 -18,119,550

施設入所支援＋生活介護＋就労継続支援Ｂ型 118,641,300 -19,303,150

施設入所支援＋生活介護＋共同生活介護＋共同生活援

助＋就労継続支援Ｂ型
140,992,150 3,047,700

表8 区分別報酬単位
（就労継続支援Ｂ型および共同生活介護）

事業 記号 区分 報酬単位

就
労

継
続
支

援

B型

q4

定
員
区
分

区分1（40人以下） 460

区分2（41人以上60人以下） 429

区分3（61人以上80人以下） 420

区分4（81人以上） 406

共
同
生
活
介
護

q5

障
害
程
度
区
分

区分6 444

区分5 353

区分4 300

区分3 273

区分2 210

出所）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号

注）就労継続支援B型の数値は，サービス費（Ⅱ）の報酬単位である。



る16）。生活介護については，M3=269日とすると，

年間報酬収入は（6）式からR3=68,272,200円と

なる17）。

次に，ケアホームおよびグループホームにおい

てであるが，まず共同生活介護の年間報酬収入

R5の算出方法は，新障害程度区分別報酬単位ベク

トルをq5（5次元縦ベクトル）18），新障害程度区

分別利用者数ベクトルをn5（5次元縦ベクトル），

一単位の単価を丙地の10円，全ての利用者につ

いて年間利用日数を同一のM5（稼働率100％）

と仮定した場合，

である。従って，M5=365日として，表8で示し

たq5のデータを用いて（8）式を計算すると，R5=

15,330,000円である19）。

共同生活援助の年間報酬収入については，一単

位の単価を丙地の10円，全ての利用者について

年間利用日数を365日とすると，実利用者数は3

人であるから20），報酬単位171単位を適用すれ

ば21），1,872,450円となる。日中活動としての就

労継続支援B型の年間報酬収入については，M4=

269日とすると，（7）式により，R4=24,748,000

円となる22）。

以上により，障害者支援施設においては，施設

入所支援と生活介護の合計で99,041,700円が得

られ，ケアホームおよびグループホームにおいて

は，共同生活介護，共同生活援助，および就労継

続支援B型の合計で41,950,450円が得られるから，

総額140,992,150円となり，新体系移行によって

3,047,700円の年間報酬収入の増額が可能となる

ことが分かる。

1 地域移行の障害

前節で確認したように，地域移行を伴う多様な

事業の組み合わせを行えば，新体系に移行しても

報酬収入の減少を回避することができる。移行の

期限に直面している事業者は，このように多様な

事業の組み合わせをシミュレーションして収入変

動を試算しているはずであるが，移行が進んでい

ない現状を鑑みると，移行の支障となっている原

因を検討する必要がある。

前節で示したとおり，新障害程度区分の高い入

所者ばかりが占める施設でないかぎり，移行前の

報酬収入を維持するためには，新体系移行は地域

移行を伴ったものでなければならなくなる。障害

者自立支援法における地域移行とは，障害程度区

分の低い者を中心に施設入所者の一部が退所して，

ケアホームやグループホーム等へ移ることを意味

する。ところが，ケアホーム等へ入所者を移す場

合，ケアホーム等の建物を賃貸で確保するのであ

れば，家主の理解が不可欠であるし，それが難し

ければ，事業者は自らケアホーム等の建物を所有

しなければならないという入居先確保の問題が生

じる。さらに，建物は用意できたとしても，賃貸

であれば「家賃」を，事業者所有であれば「減価

償却額相当の居住費」を入居者は負担しなければ

ならなくなり，それらは施設入所者であったなら

ば負担する必要のなかったものであるから，利用

者負担金増加の問題も生じる。新障害程度区分が

低く出たことを理由に，施設退所を迫られて費用

負担の高いケアホームへ移らされるようなことに

なれば，当然に入所者本人もしくは保護者等から

の抵抗や，新障害程度区分と地域移行に対する政

策批判も起こるであろう。経過措置として，新障

害程度区分が低くても施設に残れることになって

はいるが，但しその場合は報酬単位が低いわけで

あるから，報酬収入の減少を避けるためにケアホー

ム等に移したい事業者と，利用者負担金の増加を

避けるために施設に残りたい利用者（あるいは保

護者）との間で合意を得るのが難しくなっており，

地域移行をスムーズに進めにくいのが現状なので

ある。

前節で確認したとおり，障害者自立支援法が完

全実施された時点の報酬単位は，法が理念として

いた地域移行を促すような水準で設定されていた。

言い換えると，地域移行しなければ大幅減収となっ

てしまうような水準で設定されていたのである。

居住の確保という受け皿や，利用者負担の増加と
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いったことへの対策が十分ではない状況で，この

ように新体系へと強制的に移行させようとしたこ

とが，当事者である利用者や事業者の不信を招い

たと考えられる。従って，法施行時において既に

施設に入所していた利用者について，地域移行す

るか否かは当事者の判断を尊重し，施設に居続け

たとしても減収とならないような報酬体系にしてお

くべきだったのではないだろうか。次項では，そのよ

うな報酬単位の設定方法を示したうえで，地域移

行を円滑に進めるための方法について考察する。

2 円滑な地域移行

前節で示したように，旧法施設である旧知的障

害者入所更生施設から，新体系である施設入所支

援および生活介護へと移行すると，収入は

18,119,550円の減額となる23）。これを回避する

には，障害者自立支援法において，どのくらいの

報酬単位を設定しておくべきであったかを考えよ

う。具体的には，本稿の試算において，施設入所

支援の報酬単位である，利用者1の195単位と利

用者2の188単位24），および，生活介護の報酬単

位である，利用者1の667単位と利用者2の473単

位25）を見直さねばならない。

表9における報酬単位比率ベクトルkの各成分

は，施設入所支援の利用者1の報酬単位を基準と

して報酬単位間の比率を計算したものである。こ

こでは，このkを一定として，新体系に移行し

ても最低限，移行前の収入水準は維持されるよう

にするには，どのくらいの報酬単位が必要である

かを求めてみよう。表9に示したとおり26），最低

限，移行前の収入水準は確保できる報酬単位ベク

トルをx*，一単位の単価（10円）×利用者数×

年間利用日数を成分とするベクトルをa，移行

前の年間報酬収入をb（=137,944,450円）とす

ると，求める計算式は（9）式のとおりである。

（9）式における第1の制約式は，新体系移行後

の年間報酬収入が移行前の水準を下回らないこと

を示し，第2の制約式は，実際に規定されている

報酬単位間の比率kを変えないことを示し，第3

の制約式は，x*の成分であるx*i(i=1,2,3,4)

が負の数ではないことを示している。決定変数は，

最低限，移行前の年間報酬収入水準を保証する報

酬単位x*i (i=1,2,3,4)である。（9）式を計

算して得られた結果が，表9に示したx*i(i=1,2,

3,4)の値であり，これによって，各報酬単位を

x*'=(225217767545)に設定していたなら

ば，移行前の年間報酬収入137,944,450円を上回

る137,960,200円を得られていたことが分かる27）。

次に，地域移行を積極的に進めるための対策に

ついて述べておこう。家賃補助はその一つの選択

肢であるが，それでは入居先確保と家賃の発生の

問題は回避できても家主の理解が解決されない。

従って，例えば，老朽化した入所施設の4人部屋

から，新築個室のケアホームへ移るといった大き

な居住環境の変化を事業者が用意できるようにサ

ポートし28），それに伴って発生する居住費等の利

用者負担金の増加に理解を示す利用者に移っても

らう29）といった施策とするのである。そうすれ

ば，入居先確保，家主の理解，居住費（家賃）の

発生の全ての問題は克服され，地域移行はより具

体性を増すであろう。

本稿は，障害者自立支援法のもと，新体系移行

で生じた課題に焦点を当てて考察した。まず，制

度で規定されている実際のデータを用いて分析し

た結果，障害者自立支援法の施行当時は，新体系

移行前の報酬収入の水準を確保するためには，多

様な事業選択を行うとともに，地域移行を進める

ことが必要であったことを明らかにした。施設入

所者が施設入所を人権侵害と感じており，施設を

出ることを希望しているならば，出ることに支障

の無い社会にすべきであるから，地域移行の施策

そのものは評価されてよい。しかし，それを可能

とするには，住むところ（バリアフリーを含む）
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mina'x*－b

s.t.a'x*＞－b

k*=k

x*i＞－0（i=1,2,3,4） （9）
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の確保，家主の理解，家賃の発生，サービス提供

主体の収入といった解決しなければならない問題

があった。それに対して，法施行当時，これらへ

の対策が十分ではないまま性急に進めたことが，

障害者自立支援法が混乱した一つの原因であった

と考える。それを踏まえ，本稿は，地域移行を円

滑に進めるための対策として，①地域移行を可能

とする社会システムが整備されるまで，施設入所

者が施設に居続けたとしても減収とならないよう

な報酬単位の設定方法，②事業者によるグループ

ホーム・ケアホームの新築整備のサポート，を提

案した。

もっとも，地域移行を進めるうえで対応してお

かねばならないものは，これだけではない。地域

移行してからの，常時の支援体制の確保（グルー

プホーム・ケアホームの職員配置に係るバックアッ

プ体制を含む）や支援の質・内容など，支援の在

り方についても検討が必要である。本稿はこれら

については触れておらず，今後の課題としたい。
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して感謝申し上げたい。もちろん残る誤りがある

とすれば，それはすべて筆者の責任に帰するもの

である。なお，本稿の内容は筆者の個人的見解で

あり，所属機関を代表するものではない。

注

1）障害程度区分の低い利用者がより多いと考え

られる，知的障害者入所授産施設では35.2％と，

さらに移行が進んでいない。

2）平成18年9月29日厚生労働省告示第539号

3）本稿における報酬収入の試算においては，分

析の焦点を明確にするために各種加算減算につ

いては捨象している。また，必要な人員基準は

満たされていることを前提としている。

4）施設入所支援は，障害程度区分3以上（50歳

未満は4以上）の者が対象であるが，経過措置

期間中は非該当であっても利用できることになっ

ている。ここでは，障害程度区分3に属する施

設入所者について50歳以上の場合で定義してい

る。

5）平成18年10月31日厚生労働省通知障発第

1031001号

6）平成18年9月29日厚生労働省告示第523号，お

よび平成18年10月31日厚生労働省通知障発第

1031001号

7）施設入所支援併用の生活介護は，障害程度区

分3以上（50歳未満は4以上）の者が対象である

が，経過措置期間中は非該当であっても利用で

きることになっている。

8）注6と同じ。

9）定員区分ダミー変数ベクトルは，d'1=(000

100)である。

10）施設入所支援区分ダミー変数ベクトルは，δ'2,1=

(00000100000)，δ'2,2 =(00000

010000)，定員区分ダミー変数ベクトルは，

d'2=(0100)である。

11）通所利用者の月間利用可能日数は，暦月の実

日数－8日であるから，年換算して，365日－（8

日×12ヶ月）＝269日。

12）生活介護区分ダミー変数ベクトルは，δ'3,1=(0

0000100000)，δ'3,2 =(0000000

0001)，定員区分ダミー変数ベクトルは，d'3=

(0100)である。

13）注5の通知により，複数の日中活動事業を行う

場合，各日中活動事業の利用定員の合計数で定

員区分を決めることになっているため，定員区分

ダミー変数ベクトルはd'3=(0100)である。

14）注13と同様の理由により，定員区分ダミー変

数ベクトルはd'4=(0100)である。

15）平成18年9月29日厚生労働省令第177号によ

り，施設入所支援の定員は30人以上であること

が必要である。

16）施設入所支援区分ダミー変数ベクトルは，δ'2,1=

(00010000000)，定員区分ダミー変

数ベクトルは，d'2=(1000)である。

17）生活介護区分ダミー変数ベクトルは，δ'3,1=(0

0010000000)，定員区分ダミー変数ベ

クトルは，d'3=(1000)である。

18）共同生活介護は，障害程度区分2以上の者が対

象であるから5次元となる。

19）新障害程度区分別利用者数ベクトルはn'5=(0

00107)である。

20）共同生活援助は，障害程度区分1以下の者が対

象である。

21）算定の条件である世話人が配置されているこ

とを前提としている。

22）定員区分ダミー変数ベクトルはd'4=(1000)

である。

23）本稿では，試算する際，移行前の人員配置が

移行後の人員基準を満たしていることを前提と

している。移行により，職員数を増やさねばな

らない場合は，さらに不足額は大きくなる。
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24）195単位は（5）式のδ'2,1Q2d2から，188単位

は（5）式のδ'2,2Q2d2から求められる。

25）667単位は（6）式のδ'3,1Q3d3から，473単位

は（6）式のδ'3,2Q3d3から求められる。

26）aの成分であるai(i=1,2,3,4)は，それぞ

れa1は（5）式の10M2N2,1から，a2は（5）式の

10M2N2,2から，a3は（6）式の10M3N3,1から，a4

は（6）式の10M3N3,2から求められる。

27）225単位×10円×40人×365日＋217単位×

10円×10人×365日+767単位×10円×40人×

269日＋545単位×10円×10人×269日＝

137,960,200円。

28）第一種社会福祉事業である旧法施設は，社会

福祉法第60条により，その経営主体は，行政の

ほかは原則，社会福祉法人である。従って，入

居先確保の施策として，事業者に対して，ケア

ホーム等の建設整備補助を支出しても憲法第89

条には抵触しないため，補助は可能である。

29）ケアハウスにおける「居住に要する費用」の

計算に倣い，「建設整備費から補助金額を差し引

き，それを耐用年数×入居者数で割ったもの」

をケアホームの年間家賃の上限額とすることを

補助の要件とすれば，事業者が入居者から徴収

する家賃を抑えることも可能となる。
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1 訴外O府知事は，参加人Z（社会福祉法人）

の申請にもとづき，2000年3月15日，その運営

する通所介護事業所（デイサービスセンター）お

よび訪問介護事業所（ヘルパーステーション）に

ついて，介護保険の指定居宅介護サービス事業者

として指定した（介保70）。なお，Zの申請では，

デイサービスセンターの利用定員は15名であり，

デイサービスセンターおよびヘルパーステーショ

ンのいずれについても，管理者はZの理事A

（2005年8月31日辞任）の夫である訴外Bとなっ

ていた。

翌16日に，Zは，上記両事業所について「指定

居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準」（平成12厚生省告示19）に従い介護給付費算

定にかかる体制等に関する届出をO府知事に対し

て行ったが，その届出書では，デイサービスセン

ターの人員配置区分を認知症専用併設型，利用定

員を10名として記載し，実際の運用もそのよう

に行っていた。しかし，デイサービスセンターの

運営規程（指定居宅サービス等の事業の人員，設

備及び運営に関する基準（平成11厚生省令37）

29。以下「人員・設備・運営基準」という）お

よび重要事項説明書（同8）では，利用定員15名

と記載していた。

O府知事は，Zからの申請にもとづき，2003年

9月11日，その運営する訪問介護支援事業所（ケ

アプランセンター。上記2つの事業所と合わせて，

以下「本件各事業所」という）につき，介護保険

の指定訪問介護支援事業者の指定を行った（上記

2つの指定と合わせて，以下「本件各指定」とい

う）。この申請の際にも，Zは，Bを管理者として

いた。

Bは，本件各事業所の所在地から約10km離れ

た場所に設置されているC幼稚園の事務長であっ

たが，本件各指定に係る申請に当たってO府知事

に提出した経歴書には，Bが上記事務長である旨

の記載はされていない。

その後，O府の指摘を受け，2004年12月24日

に，Zは，デイサービスセンターの運営規程上の

利用定員を15名から10名に変更する届出を行っ

ている。

2 2005年6月6日，Yの住民Xは，Yの監査委員

に対し，Bには管理者としての勤務実態がないた

め，本件各事業所の指定は無効であるから，Yが

これらの指定を前提として支出した介護報酬は，

その全額が不当利得になるとして，その請求権の

行使等を求める監査請求を行った。
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Yの監査委員は，YはO府とともに実施調査を

行い，事実の確認に努めているから，不当利得請

求権等を行使しないことは違法とはいえないとし

て，同年8月3日に請求を棄却する決定をした。

3 O府知事は，担当職員による調査を経て，

2005年8月24日，本件デイサービスセンターに

関して，（1）デイサービスセンター・認知症専

用併設型（利用定員10名）の従業者の人員基準

を満たさない日があったのに，介護給付費を減算

せずに請求した，（2）サービス提供時間につい

て4時間以上6時間未満の単位数で算定し，介護

給付費を請求すべきであるのに（デイサービスセ

ンターの利用時間は10：00～16：00としていた），

6時間以上8時間未満の単位数を算定し，介護給

付費を請求していた，（3）本人の都合で当初の

通所介護計画より時間を大きく短縮したときは，

計画を変更・再作成して変更後の所要時間に応じ

た単位数で算定すべきなのに，それをせずに6時

間以上8時間未満で算定し，介護給付費を請求し

ていた，（4）利用定員（10名）を超過している

にもかかわらず，介護給付費を減算せずに請求し

ていた，と指摘し，自主点検により返還を行うよ

うZに勧告した。Yは，2006年1月30日，Zに対

し，その自主点検の結果を受けて，返還すべき介

護報酬の額として確認された3135万5038円（（1）

につき738万6491円，（2）および（3）につき

2379万6882円，（4）つき17万1665円）を支払

うよう請求し，同年2月13日にZからその全額の

支払いを受けた。しかし，Yは，上記各請求が故

意によるものではなく，報酬基準の解釈の誤りに

もとづくものと判断し，加算金は請求しなかった。

4 上記2の各監査請求棄却を受けて，Xは，同

年9月2日に，上記請求にかかる介護報酬相当額

の支払いをZに請求するようYに求めて訴え（計

1億1186万1276円の支払い請求）を提起した。

この請求のうち，上記3で言及したZからYへの

金員の支払いがあったことに伴い，その限度でX

は第1審において訴えを取り下げた。

第1審（大阪地判平成20・1・31判例地方自治

311号69頁）は，1億158万7576円の支払いをZ

に請求するようYの市長に命じる判決を下した。

これに対してXとYとの双方が控訴し，またYの

側にZが補助参加した。控訴審（大阪高判平成21・

7・23裁判所ウェブサイト掲載）は，大要，つぎ

のように判示して第1審判決を支持し，Xおよび

Yの控訴を棄却した1）。すなわち，Zは，O府知事

に対して本件各事業所に係る指定の申請をするに

あたって，その管理者となるBが前記幼稚園の事

務長であることを経歴書に記載すれば，管理者が

常勤であることを求めた前記基準に抵触して指定

がされなくなると考え，あえて当該経歴を記載し

ないで秘匿するという不正の手段により本件各指

定を受けたものと推認され，本件各指定を受けた

ことを前提として受領した本件期間中の介護報酬

は，偽りその他不正の行為により支払を受けた

（介保22③）ものに当たると解される，したがっ

て，Zは，Yに対し，上記介護報酬全額から既に

Yに支払った額を控除した残額につき返還義務を

負う。

そこで，YおよびZが上告受理申立てをした。

破棄自判（第1審判決取消し，Xの請求棄却）

（本件請求は，もっぱら介保22③にもとづく返還

請求であると解される前置きした上で）

1（1）「介護報酬は所定の要件と基準を満たす場

合に市町村から事業者に対して支払われるもので

あり（介護保険法41条，46条），これを欠いた支

払が事業者に対してされた場合には，市町村は事

業者に不当利得の返還を求め得ると解される。」

（2）「介護保険法22条3項は，事業者が上記支払

を受けるに当たり偽りその他不正の行為をした場

合における介護報酬の不当利得返還義務について

の特則を設けたものと解される。そうすると，事

業者が同項に基づき介護報酬の返還義務を負うも

のと認められるためには，その前提として，事業

者が介護報酬の支払を受けたことに法律上の原因

がないといえる場合であることを要するというべ

きである。」

2「Zは，本件期間において，本件各指定を受け

た上で本件各事業所における事業を行っていたも
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のであるところ，Zが不正の手段によって指定を

受けたという指定当初からの蝦疵の存在を理由と

するO府知事による本件各指定の取消しはされて

おらず，また，ZがO府知事から本件各指定を受

けるに当たっての原審の認定に係る……経緯〔事

実の概要1掲記のBが幼稚園の事務長であること

を経歴書に記載しなかったことを指す―筆者注〕

も，本件各指定を無効とするほどの瑠疵の存在を

うかがわせるものとはいえない。そうすると，Z

が前記の既に返還済みの部分を除いた介護報酬の

支払を受けたことにつき，不正の手段によって指

定を受けたことの一事をもって，直ちに法律上の

原因がないということはできず，他に法律上の原

因がないことをうかがわせる事情もない。」

3「以上によれば，Zは，Yに対し，Xの請求に

係る介護保険法22条3項に基づく介護報酬の返還

義務を負うものではないというべきである。」

（宮川判事の補足意見がある）

判旨1（2），2および3には疑問がある。

1 本判決は，介保22③の趣旨と同項が定める返

還請求の要件を明らかにした初めての最高裁判決

としての意義がある。とくに同項による返還請求

の要件の解釈を示した点は実務上も大きな影響が

ある。また，本判決では，介護保険の居宅介護サー

ビス事業者としての指定を受ける際に偽りの申請

を行い，介護報酬を不正に請求してその支払いを

受けた事業者に対して，介保22③にもとづく返

還請求を行うことを保険者たる市に対して求めた

住民訴訟（自治242の2第4号。以下「4号訴訟」

という）が問題となっている。公刊されている判

決としては，本判決はこうした事例を扱った初め

てのものであり，医療保険等も視野に入れても先

例は見あたらない2）。さらに，所定の要件と基準

の充足を欠く介護報酬の支払いについては，市町

村は事業者に対する不当利得返還請求権を持つと

判示した初めての最高裁判決でもある。そして，

常勤の管理者を置くことを義務づける人員・設備・

運営基準に違反していることを窺わせる経緯（他

の職にあることを秘匿した指定の申請）は指定を

無効とするほどの瑕疵の存在を窺わせるものとは

いえないと判示した点，および上記のような不正

の手段によって指定を受けたことの一事をもって，

直ちに不当利得請求権発生の要件である「法律上

の原因なく」という要件を満たすということはで

きないとした点について，事例判断としての意義

もある。介保22③の「偽りその他不正の行為」

には，指定申請時の不正行為も含まれるという解

釈を暗黙のうちに採用している点も挙げることが

できる3）。

2（1） 判旨1（1）は，上述のように，所定の要件

と基準を満たさない介護報酬の事業者への支払い

に関しては，介護保険の保険者である市町村は不

当利得返還請求権を有するとする。不正の行為に

よらない介護報酬の過誤払いは従来から民法の不

当利得の規定にもとづいて保険者たる市町村が事

業者に返還請求すると実務では解されており4），

これと同旨の判旨は相当である。

（2） 本件で問題となった平成17法77による改正

前の介保22③は，健保58③，国健保65③等と同

趣旨のものである。公的医療保険に関する健保

58③等の規定は，老人保健法（昭和57法80）に

よって新設された（同附則8・15）。これらの規

定が設けられる前は，保険者は民法の不法利得の

規定にもとづいて保険医療機関等に対して療養担

当規則等に適合しない療養に関する費用（診療報

酬）の返還を求めていたようである5）。老人保健

法の制定前には，保険医療機関による診療報酬の

不正請求の多発が問題化しており，それへの厳正

対処を目的として，同法制定を機に，不正な行為

によって診療報酬の支払いを受けた医療機関に対

してその返還を求めるとともに加算金（当時は

10％，平成10法109によって40％に引き上げ）

の支払いを求めることができるようにしたのであ

る6）。

判旨1（2）は，以上のような経緯を持つ健保58

③等と同内容の介保22③について，民法の不当

利得の規定の特則を設けたものと解釈する。判旨
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は民法の不当利得のいずれの規定の特則かを明示

していないが，いずれにせよ，この解釈を前提と

すれば，介保22③にもとづく事業者の介護報酬

返還義務の発生には，同項には明文はないが，事

業者の利得（介護報酬の支払を受けたこと）に法

律上の原因がないことが要件となる。この解釈が

妥当かについては後に検討する。

（3） 判旨1は，本件訴訟の本来の当事者であるX

とYとの間の法律関係ではなく，YとZとの間の

それに着目した判示である。これは，本件の訴訟

が4号訴訟であることに由来する。「地方自治法

等の一部を改正する法律」（平成14法4）による

改正前の同号が代位構成を採用していたのとは異

なり，現在の条文は損害賠償または不当利得請求

をすることを地方公共団体の執行機関に義務づけ

る構成となっている。そのため，住民からの請求

の当否を判断するためには，まず地方公共団体が

その職員または相手方に対して損害賠償請求権ま

たは不当利得請求権を有するかを判断する必要が

ある。実際，現行の4号訴訟では，地方公共団体

が損害賠償請求権等を有するかが争点となってい

る7）。本件でも，こうした4号訴訟の構造から，

まず判旨1でY・Z間の法律関係を判断している。

3（1） 判旨2および3を理解する前提として，本

件におけるZの不正行為が介護報酬の請求・支払

いの法律関係にどのような法的意味を持つのかを

明らかにする必要がある。

本件で問題となっているのは，前掲「指定居宅

サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する

基準」の6条（Zのヘルパーステーションについ

て）・94条（同デイサービスセンターについて）

および「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準」（平成11厚生省令38）の3条

（同ケアプランセンターについて）であるが，こ

れらの規定はいずれも「人員に関する基準」であっ

て，指定事業者はこれらを遵守する義務は負うも

のの（介保74①，76の2①1号，77①2号等），介

護報酬の審査の基準ではない（介保41⑨（人員

の基準は含まれていない））。したがって，指定事

業者が人員の基準に違反してサービスを提供して

も，設備・運営基準違反には該当しないので，当

該サービスは債務の本旨に従った履行となって，

それに対する介護報酬請求権が発生し，事業者に

は不当利得は生じない。

そうすると，判旨2の立場によれば，介保22③

の返還金の発生の前提となる民法上の不当利得が

事業者に生じたというためには，本件各指定処分

そのものが，指定時に遡って取り消される必要が

ある（「介護保険法等の一部を改正する法律」（平

成17法77）による改正前の介保77①6号，現8号

等参照）。本件各事業所の管理者とされていたB

は，本件各事業所の所在地から約10km離れた場

所に設置されている幼稚園の事務長であったとこ

ろ，上記各人員の基準では管理者は「常勤」であ

ることが要求され，この「常勤」とはもっぱら当

該事業所の管理業務に従事するものと解されてお

り（老企発25平成11・9・17），Bは明らかにこ

の要件を満たさず，また例外として認められてい

る場合にも該当しない。そして，（事実の概要欄

では引用しなかったが）原審が判示するように，

Zが本件各指定に係る申請をした当時の理事Aは

Bの妻であり，ZがBの経歴を知らなかったとは

考えられないことからすれば，指定を受けるため

にZがBがC幼稚園の事務長であることを申請に

添付する経歴書に敢えて記載しなかったと推認す

るのが相当といえよう。それゆえ，本件申請は行

政庁の判断を誤らせる虚偽の事実の申告を伴うも

のであって，取消しに値する瑕疵のあるものと評

価できる（前掲・旧介保77①6号，現8号等）。し

かし，判旨2が指摘するように，この瑕疵は本件

各指定を無効とするほどの瑕疵ではない。

（2） 判旨2および3は，以上を前提に，本件各指

定処分が持つ公定力を援用して，介保22③によっ

てYがZに対して介護報酬の返還請求を遮断した

と捉えることができる。

行政処分にもとづいて行政庁から相手方に対し

て利益の移転があった場合には，行政庁がその返

還を求めるには，原則として，当該処分が無効で

あるか，または取り消されることが必要である8）。

そして，本件では，事実の概要欄3には記載しな

かったが，O府知事は，本件各指定のうち，デイ
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サービスセンターおよびケアプランセンターの指

定は取り消していない。また，判旨2は，本件各

指定の瑕疵はその無効原因となるほどものではな

いと評価している。以上のような考え方および判

旨1（2）の説示に従えば，本件各指定処分がO府知

事によって取り消されていない以上，取り消しう

べき瑕疵があっても公定力によってこれらの処分

の効力を否定することはできないため，YはZに

対して不当利得返還請求権を持たず，したがって

同項の適用もないという帰結になる。

4 しかし，以上のような判旨2・3の判断の前提

となっている判旨1（2）の解釈は疑問である。

（1） 指定居宅サービス事業者および指定居宅介

護支援事業者のほか，指定介護予防サービス事業

者，指定介護老人福祉施設，指定介護療養型医療

施設の指定権限，介護老人保健施設の開設許可権

限は都道府県知事にあるから，その（遡及効を持

つ）取消しの権限も原則として都道府県知事が有

する（介保77①等）。他方で，これら事業者の不

正な行為による介護報酬の請求と受領によって損

失を受けるのは市町村である。そのため，判旨の

考え方では，都道府県知事が指定を取り消さない

限り，市町村は介保22③による返還請求・加算

金請求はできないことになる（民法上の不当利得

による返還請求もできない）。したがって，4号

訴訟で住民の請求が認容されるための前提条件も

満たさない。

ところで，市町村長も指定事業者等に対して調

査権限を有し（介保76等），人員・設備・運営基

準違反等がある場合には都道府県知事にその旨を

通知しなければならない（介保76の2⑤，77②等）。

厚生労働省も事業者に対する指導や監査は都道府

県と市町村とが連携を取りつつ行うよう通知し

（老発1023001平成18・10・23），行政処分等の

情報共有を図るよう求めている（2011年2月22

日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議・

介護保険指導室関係資料「介護保険における指導

監督業務の適切な実施について」）。実際，本件に

おいても，事実の概要欄3のとおり，O府担当職

員は，Zに対し，自主点検による不正請求分の介

護報酬の返還勧告をし，Yはその自主点検の結果

にもとづきZからの返還を受けている。この措置

は，本件各指定を取り消さないことを含めて，O

府側とYとの間での連絡調整の下で行われたと見

るのが自然であろう。このように考えると，判旨

の解釈を採用しても，実務上は問題がないと考え

られそうである。

（2） けれども，4号訴訟の趣旨目的は，住民が，

地方公共団体当局の財産管理行為をチェックする

ところにある。本件に即していえば，（Yが1審・

原審で主張した）Bが常勤の管理者でないとの確

証がないこと，具体的な介護サービスの提供には

問題がないことを理由にZに対して本件各指定の

時点に遡った介護報酬の返還請求はしないとのY

の判断の適否について裁判所の判断を求めること

に本件4号訴訟の目的がある。判旨の解釈のよう

に，公定力を根拠にYからZへの返還請求を遮断

してしまうと（本判決は，暗黙のうちに，最1小

判昭和60・9・12判時1171号62頁（ただし，平

成14法4による改正前の自治242の2の事案）の

立場を本件では採用しないことを示している），

地方自治法242の2第2号による住民訴訟によって

O府知事に本件各指定処分の取消しを求める訴え

ができない（本件各指定処分は同号にいう行政処

分には該当しないと解される）以上，Yの判断の

適否はおよそ4号訴訟では問えないことになる。

さらに，本件の場合，たまたまXが介保22③

を根拠に4号訴訟を提起したが，Zの不法行為を

理由として（本件の事実関係に照らすと，Zの不

法行為は十分に成り立つと解される），YにZに損

害賠償請求を行うことを求める4号訴訟を提起し

ていれば，本件とは逆の結論に至った可能性があ

る9）。

このように考えると，請求の立て方によって結

論が変わりうることに加えて，4号訴訟の趣旨を

阻害してしまう判旨の解釈は問題であるといえよ

う。

（3） また，本件で公定力が持つ意義についても

検討が必要である。本件は，行政当局の側が処分

の名宛人等である私人に対して返還請求をすると

いう事例である。ここで問題となっているのは，

Summer'12 101社 会 保 障 法 判 例



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

処分の取消し権限を持たない行政当局の請求が公

定力によって却けられるかである。

公定力によって行政当局の請求は不可となると

いう判旨の構成は，一見すると，処分の名宛人等

の私人を保護するという意味を持ち，妥当なよう

な気もする。私人（本件ではZ）の側からすれば，

基礎となっている処分が取り消されていない以上，

利得（本件では介護報酬の支払いを受けたこと）

の法律上の原因が存在するのであるから，Yから

返還請求に応ずる義務はなく，返還を求めるので

あれば，まずはO府側とYとの間で本件各指定処

分の帰趨を決めてくれということである。しかし，

本件では，Zが不正の行為によって介護報酬の支

払いを受けたという前提があるので，上記のよう

な理由でZを保護する必要はないといえよう。

本件各指定処分を取消さないままで，Zに過去

に支払いを受けた介護報酬を返還させるとしたと

きに問題となりうるのは，法律関係が不安定となっ

て第三者の利害，具体的には取引の安全を害しな

いかである。しかし，ここで論じられているのは，

過去の介護報酬債権であって，既にその弁済は終

了している。したがって，過去の介護報酬債権に

関して第三債権者（たとえば，Zの取引先等で，

介護報酬債権を担保に取っている債権者等）がい

たとしても，その安全が害されることはまず考え

られない。また，不正発覚後にZと取引関係に入っ

た第三者は，事後的な指定取消しによって損害を

受ける可能性があるが，それは介護保険の指定事

業者・許可施設については常に存在するリスクで

あり，保護する特段の必要性は乏しい。

（4） 以上の（2）（3）の考察によれば，本件各指定

処分の公定力を根拠にYのZに対する介護報酬の

返還請求を否定する判旨の結論の妥当性は疑わし

い。そうすると，問題は，介保22③は民法の不

当利得の要件の読み込みを要するという意味での

特則であるという判旨の解釈が妥当かに帰着する。

確かに，介護保険法を所管する厚生労働省は，

本項は，民704の特則であって，介保22③がなけ

れば民法が適用になる私債権とする（老介発

0131001平成17・1・31）10）。そして，介保22③

は，民704（悪意の受益者の返還義務）の特則と

して設けられたと説明する11）。しかし，この説明

は，「本規定がなければ」という前記通知の表現

が示すように，同項による返還金・加算金が，介

護保険法上の徴収金（介保144）に該当せず，地

方自治法による督促・滞納処分（したがって地方

税の例による）の例によって徴収できないこと，

それゆえ民事上の執行手続によらなければならな

いことを明らかにしたにすぎないと理解するのが

妥当と思われる。それ以上に，厚生労働省の通知

等が，同項の解釈として，民703・704による不

当利得返還請求権の発生要件（法律上の原因がな

いこと）までを同項の要件に付加的に読み込む趣

旨であると解するのは無理がある12）。

実質的に考えても，指定処分の公定力とは無関

係の介護報酬の不正請求については，介保22③

による返還金・加算金の請求ができるのに，そも

そも介護保険のサービスに参入すべきでなかった

事業者であるにもかかわらず，不正の行為によっ

て指定を得て介護報酬を手にした者に対しては指

定処分の公定力ゆえにそれができないというのは

均衡を失する。また，高齢化の進行に伴い，介護

保険の保険給付支出が増大していく状況において，

事業者のモラル・ハザード，とくに不正請求を防

止する必要性が高くなっている。そのためには，

指定取消しといった行政処分，罰則の適用ととも

に，不正請求を返還させ，命令・指定取消し等

（指定・許可の停止を含む）を行った場合には加

算金を請求する13）という毅然とした対応を示し

て，不正の行為を予防することを考えるべきであ

る。4号訴訟は，行政当局がこうした毅然とした

対応を取ることを担保する仕組みの1つであり，

それが機能しなくなるような解釈は妥当とはいい

難い。

さらには，「介護保険法および老人福祉法の一

部を改正する法律」（平成20法42）によって，

2009年5月から介保22③の返還金・加算金は同

法上の徴収金となり，民事上の執行手続は用いな

いので，現在においては民法の不当利得の要件を

読み込むべきという意味での特則であるという説

明も不要である。

したがって，保険者たる市町村が介保22③に
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よる返還金・加算金を事業者に請求するための要

件は，条文にない「法律上の原因なく」という要

件を解釈によって付加せずに，条文通り，素直に

「偽りその他不正の行為により」介護報酬の支払

いを受けたときと解する（その意味での民法の不

当利得の特則であって，依然として4号訴訟の対

象となる不当利得に該当すると解する）のが妥当

である。

5 最後に本判決の射程に触れておこう。まず，

本判決は，介保22③の返還金についての判示で

あるが，同項の加算金は返還金支払い義務が事業

者にあることを前提とするので，加算金も本判決

の射程内である。本件は平成17法77による改正

前の事案であるが，同法による改正によって返還

金・加算金が徴収金となったことは，本判決が示

した解釈を左右しない。それゆえ，現行の介保

22③にも本判決の射程は及ぶ。さらに，既に述

べたように，介保22③と同旨の規定は，医療保

険法（健保58③，国健保65③，高齢者医療59③

等）にも存在する。したがって，本判決が示した

解釈は，そのままこれらの条項にも適用される14）。

本判決が実務に対して持つ影響は大きいといえよ

う。

注

1）解説として小西（2010）がある。

2）医療保険に関しては，国民健康保険の保険者

たる特別区に対して，有用性のない薬剤を販売

した製薬会社に対する不当利得返還請求の懈怠

の違法確認に関する東京地判平成12・1・26判

例地方自治206号80頁があるが（結論は却下），

本件とは異なり自治242の2①第3号の住民訴訟

の事案である。介保22③にもとづいて保険者た

る市町村が不当利得返還請求および加算金請求

をした事案として京都地判平成18・9.29LLI/DB

判例秘書登載（ID：06150241）（平成17法77

による介保22③の改正前の事案），さいたま地

判平成22・6・30判例地方自治345号3頁（平成

20法42による介保22③の改正前の事案）等が，

公的医療保険に関しては国健保65③にもとづく

不当利得返還請求および加算金請求をした事案

として東京地判平成19・1・31LLI/DB判例秘

書登載等がある。

3）本件1審判決を論評する碓井（2009）326頁参

照。

4）明示的には述べていないが，厚生労働省老健

局介護保険計画課「事務連絡」（平成23・10・7）

によって修正される前の同介護保険課・老人保

健課「事務連絡」（平成13・9・19）がこのこと

を前提としている。

5）この点は明確ではないが，後述する老保健42

③，健保58③の立法趣旨の解説からは本文のよ

うに推測できよう。

6）吉原（1983）483頁。

7）最高裁判決の例として，たとえば最1小判平成

22・3・25判時2081号3頁，最3小判平成22・3・

30判時2083号68頁，最2小判平成23・12・2判

時2140号14頁がある。

8）今村（1957）188頁。田中（1974）101～102

頁は，行政行為が介在する場合には，取消訴訟

または不服申立手続でそれが取り消されてはじ

めて不当利得返還請求ができるとするが，想定

しているのは私人が国・地方公共団体等に不当

利得返還請求をする場合と解される。小早川

（1999）154頁も同旨であろう。なお，納税者

に違法な課税処分の是正を求める権利を定める

規定の不存在等の事情がある場合に，当該課税

処分の取消しがなくても納税者は国に不当利得

請求ができるとした判例として，最2小判昭和

49・3・8民集28巻2号186頁がある。

9）参考になるのは，行政処分が違法であること

を理由とする国家賠償法による損害賠償請求に

ついては，それに先だって当該処分の無効の確

認や取消しを求める必要はなく（最2小判昭和

36・4・21民集15巻4号850頁），金銭の納付を

目的とする処分の場合でも同様とされるいるこ

とである（最1小判平成22・6・3民集64巻4号

1010頁）。ただ，本文の問題は，行政側が私人

に不法行為による損害賠償を請求するという事

例であり，上記の判例で問題となった事例とは

方向が逆（私人が行政に国家賠償を求める）で

あることに留意する必要がある。

10）厚生労働省老健局介護保険課「事務連絡（平

成18・10・6）」も同旨。

11）健康保険法の規定につき，厚生省・社会保険

庁（2003）426頁参照。なお，加算金が返還額

の40％に引き上げられている現在では，健保58

③を単純に民704の特則と理解することは困難

な面がある（岩村（2001）71頁）。また，被保

険者等が偽りその他不正の行為によって保険給

付を受けた場合の徴収金およびそれに荷担した

事業主等への連帯納付義務を課す規定（健保58

①②等）については，一般不法行為法の特則と

いう位置づけとなっている点（厚生省・社会保

険庁（2003）423頁）に留意する必要があろう。

12）老介発0131001平成17・1・31は本文のよう

な趣旨のことは述べていない。制定当初の老保
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健42に関する吉原（1983）483頁（民法上の不

当利得の特則ということをそもそも述べていない），

健保58に関する厚生省・社会保険庁（2003）

423頁，426頁も同様である。

13）老発1023001平成18・10・23別添2介護保険

施設等監査指針。

14）なお，保険医療機関等の指定の取消しについ

て定める健保80には，介保77①8号等に相当す

る規定がないが，保険医療機関等の指定の申請

にあたって法令等に違反する不正があったとき

には健保80第9号によって指定を（遡及して）

取り消しうると思われる。もっとも，保険医療

機関等の指定（全部指定）は公法上の契約であ

る（したがって行政処分ではない）という厚生

労働省の解釈に従えば，公定力はないので本判

決の射程は及ばないということにもなりそうで

ある（しかし，公法上の契約が遡及的に解消さ

れない限り，保険医療機関等の利得（診療報酬

の受領）には法律上の理由があるので，本判決

と同じ結論になるはずであろう）。他方で，保険

医療機関等の一部指定は行政処分と解されるの

で，本判決の射程内となろう。
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リーマンショック以降の生活保護をめぐる状況は，

劇的に変化した。派遣切りされたホームレスたちは，

稼働年齢層であるにもかかわらず迅速に保護が開始さ

れ，北九州餓死事件などは記憶の彼方に追いやられる

ような印象さえ受けるようになった。ところが保護利

用条件の柔軟化（正常化）に伴って「戦後最大の」保

護受給者数増加による生活保護予算の増大が問題視さ

れ，稼働年齢層の「安易な」保護利用をバッシングす

るような論調も目立つようになってきた。

本書の筆者は，20年以上にわたって生活保護のケー

スワーカーとして勤務し，その経験を糧に大学での研

究活動に邁進してきた。本書はその実務に基づく豊富

な知見と深い洞察に裏打ちされた研究の成果であり，

博士学位請求論文に加筆されたものである。本書の底

流には，最後のセーフティネットとして機能すべき生

活保護制度が市民の権利として保障されるために，生

活保護法の理念に基づく適正な保護行政と，不服があ

る場合にそれを争うことが機能的に保障されているこ

とが肝要である，という思いが流れている。これを検

証するために，筆者は審査請求の実効性に着目する。

1996年度から2005年度までの審査請求とその結果等

のデータを，全都道府県の情報公開条例に基づき開示

請求し，徳島県を除く46都道府県から合計1930件の

裁決書を収集し，裁決書をひとつひとつ丹念に分析さ

れたことは，特筆に値する。

もとより，生活保護制度はその理念や制度構造を把

握することが他の法制度に比べると比較的容易である。

しかしながら，現実に保護を利用している人々がどの

ような生活を営み，保護の実施機関が保護利用者に対

していかなる介入をし，どのような問題が生じている

のかを把握することは困難である。このことは，現場

を知らない研究者にとって，保護行政や法のあり方を

論ずることを不安にさせるのである。この10年で訴

訟が飛躍的に増大し，訴訟物も多様化したけれども，

それは氷山の一角に過ぎず，不安を解消させるわけで

はない。審査請求の研究はこの不安を解消させる有効

な手段である。それだけに，筆者の調査分析は生活保

護研究者の共有財産として価値が高い。

本書は「生活保護審査請求の現状と課題」（第一部），

「生活保護における争点」（第二部），「生活保護制度の

改革」（第三部）と主な審査請求裁決要旨を掲載する

「資料編」から構成される。

第一部では，「制度の概説」（第一章）と，これを踏

まえた「全国的な状況」（第二章），そして2008年国

会に提出されていた行政不服審査法の改革法案が生活

保護審査請求権にいかなる影響を与えるかを考察する

「審査請求制度の改革」（第三章）から構成されている。

このうち本書の特色は第二章にある。10年間の都

道府県知事に対する審査請求の特徴として，①全体的

には裁決数が増加傾向にあること，②生活保護法65

条1項に定める審査請求裁決期間を遵守しているのは

全体の4分の1に過ぎず，平均では法定の4倍近い日数

がかかっていること，③原処分取消による却下に請求

認容を加えた認容率は19.1％であり，請求内容によっ

ては認容数が増加していること，④これらには地域差

があることが指摘される。ところが，厚生労働大臣に

対する再審査請求に至っては提起件数のうち半数以上

が裁決されておらず，法定期間の70日（生活保護法

66条2項）はほとんど意識されず，再審査請求制度が

形骸化していることを指摘する。読者としては簡易迅

速という審査請求制度のメリットが蔑ろにされている

原因が気になるが，筆者はそこにも実務家としての経
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験から検討を加える。そして，裁決内容については筆

者の分析による妥当な裁決結果が6割であり，再検討

すべき裁決，あるいは不当な裁決が全体の25％を占

めると指摘する。

もっとも，再審査請求制度は2008年行審法改正法

で廃止され，審査請求に一本化される予定であった。

第三章では改正案によって市部福祉事務所の審査庁が

市長になる一方で，対審制に近づく審査手続など，慎

重な評価を行う。その上で審査請求前置主義の撤廃や

審査庁を都道府県設置の第三者機関にすることなどの

改革案を提言する。

第二部では，生活保護法をめぐる今日的な「争点」

について検討を加える。選ばれている争点は，審査請

求裁決に顕著な紛争類型であり，それはとりもなおさ

ず近年裁判例として表面化している紛争類型でもある。

つまり生活保護制度をめぐる今日的課題のほとんどす

べてが網羅されているのである。第二部で取り上げら

れる争点は，「保護の申請」（第四章），「資産の保有」

（第五章），「稼働能力の活用」（第六章），「扶養，他法

活用，世帯単位」（第七章），「路上からの保護，通院

移送費，他人介護料と特別基準など」（第八章），「保

護の基準」（第九章），「費用返還」（第一〇章），「保護

の廃止」（第一一章）である。

もっとも，これらの争点について論じる著作として，

この数年で限っても弁護士を中心とした実務家による

優れた著作があった（森川清『権利としての生活保護

法（増補改訂版）』（あけび書房，2011年），栃木県弁

護士会『生活保護法の解釈と実務』（ぎょうせい，

2008年），日本弁護士連合会生活保護問題緊急対策委

員会編『生活保護法的支援ハンドブック』（民事法研

究会，2008年）など）。これらは通知や行政実務を正

確に踏まえた実務に貢献するという点では非常に有用

であるが，それらの分析という点では限界があった。

本書は，それぞれの争点について問題の所在を示し，

立法趣旨，現状，行政運用基準を確認した上で，裁判

例と裁決例を検討する。さらにこれを受けて各々の争

点につき立法政策論的提言を行う。このように，従来

の実務家による保護利用者支援に係る実務支援として

の解説からは，一歩踏み込んだ書籍となっている点が

特徴的である。

具体的に二つだけ見ておこう。一つは，稼働能力の

活用（生活保護法4条1項）をめぐる論点（第六章）

である。筆者は，ワーキングプアへの対応には生活保

護法が有効であり，ワーキングプアへの保護適用を可

能にするような稼働能力活用要件をめぐる行政運用基

準があるにもかかわらず，これに逸脱した対応や現場

でのトラブルがあることを指摘する。これは，通知が

稼働能力の存否，活用意思の存否，実際の就労場所の

存否という判断要素を示しているにもかかわらず，そ

れらが客観化された指標として機能することが困難で

あることに起因している。そしてそしてこのトラブル

が裁判例・裁決例に現れているとして，裁決例の分析

にあたる。稼働能力についての裁決は241件あるが，

そのうち認容裁決が63件（26.1％）であり，他の争

点に関する事案に比べて認容率の高さを指摘する。

認容裁決の多くが稼働能力の存否に関わる判断であ

る。活用できる能力は労働市場との関係で相対的に決

まるものであり，就労阻害要因との関係でも変化する。

したがって，個別的事情に応じた要件充足判断を行う

ことが法の趣旨からは明らかであるとし，これを再検

討すべきとする裁決を積極的に評価する。これに対し

て，棄却裁決については「再検討の余地がある裁決」

ないし「不当な裁決」を取り上げ，申請却下あるいは

不利益処分に先立つ保護の実施機関による介入の必要

性などを主張する。

もう一つ取り上げるべきは生活保護法63条ないし

78条による費用返還（第一〇章）に関することであ

る。法63条による費用返還は「急迫の場合等におい

て資力があるにもかかわらず，保護を受けたとき」に

保護利用者へ返還を求める根拠規定であるが，近年の

不正受給をめぐる問題状況や，消えた年金記録問題に

代表される公的年金の遡及支給，利息制限法を超える

過払い金の取扱いなど，実務上問題になりやすい（そ

れ故に申告をためらわせ，結果として不正受給にもな

りやすい）事項にも拡大して適用されている現状があ

る。認容裁決としては資力発生日の誤認や収入情報収

集等に係る保護実施機関の手続的瑕疵の例を挙げ，棄

却裁決としても同様のケースを取り上げる。いずれに

しても保護実施機関の指導援助の義務懈怠に起因する

ものであると位置付け，その行政手法を批判する。ま

た時折問題になるのが生活保護法63条による費用返

還と法78条による返還の相違である。筆者はこの峻

別について整理され，被保護者に不正受給の意図があっ

たかどうかによって決することになるという判断基準

を示す。さらに法78条による費用返還については実

務上は「不正とされた価額の全部」を返還させている
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が，筆者は実務における法78条の「その費用の全部

又は一部」の解釈が誤りであり，保護利用者世帯の状

況や不正受給の経過によっては一部返還がありうると

の理解を示す。この上で，法78条に関する認容裁決

と棄却裁決を検討し，さらに「いわゆる『不正受給に

ついて』」との別項でこの問題を検討している。この

ように，筆者による生活保護の争点に関する考察は，

豊富な知識と経験に基づく生活保護法解釈の理論化を

試みている点で，非常に有意義であるといえよう。

第三部は「生活保護制度の改革」と題し，生活保護

制度全体の問題点を確認し，制度改革の視点と提案さ

れている改革案について検討する。その視点は，適用

対象となるべきすべての人々に生活保護が適用される

というセーフティネット機能の評価と，すべての市民

に対して生活保護が社会保障のコアとして機能しうる

のか，というナショナルミニマムとしての機能評価で

ある。筆者は両方について生活保護制度が機能不全に

陥っていることを指摘し，これを改善するための「改

革試案」を提示する。改革案は，法律名称の変更から

法原理の変更･追加，受給手続，給付内容等の多岐に

わたる。

繰り返しになるが，本書は地道な調査分析と豊富な

知識をもとに生活保護制度が抱える問題点に対する処

方箋を描いた労作であり，評者のような浅学の者にとっ

てはただただ敬服するばかりである。ただ，それでも

いくつか気になる点があった。評者の不勉強を棚上げ

するが，以下の印象はすべて評者の興味と読み方に起

因するものであり，誤読も含めて評者の責任であるこ

とをお断りして，本書によって突きつけられた課題を

述べたい。

こんにちの生活保護制度をめぐる「争点」に関して

は，評者もその思いを共通にしている。すなわち，憲

法を頂点とする法規範において，憲法上の権利を具体

化する生活保護法に内在している原理原則が，保護行

政によってゆがめられ，それが保護利用者の権利保護

に重要な争訟権保障の観点からは立法政策上検討の余

地が残されているという点である。つまり，行政法規

としての生活保護法が，現実社会との間で「ゆがみ」

が生じているということであろう。

しかしながら，この「ゆがみ」が行政作用法として

の法規範内在的なものによって生じているのか，それ

ともこんにちの財政状況や公務員削減，地方分権や民

営化といった渦中にある行政組織法の限界によって生

じているのか，あるいは行政庁とは交渉力の点で格段

に劣る脆弱な保護利用者に対する特別な配慮を必要と

するような行政救済法としての問題によるのか，とい

う点を明確にしなければならないのではないか。たと

えば，審査請求で認容裁決を受け保護費が遡って増額

される場合，保護費遡及支給限度は遡及原因発見月と

その前月までの二ヶ月を限度とすることが実務上定着

している。これに関して筆者は取扱いの不当性を主張

する。しかし，この問題に関しては学資保険事件最高

裁判決（最三小判平16･3･16民集58巻3号647頁）の

底流にある最低生活保障原理，保護利用者の届出義務

と実施機関の調査義務との相克関係，保有資産の限度

といったような非常に多角的な方面からの検討を必要

とするものと思われる。つまり，生活保護の「争点」

は，非常に多角的な視点から規範論的に検討する必要

があるのだが，この点の配慮がもう少しほしかった。

もっとも，従来も生活保護に関する「争点」をめぐっ

て，個々の事例解決と同種事案の問題解決の両面から

アプローチされてきた。本書もその例外ではなく，個々

の事例について審査請求をとりあげ，そのミクロ問題

解決に資する解決策を提示する。この作業を通じて同

種の事案に関するマクロの影響力を考えている。しか

しながら，このようなアプローチがそもそも有効なの

であろうか。生活保護のあり方に関する議論は，司法

過程で救済される権利のあり方を規定する裁判規範と

して結実する。そうであるならば，個別の事案解決が

裁判規範として確立するのか，という視点が不可欠で

あろう。

生活保護訴訟は，1980年代までは代表訴訟的要素

をもった政策指向型訴訟の代表例として理解されてき

たように思われる。こんにちの生活保護訴訟がそのよ

うな性格を払拭したわけではないものの，今まさに求

められているのは，紛争事例の多様化を背景とした個

別案件の解決にかかわる法解釈の精緻化である。もは

や，保護利用者集団の利益を最大限することを目的と

するような目的論的解釈を希求する研究手法が採用さ

れる時代ではないのである。特定の保護利用者の利益

を最大化する問題解決指針は，他の保護利用者にとっ

ては不利益となるということが十分にあり得るのであ

り，保護実施機関の保護行政指針のあり方にも同様の

ことがいえる。そうすると，保護実施機関，保護利用

Summer'12 107

Ⅲ 課題

『生活保護の争点―審査請求，行政運用，制度改革をめぐって』



季 刊 ・ 社 会 保 障 研 究

者，実務家等の関係当事者にとどまらない価値の共有

が必要となる。広く市民一般にとって生活保護に関す

る価値が共有され，保護行政に予測可能性が共有され，

結果妥当性についての理解が共有されることによって，

憲法25条に規定する理念が共有されたものというこ

とができる。このためには，生活保護法の内部，ある

いはその「争点」ごとに閉じた世界での結果妥当性で

はなく，生活保護法以外の事情をも加味した体系的法

解釈が必要となろう。かかる観点からすれば，本書の

一部には「なぜそのような解釈になるのか」を疑問に

思う点がある。

もっとも，このような望みは評者のわがままなのか

もしれない。というのは，評者が法律学としての生活

保護法研究に関心があるために，必ずしも法律学を基

本的な立ち位置としない筆者の著作にある種の物足り

なさを感じるのは当然のことであろうし，筆者もそれ

を望んでいるわけではないであろう（繰り返すが評者

の怠惰を棚上げにしてこのように評価している）。本

書は評者にとって数多くの論争を投げかけ，それに応

える研究成果を提出する重要性を認識させる。実に論

争喚起的な書籍であり，研究者にとどまらず行政実務

に携わる人々，生活保護を学ぶ学生には必読の書であ

るといえよう。

（まるたに・こうすけ 佐賀大学教授）
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介護保険制度の導入以前，公的な介護サービスは福

祉政策のもとで提供されていた。そこでは限られた税

財源をもとに（公助主義），行政がサービス提供の対

象を決定し（選別主義），保護的な介護サービスの提

供（保護主義）が行われてきた。このような特徴を持

つ措置制度のもとで高齢者の尊厳ある生活を実現する

ことが可能なのか，これが著者が介護保険に強い期待

を寄せ，介護保険に深くかかわってきた背景である。

著者は，「いかなる制度も思想を内包（p.2）」して

おり，介護保険制度の思想とは，措置制度の下で広く

見られた高齢者介護に対する認識を大きく転換するこ

とにあったとする。すなわち，公助から共助，選別主

義から普遍主義，そして保護主義から自立支援への思

想的転換があったとし，これらの高齢者介護を巡る思

想的転換を実現するための具体的なシステムとして，

介護保険制度を位置づける。

制度導入から10数年が経過した現在において，制

度の持続可能性に対する懸念をはじめとして，様々な

課題が指摘されている。このような中で，著者は「介

護保険を巡る諸課題のなかで，最も重要なことはこの

『思想の実現』（p.2）」であると指摘する。なかでも，

公助（社会福祉）から共助（社会保険）への転換は，

介護保険導入に伴う最も重要な思想的転換であり，社

会保険たる介護保険に福祉的対応を求めることは思想

の立ち枯れを意味し，制度自体の基盤を危うくするも

のとして，強い警鐘を鳴らしている。必要なのは，両

者の役割分担を明確にすることであり，「社会福祉の

呪縛から解かれたとき，介護保険は初めてその真価を

発揮し，社会福祉もまた本来の機能を果たすことがで

きる（p.370）」としている。これが副題である「福

祉の解体と再生」に込められた著者の主張である。

このように，本書では，介護保険導入当初に立ち返

り，制度の原理・原則を再確認し，それに基づいて介

護保険制度の発展につなげていくことの重要性を指摘

する。この問題解決に向けてのスタンスこそ，本書の

最大の特徴といえる。

本書は序章，補章を含めて以下の6つの章から構成

されている。

序 章 社会政策を転換する介護保険

第1章 介護保険の思想

第2章 介護保険のめざすシステム構築

第3章 介護保険の10年と現在

第4章 介護保険の改革方策

補 章 介護保険創設と2000年施行の過程

このうち，補章では，制度導入前（1996年）と導

入直後（2001年）に執筆された2本の論文が一部修正

のうえ収録されており，制度導入時の議論を再確認す

る上で参考となる。補章も含めると，3章（第1章，

第2章，補章）が制度創設時の議論に充てられており，

「制度の思想」を重視する本書の特徴を受けた構成と

なっている。以下，第1章から第4章について，各章

の内容を簡単に紹介する。

第1章 「介護保険の思想」

第1章は本書の核となる章であり，本書全体を通じ

ての基底となる著者の認識が提示される。すなわち，

措置制度と介護保険の比較検討に基づき，介護保険の

導入に伴い3つの思想的転換が行われたことが示され

る。第1の思想的転換は，選別主義から普遍主義への

転換であり，高齢者福祉の下では介護サービスの向上，
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ひいては高齢者の尊厳ある生活の回復は困難である，

という福祉政策に対する「疑念」から議論が展開され

る。その理由として，行政が選別的に利用者を決定す

る措置制度の下では，行政と利用者の間に必然的に

「支配と従属の関係」が生まれ，このことが一般市民

のなかに高齢者福祉に対する「心のバリア」を形成す

る点に着目する。介護保険は普遍主義を全面的に採用

し，高齢者福祉に内在する「支配と従属の関係」を断

ち切るとする。

第2の思想的転換は，保護主義から自立支援への転

換である。これは，措置制度が生活困難に陥った高齢

者対する保護政策として運用され，保護主義的なサー

ビスが高齢者本人の自己決定を阻害してきたという反

省に基づいている。介護保険では，本人の自己決定を

人間の尊厳の源泉として尊重し，自己決定に対する社

会的支援（自立支援）を行うことを目的としている。

第3の思想的転換は公助から共助への転換であり，

著者が最も重視するのはこの点である。介護保険の導

入は「高齢者介護の世界で空白となっている部分に，

共助システムを新しく導入するもの（p.53）」として

位置付けられる。高齢者介護を社会保険のリスクと位

置付けることにより，安定的な財源調達を可能とする

と同時に，負担と給付（義務と権利）が対応し，介護

サービスに対する「心のバリア」は取り払われ，介護

の普遍化に寄与することとなる。なお，介護保険は

「要介護高齢者のニーズをすべて満たすものではない

（p.53）」との指摘は重要である。すなわち，高齢者介

護のメイン・システムとして介護保険を位置付ける一

方で，自助・互助・公助がそれを補完することが可能

となっている。

第2章 「介護保険のめざすシステム構築」

第2章では，第1章で提示された思想的転換を実現

するための手段となる介護保険制度の制度的特徴につ

いて，①介護サービス市場の形成，②介護サービスの

標準化，および③地方分権下の介護保険，の3つの視

点から論じている。このうち3番目の議論では，地方

分権を推進する仕組みとしての介護保険の可能性を論

じており興味深い。

「地方分権を推し進めるためには，権限の移譲，財

源の移譲，そして分権の主体確立という3つの条件が

必要である（p.102）」が，介護保険では「かなり大

胆な権限と財源の移譲が行われて（p.111）」いるこ

とに著者は着目する。権限については，介護保険の制

度設計は比較的自由度の高いものとなっており，保険

者たる市町村の裁量により給付内容や保険料負担を変

更することが認められている。また，先に触れた通り，

「介護保険は基本部分のサービスを保障するナショナ

ル・スタンダードの制度であり（p.104）」，これに自

助・互助・公助からなる地域の福祉資源を組合せ，

「ローカル・オプティマムを構築していくことが期待

されている（p.104）」。財源についても，保険者の財

政リスクは高齢者自身が負担する第1号保険料のみで

あり，制度創設当時では給付費の17%に過ぎない。残

りの83%は公費（国・都道府県・市町村）や第2号保

険料によって保証されている。問題は分権の主体とし

ての市町村がどう応えるかであるが，著者は「住民自

治への胎動を感じさせる（p.111）」として，期待を

寄せている。この点は，いわゆる保険者機能論とも深

く関連する議論であり，後ほど改めて触れることにす

る。

第3章 「介護保険の10年と現在」

第3章では，主に公表データをもとに，制度導入以

降の介護保険の実施状況について，3つの角度から検

討を行っている。以下，次章の改革論議に関連する結

果を中心に簡単に紹介する。第1に，サービス利用は

着実に伸びており，介護サービスの普遍化が進んでい

るものの，訪問看護の利用，在宅サービスの力量，在

宅と施設のバランス，要介護1から3の中軽度の施設

利用などを今後の検討課題として挙げている。第2に，

介護リスクを考える上で重要な指標となる認定率（要

介護認定者数／被保険者数）については，要支援で認

定率に大きな地域差が観察され，要介護3以上の重度

においても相当程度の地域差が存在することが示され

る。特に要支援については，サービス利用の意向が認

定率に影響を与えている可能性が指摘されている。ま

た，サービス利用や保険料についてもかなりの地域差

が発生しているとしている。

第4章 「介護保険の改革方策」

第4章では，第3章の結果を踏まえた介護保険改革

の方向が示される。介護保険の課題として，著者は，

介護サービスのあり方，公正な負担と給付，そして財

源確保の3点を挙げ，それぞれについて具体的な制度

改革の方法が提案されている。その際，改革の方向を
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定める基礎となるのは「介護保険の思想」であり，制

度創設当時の原理・原則に立ち返った改革提案が行わ

れている。改革提案は多岐にわたるため，ここでは特

に重要と思われる提案について簡単に紹介する。

介護サービスのあり方については，単身・夫婦のみ

世帯の中重度要介護高齢者を在宅サービスが支えられ

ず，そのことが施設志向を強くする一因となっている

こと，また，施設には中軽度の要介護高齢者も入所し

ており，介護ニーズ以外の要因で入所している可能性

が存在すること，を大きな課題としている。このうち

後者については，共助システムたる社会保険に社会福

祉の機能が混在した形となっており，制度の破壊につ

ながりかねないと警鐘を鳴らしている。また，前者に

ついては「在宅・施設二元論」からの脱却が必要であ

り，「『住み慣れた自宅』ではなく『住み慣れた地域』

（p.210）」での居住，すなわち「高齢期の『住み替え』

（p.210）」が重要であると指摘する。実際，本書刊行

後の2011年10月には，「サービス付き高齢者向け住宅」

の登録制度が開始され，環境は整いつつある。ここで

は，常駐するケアの専門家により安否確認・生活相談

などのサービスが提供され，介護が必要な場合には外

付けの介護サービスを利用することになる。

財政面からの持続可能性に関しては，負担の拡大と

給付の縮小の両面からの提案を行っている。負担の拡

大については，「租税投入よりも，保険料財源の拡大

のほうが望ましい（p.236）」とし，公費負担割合の

拡大が給付抑制に働く可能性を指摘しており，重要な

指摘であると思われる。この際，保険料負担の拡大が

必要となるが，それには保険料水準の引き上げではな

く，被保険者の範囲の拡大（年齢制限の撤廃）に着手

すべきとしている。一方で，給付の縮小については

「給付の仕分け」が必要であり，自助，互助，共助，

公助それぞれが果たすべき役割を踏まえた検討が求め

られるとしている。例えば，補足給付は自助，あるい

は公助の役割と捉えるべきであり，介護保険の給付か

ら除外すべきしている。また，要支援に対する給付に

ついても同様の観点からの再検討を求めている。

既に何度か触れたように，本書の最大の特徴は，介

護保険制度が内包する「思想」を明確にし，その思想

を基礎として介護保険の今後のあり方について検討を

行っている点にある。「思想の立ち枯れ」は制度自体

の根幹を揺るがしかねないという危機感の下，介護保

険の原理・原則について正面から議論するという著者

の姿勢には，共感を持つところである。なかでも，新

たな介護保障の枠組みとして社会保険を採用したこと

の意味は深く，評者自身がその意味を再認識したとこ

ろである。さらに，これらの検討結果を多岐にわたっ

て，具体的な改革提案に結び付けているという意味で

も，本書は重要な貢献をなしていると考えられる。最

後に，議論の更なる発展を期待して3点指摘したい。

第1は，第3章の扱いについてである。近年では，

PDCAサイクルに基づいた政策評価が重視されており，

そのような観点からみれば，本章は同サイクルにおけ

るCheckに位置づけられることになる。しかしながら，

本章の分析は記述的な分析にとどまっており，そこか

ら導かれる結果とその解釈についても，必ずしも説得

的とは思われない箇所が散見される。第4章において

より説得力のある議論を展開するためには，本章の役

割は非常に重要であり，それだけにやや残念な気がし

た。第3章冒頭において著者自身が指摘する通り，情

報の透明度は介護保険の特徴の一つと言え，要介護認

定情報や介護レセプトが全国共通フォーマットで蓄積

されるシステムが制度導入後間もない段階で整備され

ている。今後，これらのデータを活用することにより，

更なる検証が行われることを期待したい。

第2は，保険者としての市町村の役割についてであ

る。既に触れた通り，第2章では地方分権を推進する

仕組みとしての介護保険の可能性について，興味深い

議論が展開されている。介護保険は地方分権の推進そ

のものを目的としたものではないが，保険者たる市町

村に対して権限，財源の移譲が大胆に行われており，

問題はこのような状況下で市町村がどう対応するかで

ある。この点について，本書ではローカル・オプティ

マムを模索する先進的な自治体が現れる一方で，「通

達墨守型」の自治体が残存することも指摘している。

これは一過性のものと考えられるのか，あるいは何か

保険者をそのような立場に留める制度的要因があるの

か，この点についても等しく目を向ける必要があるの

ではないだろうか。保険者の選定が介護保険創設時の

大きな論点であったこと，国民健康保険の保険者とし

ての市町村の経験なども踏まえて，掘り下げた議論が

必要ではないだろうか。

第3は，高齢者医療との関連である。残念ながら，

医療政策との関連については，療養病床の議論がわず
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かに紹介されているのみで，本書ではほとんど議論が

なされていない。著者自身も指摘する通り，「共助の

歪み」としての「社会的入院」の解消は，介護保険導

入時の重要な課題の一つであり，療養病床再編論議は

いまだ決着がついたとは言えない状況である。さらに，

今後予想される多死社会の到来を考えれば，医療・介

護施策の中で「看取り」をどのように位置づけていく

のかは極めて重要な課題と考えられる。この点につい

ても議論の発展を期待したい。

（きくち・じゅん 国立社会保障・人口問題研究所

社会保障応用分析研究部第4室長）
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